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１、開催年月日時刻及び場所

  令和６年２月２１日

自 午前 ９時５９分

至 午後  １時４９分

於  委 員 会 室 ４

２、出席委員の氏名

委 員 長 中村 一三 君

副 委 員 長 山村 健志 君

委   員    溝口芙美雄 君

〃 瀬川 光之 君

〃 山口 初實 君

〃 前田 哲也 君

〃 近藤 智昭 君

〃 堤 典子 君

〃 大倉 聡 君

〃   白川 鮎美 君

〃 虎島 泰洋 君

３、欠席委員の氏名

な  し

４、委員外出席議員の氏名

な  し

５、県側出席者の氏名

産業 労働部 長 松尾 誠司 君

産業労働部政策監
(産業人材確保・育成担当)

宮地 智弘 君

産業労働部次長 井内 真人 君

産業 政策課 長 吉田  稔 君

企業 振興課 長 香月 康夫 君

企業振興課企画監
(企業誘致推進担当)

石川 拓朗 君

新産業創造課長 伊東 啓行 君

新産業創造課企画監
(エネルギー産業振興担当)

岩永 俊一 君

経営 支援課 長 下窄 賢剛 君

未来 人材課 長 末續 友基 君

未来人材課企画監
(産業人材育成担当)

山田  薫 君

雇用労働政策課長 川口 晋治 君

水 産 部 長 川口 和宏 君

水 産 部 次 長 佐古 竜二 君

水 産 部 次 長 吉田  誠 君

水産 部参事 監

（政策調整担当）
松田 竜太 君

水産 部参事 監

(漁港漁場計画･
漁場環境担当 )

宮地 健司 君

漁 政 課 長 尾﨑 正英 君

漁業 振興課 長 古原 和明 君

漁業振興課企画監

(資源管理推進担当)
松尾 隆男 君

漁業 取締室 長 中尾  直 君

水産 経営課 長 齋藤周二朗 君

水産加工流通課長 森川  晃 君

水産加工流通課企画監

(国内外流通対策担当)
桑原 浩一 君

漁港 漁場課 長 本多 健一 君

総合水産試験場長 渡邉 孝裕 君

農 林 部 長 綾香 直芳 君

農 林 部 次 長 松田 武文 君

農 林 部 次 長 渋谷 隆秀 君

農林 部参事 監
（農村整備事業・
諫早湾干拓担当）

鈴木 豊志 君

農 政 課 長 川端 博子 君

農業イノベーション推進室長 一丸 禎樹 君

団体検査指導室長 髙橋  哲 君
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農山村振興課長 酒井  浩 君

農業経営課長（参事監） 長門  潤 君

農産 園芸課 長 原田 幸勝 君

農産加工流通課長 村上慎一郎 君

畜 産 課 長 富永 祥弘 君

農村 整備課 長 野口 和弘 君

諫早湾干拓課長 安達 有生 君

林 政 課 長 永田 明広 君

森林 整備室 長 髙橋 祐一 君

６、審査の経過次のとおり

― 午前 ９時５９分 開会 ―

【中村(一)委員長】 ただいまから、農水経済委
員会を開会いたします。

まず、委員席でございますが、ただ今お座り

いただいている席で決定したいと存じますので、

ご了承をお願いいたします。

議事に入ります前に、選任後初めての委員会

でございますので、一言ご挨拶を申し上げます。

このたび、農水経済委員会の委員長を仰せつ

かりました中村一三でございます。

山村副委員長をはじめ、各委員や理事者の皆

様方のご指導とご協力を賜りながら、公正かつ

円滑な委員会運営に努めてまいりたいと思いま

すので、よろしくお願いいたします。

さて、本委員会は、本県の主要産業である農

林水産業及び商工業の振興の分野を所管してお

り、農林水産業の生産振興や担い手確保への対

応、農水産物の流通販売や加工の推進、農村や

森林及び漁港漁場の整備、若者の県内定着や産

業人材の育成、成長分野の新産業創出、効果的

な企業誘致など、県政の重要課題を担っており

ます。

昨今におきましては、コロナ禍を経て、本県

の力強い産業振興が徐々に以前の姿に戻りつつ

ある一方で、自然災害の頻発化・激甚化により、

生産者への早急な対応が、より一層重要性を増

しているものと痛感しており、これまで以上に、

各関係機関との連携を強固にしていく必要があ

ると感じておるところでございます。

このように、本委員会の役割は、ますます重

要性を増しており、山積する課題の解決に向け

て、委員の皆様方におかれましては、積極的に

論議を深めていただきますとともに、円滑な委

員会の運営にご協力賜りますよう重ねてお願い

申し上げる次第でございます。

微力ながら本県の農水経済委員会所管行政の

進展に取り組んでまいりますので、委員及び理

事者の皆様方のご指導とご鞭撻を賜りますよう、

お願い申し上げまして、私のご挨拶といたしま

す。

それでは、私から副委員長並びに委員の皆様

方をご紹介いたします。

〔副委員長・各委員紹介〕

以上でございます。どうぞよろしくお願いし

ます。

次に、理事者側の紹介を受けたいと思います。

【松尾産業労働部長】産業労働部長の松尾でご

ざいます。農水経済委員会の開会にあたり、関

係部局を代表いたしまして、一言ご挨拶を申し

上げます。

私ども本委員会所管の各部におきましては、

商工業・農林水産業の振興、雇用の促進など、

本県経済の活性化にかかる各種施策を展開して

おります。

本県を取り巻く状況は、全国より先んじて進

行する人口減少や少子高齢化をはじめ、近年は

人手不足感の強まりや、海外経済・金融を巡る
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不確実性の高まり、物価上昇などの影響もあり、

大変厳しい状況にあるものと認識しております。

このような中、本県経済の活性化に向け、「長

崎県総合計画チェンジ＆チャレンジ2025」を柱
として、各部門別計画であります「ながさき産

業振興プラン2025」や「長崎県水産業振興基本
計画」、「第3期ながさき農林業・農山村活性化
計画」に基づき、県民の皆様をはじめ、企業、

団体、大学、市町等の皆様と相互に連携・協働

しながら、地域や経済の活性化に結びつけるこ

とができるよう力を注いでいるところでありま

す。

また、県では、県民の皆様が本県に誇りや未

来への期待感を持ち、本県が国内外に存在感を

示していけるよう、「未来大国」をコンセプト

とする「新しい長崎県づくりのビジョン」を策

定し、概ね10年後のありたい姿と、その実現に
向けた施策の方向性などをお示ししております。

重点的に取り組む分野のうち、本委員会に関

連が深いものとして、「イノベーション」や「食」

を掲げており、部局ごとの施策のみならず、関

係部局が連携した横断的な取組を進め、商工業・

農林水産業の活性化につなげてまいりたいと考

えております。

結びになりますが、中村委員長、山村副委員

長をはじめ、各委員の皆様のご指導、ご協力を

賜りながら、県政の推進に全力を尽くしてまい

りたいと存じますので、どうぞよろしくお願い

申し上げます。

甚だ簡単ではございますが、重ねて温かいご

指導をお願いいたしましてご挨拶といたします。

それでは、本日出席しております幹部職員を

紹介いたします。

〔幹部職員紹介〕

以上でございます。よろしくお願いいたします。

【中村(一)委員長】ありがとうございました。
それでは、これより議事に入ります。

まず、会議録署名委員を、慣例によりまして、

私から指名させていただきます。

会議録署名委員は、大倉委員、虎島委員のご

両人にお願いいたします。

次に、審査方法についてお諮りいたします。

本日の議題は、「農水経済行政所管事務につ

いて」及び「令和6年2月定例会における審査内
容等について」であります。

審査内容につきましては、サイドブックスの

審査順序のとおり、委員会を協議会に切り替え、

関係部局の所管事務の概要説明を受けた後、令

和6年2月定例会の審査内容等について、委員間
協議を行うこととしたいと存じますが、ご異議

ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

ご異議ないようですので、そのように進める

ことにいたします。

なお、本日の概要説明におけるご質問等につ

きましては、特に理解しにくかった点について

の質問にとどめ、具体的な質問につきましては、

各課へ個別にご質問いただくか、3月5日からの
委員会の中で行っていただきたいと存じますが、

ご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

ご異議ないようですので、そのように進める

ことにいたします。

それでは、ただ今から委員会を協議会に切り

替えます。

理事者入れ替えのため、しばらく休憩いたし

ます。

― 午前１０時０７分 休憩 ―
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― 午後 １時４８分 再開 ―

【中村(一)委員長】 委員会を再開いたします。

それでは、本日協議いたしました委員会の審

査内容については、原案のとおり決定されまし

たので、この後、理事者へ正式に通知すること

とといたします。

ほかにご意見はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ほかにないようですので、これをもちまして

本日の農水経済委員会を終了いたします。大変

お疲れ様でした。

― 午後 １時４９分 終了 ―
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１、開催年月日時刻及び場所

  令和６年３月５日

自  午前 ９時５７分

至  午後 ２時３５分

於  委 員 会 室 ４

２、出席委員の氏名

委員長(分科会長) 中村 一三 君

副委員長(副会長) 山村 健志 君

委 員 溝口芙美雄 君

〃 瀬川 光之 君

〃 山口 初實 君

〃 近藤 智昭 君

〃 堤  典子 君

〃 大倉  聡 君

〃 白川 鮎美 君

〃 虎島 泰洋 君

３、欠席委員の氏名

前田 哲也 君

４、委員外出席議員の氏名

な  し

５、県側出席者の氏名

産業 労働部 長 松尾 誠司 君

産業労働部政策監
（産業人材確保・育成担当）

宮地 智弘 君

産業労働部次長 井内 真人 君

産業 政策課 長 吉田  稔 君

企業 振興課 長 香月 康夫 君

企業振興課企画監
(企業誘致推進担当)

石川 拓朗 君

新産業創造課長 伊東 啓行 君

新産業創造課企画監
（エネルギー産業振興担当）

岩永 俊一 君

経営 支援課 長 下窄 賢剛 君

未来 人材課 長 末續 友基 君

未来人材課企画監
（産業人材育成担当）

山田 薫 君

雇用労働政策課長 川口 晋治 君

６、審査事件の件名

〇農水経済分科会

第1号議案
令和6年度長崎県一般会計予算（関係分）
第3号議案
令和6年度長崎県農業改良資金特別会計予算
第4号議案
令和6年度長崎県林業改善資金特別会計予算
第5号議案
令和6年度長崎県県営林特別会計予算
第6号議案
令和6年度長崎県沿岸漁業改善資金特別会計
予算

第7号議案
令和6年度長崎県小規模企業者等設備導入資
金特別会計予算

第10号議案
令和6年度長崎県長崎魚市場特別会計予算
第59号議案
令和5年度長崎県一般会計補正予算（第10号）
（関係分）

第60号議案
令和5年度長崎県農業改良資金特別会計補正
予算（第1号）
第61号議案
令和5年度長崎県林業改善資金特別会計補正
予算（第1号）
第62号議案
令和5年度長崎県県営林特別会計補正予算（第
2号）
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第63号議案
令和5年度長崎県沿岸漁業改善資金特別会計
補正予算（第1号）

第64号議案
令和5年度長崎県小規模企業者等設備導入資
金特別会計補正予算（第1号）

第66号議案
令和5年度長崎県長崎魚市場特別会計補正予
算（第1号）

７、付託事件の件名

〇農水経済委員会

（1）議 案

第37号議案
長崎県工業技術センター条例の一部を改正す

る条例

第38号議案
長崎県窯業技術センター条例の一部を改正す

る条例

第39号議案
長崎県漁港管理条例の一部を改正する条例

第49号議案
直轄特定漁港漁場整備事業に対する県の負担

について

第50号議案
県が行なう建設事業に対する市町村負担金の

徴収についての一部変更について

第54号議案
ながさき産業振興プラン2025の変更について

第55号議案
長崎県水産業振興基本計画の変更について

第56号議案
第3期ながさき農林業・農山村活性化計画の変
更について

（2）請 願

  な  し

（3）陳 情

・海運・船員の政策諸課題に関する申し入れ

・長崎県漁業調整規則に関する陳情書

８、審査の経過次のとおり

― 午前 ９時５７分 開会 ―

【中村(一)委員長】 ただいまから、農水経済委
員会及び予算決算委員会農水経済分科会を開会

いたします。

なお、前田委員から欠席する旨の届けが提出

されましたので、ご了承をお願いいたします。

それでは、これより議事に入ります。

今回、本委員会に付託されました案件は、第

37号議案「長崎県工業技術センター条例の一部
を改正する条例」ほか7件でございます。
そのほか陳情2件の送付を受けております。
なお、予算議案につきましては、予算決算委

員会に付託されました予算議案の関係部分を農

水経済分科会において審査することになってお

りますので、本分科会として審査いたします案

件は、第1号議案「令和6年度長崎県一般会計予
算」のうち関係部分、ほか13件であります。
次に、審査方法についてお諮りいたします。

審査は、従来どおり分科会審査、委員会審査

の順に行うこととし、部局ごとに、配付してお

ります審査順序のとおり行いたいと存じますが、

ご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【中村(一)委員長】 ご異議ないようですので、

そのように進めることといたします。

これより、産業労働部関係の審査を行います。
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【中村(一)分科会長】 まず、分科会による審査
を行います。

予算議案を議題といたします。

産業労働部長より、予算議案の説明を求めま

す。

【松尾産業労働部長】皆さん、おはようござい

ます。

産業労働部関係の議案についてご説明いたし

ます。

資料といたしましては、「予算決算委員会農

水経済分科会関係議案説明資料」でございます。

2ページをご覧ください。
今回、ご審議をお願いいたしております議案

は、第1号議案「令和6年度長崎県一般会計予算」
のうち関係部分、第7号議案「令和6年度長崎県
小規模企業者等設備導入資金特別会計予算」、

第59号議案「令和5年度長崎県一般会計補正予
算（第10号）」うち関係部分、第64号議案「令
和5年度長崎県小規模企業者等設備導入資金特
別会計補正予算（第1号）」であります。
議案の説明に先立ちまして、産業労働行政の

取組方針についてご説明いたします。

令和6年度当初予算においては、県議会や市
町、有識者懇話会のご意見等をお伺いしながら

策定しました「新しい長崎県づくりのビジョン」

に掲げる、概ね10年後のありたい姿の実現に向
け、施策を推進していくための基礎づくり・土

台づくりを中心に、部局横断的に取り組んでい

くこととしております。

併せて、県勢のさらなる発展を図るため、長

崎県総合計画の着実な推進にも力を注いでまい

りたいと考えております。

このうち、産業労働部においては、「新しい

長崎県づくりのビジョン」をはじめ、長崎県総

合計画を推進するにあたり、「ながさき産業振

興プラン2025」に掲げるスローガン「進化と創
造、未来への挑戦。危機を克服し持続可能な発

展を目指す長崎県」のもと、今回策定しました

「令和6年度長崎県の主要施策」の基本方針に
掲げた3つの柱を中心に、本県産業の強化に必
要な各種施策に取り組んでまいります。

まず、1つ目の柱としましては、スタートア
ップ企業や企業の若手後継者の新たなビジネス

モデルへのチャレンジや転換を進め、県内企業

の持続的な成長の実現に取り組んでまいります。

2つ目の柱としましては、造船業で培った技
術的な強みを活かしながら、脱炭素社会へ対応

した取組を促進し、半導体関連産業や航空機関

連産業、海洋エネルギー関連産業等における競

争力の強化に努めてまいります。

3つ目の柱としましては、県内企業の人手不
足対策として、若者の県内定着やUIターン促進、
高度外国人材の受入体制の構築等に取り組んで

まいります。

続きまして、議案についてご説明いたします。

はじめに、第1号議案「令和6年度長崎県一般
会計予算」のうち関係部分及び第7号議案「令
和6年度長崎県小規模企業者等設備導入資金特
別会計予算」について、ご説明いたします。

一般会計における歳入予算、歳出予算は記載

のとおりであり、歳出予算の主な内容について

ご説明いたします。

4ページをご覧いただきたいと思います。
◎産業政策課

（工鉱業試験場費について）

公設試験研究機関の運営や研究機器整備、試

験研究等に要する経費として、工業技術センタ

ー費2億1,436万3,000円、窯業技術センター費1
億350万1,000円等を計上いたしております。
◎企業振興課
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（工鉱業振興費について）

県内の中小製造業企業が企業間連携により取

り組む設備投資・研究開発などへの支援や、地

場企業の新たな雇用を伴う規模拡大等の支援に

要する経費として、地場企業総合支援事業費23
億2,038万4,000円、世界的な需要拡大に伴い、
さらなる成長が見込まれる航空機・半導体関連

産業について、基幹産業として育成に向けた支

援に要する経費として、次世代基幹産業育成事

業費1億4,812万2,000円等を計上いたしており
ます。

◎新産業創造課

（工鉱業振興費について）

上場企業の早期輩出等を図り、若者の雇用の

場の創出等の経済活性化につなげるため、経営

管理のあり方など必要なノウハウを学びあう場

の提供や専門家による集中指導の実施等に要す

る経費として、創業・起業支援事業費7,501万
6,000円、脱炭素社会の実現に向けて成長が見込
まれる洋上風力発電産業について、県内企業の

新規参入や受注獲得を強力に後押しし、県内サ

プライチェーン構築の推進に要する経費として、

海洋エネルギー関連産業拠点形成事業費9,193
万6,000円等を計上いたしております。
◎経営支援課

（中小企業振興費について）

早期の事業承継を推進するため、関係機関と

連携して、既存の経営資源も活かし新たな挑戦

をする若手後継（候補）者を伴走型で支援する

とともに、持続可能な支援体制の構築に要する

経費として、中小企業経営改善推進事業費1,242
万1,000円。
（中小企業金融対策費について）

中小企業の経営基盤の安定等に必要な資金の

貸付に要する経費として、金融対策貸付費327

億9,330万円、そのうち融資枠見込額1,656億
918万2,000円等を計上いたしております。
◎未来人材課

（雇用安定対策費について）

県内IT関連企業の人材ニーズに対応するた
め、産学官が連携し、バングラデシュからIT人
材を受け入れて就職につなげる体制の構築に要

する経費として、外国人IT人材確保促進事業費
858万6,000円等を計上いたしております。
◎雇用労働政策課

（労働福祉費について）

男性育児休業の取得促進等に取り組む県内企

業にアドバイザーを派遣し、従業員が子育てし

やすい魅力的な職場環境づくりの促進に要する

経費として、雇用環境改善対策費1,397万1,000
円。

（雇用安定対策費について）

外国人材活用にかかる地域間競争の激化が予

想されるため、これまで実施してきました新規

受入の促進に加え、在留期間延長対策への支援

など受入側の体制強化のために要する経費とし

て、外国人材確保総合支援事業費1,324万5,000
円等を計上いたしております。

（債務負担行為について）

債務負担行為につきましては、記載のとおり

であります。

続きまして、小規模企業者等設備導入資金特

別会計につきまして、歳入予算、歳出予算は記

載のとおりであります。

次に、第59号議案「令和5年度長崎県一般会
計補正予算（第10号）」のうち関係部分及び第
64号議案「令和5年度長崎県小規模企業者等設
備導入資金特別会計補正予算（第1号）」につ
いてご説明いたします。

一般会計における歳入予算、歳出予算は記載
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のとおりであり、歳出予算の主な内容について

ご説明いたします。

9ページ中段をご覧いただきたいと思います。
◎産業政策課

（中小企業振興費について）

長崎県小規模省エネルギー対策推進事業費補

助金の減等に伴う小規模事業者省エネルギー対

策推進事業費1億9,905万2,000円の減等を計上
いたしております。

◎企業振興課

（工鉱業振興費について）

地場企業の規模拡大に対する補助金の減等に

伴う地場企業総合支援事業費2億347万3,000円
の減等を計上いたしております。

10ページ中段をご覧ください。
◎経営支援課

（中小企業金融対策費について）

中小企業向け制度融資の貸付額の減等に伴う

金融対策貸付費70億3,926万5,000円の減等を
計上いたしております。

11ページ上段をご覧ください。
◎雇用労働政策課

（職業能力開発運営費について）

離職者訓練に係る訓練実施経費や就職支援経

費の減等に伴う緊急離職者能力開発事業費1億
4,785万3,000円の減等を計上いたしておりま
す。

（繰越明許費、債務負担行為について）

繰越明許費及び債務負担行為につきましては、

記載のとおりであります。

次に、小規模企業者等設備導入資金特別会計

につきまして、歳入予算、歳出予算は記載のと

おりであります。

最後に、令和5年度の予算につきましては、
本議会に補正をお願いいたしておりますが、国

庫補助金等に未確定のものがあり、また、歳出

面においても年間の執行額確定に伴い整理を要

するものもあります。

したがいまして、これらの調整、整理を行う

ため、3月末をもって、令和5年度予算の補正に
ついて専決処分により措置させていただきたい

と考えておりますので、あらかじめご了承を賜

りますようお願いいたします。

以上をもちまして、産業労働部関係の説明を

終わります。

よろしくご審議を賜りますようお願いいたし

ます。

【中村(一)分科会長】 次に、提出がありました
「政策等決定過程の透明性等の確保などに関す

る資料 政策的新規事業の計上状況」について

説明を求めます。

【吉田産業政策課長】私の方からは「政策等決

定過程の透明性等の確保及び県議会・議員との

協議等の拡充に関する決議」に基づく産業労働

部関係の状況についてご説明させていただきま

す。

資料は、「農水経済委員会提出資料 産業労

働部・水産部・農林部、政策的新規事業の計上

状況」をご覧ください。

産業労働部関係の令和6年度政策的新規事業
につきましては、2ページに掲載しております
上場チャレンジステップアッププロジェクト事

業費をはじめ、計5件がございます。各事業の
事業概要と要求額及び本定例会においてご提案

しております予算計上額は記載のとおりでござ

います。

以上でございます。

よろしくご審議賜りますようお願いいたしま

す。

【中村(一)分科会長】 以上で説明が終わりまし
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たので、これより予算議案に対する質疑を行い

ます。

質疑はありませんか。

【近藤委員】ちょっと質問させていただきます。

この中でいつも「航空機産業」という言葉が

ずっと出てきているんですけれども、航空機産

業というのはどういう企業のことを指して言っ

ているのか教えてもらえますか。

【香月企業振興課長】航空機産業と申しますの

は、航空機、民間の旅客機、防衛関連の航空部

門などございますけれども、本県の場合、どち

らかというと機体の製造というより航空のエン

ジン関連ですとか、機体に付随するランニング

ギアといいまして着地する時の足周りの関連と

か、そういったものが航空機産業に携わる企業

のメインというふうなことでございます。

【近藤委員】いつも航空機産業という言葉の中

に、例えば長崎のどういうところにどういうふ

うな企業があるのか。結局、そういう企業を指

定した部分というのがわからないものがあるの

で、例えばこういう産業が今どういうところで、

どういう形でやられているのか教えてもらえま

すか。

【香月企業振興課長】県内の航空機関連産業の

状況ということかと思いますが、ものづくりを

進める中で、よくサプライチェーンというふう

な言われ方をしていまして、発注をする会社、

大手の重工のメーカーが基本になろうかと思い

ますが、そこがあって、そこを受注する中核企

業があって、その下にまた、そこの中核企業か

らの受注を受けてものづくりを進める会社、そ

ういったつながりがサプライチェーンというこ

とになります。

その中で、例えば大手重工ということになる

と三菱の航空エンジンの会社がありまして、そ

こを支える中核企業として長崎市内ですとか、

県央・県北地域、こういったところの会社が中

核で直接の受注を受けながら、県内企業がその

下に連携してものづくりを進めるという中で、

数の話で言いますと、大体航空機関連で今売上

げが立っている会社というのは20社をちょっ
と超えるぐらいありまして、その中でJIS
Q9100という航空機のちょっとレベルが高い認
証があるんですけれども、そこは見込みを含め

て、今、県内で14社取得となっており、これは
九州の中でも断トツで長崎県が上回っておりま

す。

平成30年から航空機産業を立ち上げて支援
をしてきたところですけれども、ここ5年間で
こういった伸びをしている中で、国としても、

九州の航空機関連を牽引する産業集積県という

ことで長崎県は注目をいただいているといった

状況がございます。

【近藤委員】わかりましたというか、わからな

いような。例えば、ここは航空機産業のうちの

会社だと固定したところには補助金をやるとい

うことで、長崎にはほかに船舶機械とか自動車

機械の下請けとか、そういうのもあると思うん

ですよ、私の感覚では。そういう線引きという

のは何かで行っているんですか。

【香月企業振興課長】もともとこの航空機産業

を後押ししようとしたきっかけは、今まで長崎

県の場合、製造業でいうと造船業というのが大

きな柱で、そこに携わる方々がおられる。造船

が一時の勢いを失う中で、そこの造船にプラス

して違う柱を複数立てていただこうという中で、

造船で培った技術を活かして航空機ですとか半

導体、今、成長分野としてロボット、海洋など

を支援させていただいている中で、例えば今ま

で造船をやられていた方、自動車をやられてい
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た方が航空機に参入するというケースは、航空

機の新たな取組ということで支援対象として、

企業の必要に応じた支援を行っているところで

ございます。

【近藤委員】課長、もう少し質問させてもらい

ますけれども、そこはそれでわかりました。

もう一つ、海洋エネルギー関連産業という言

葉もよく出てくるんですよ。これはどういう企

業を意味しているのか、ちょっと教えてもらえ

ますか。

【岩永新産業創造課企画監】海洋産業関連の企

業というふうに申しますのは、まだ、洋上風力

産業が新しい産業分野でございますので、既存

の企業が新しい分野に参入するというような形

が、今多くございます。

それは、洋上風力の分野も調査から始まって、

製造、工事、メンテナンスと、様々な分野がご

ざいますので、そのいろんな分野に県内企業が

参入していくということが想定されまして、今、

中心に参入が検討されていますのは、やはり製

造の部分とメンテナンスの部分でございます。

製造の部分につきましては、中心となるタワ

ーですとか、ブレードといったものは海外から

の輸入になるんですけれども、それに付随する、

それを置く架台といったものについては、県内

企業の造船業で培った重厚長大なものづくりと

いったものが活かせる分野でございますので、

そういった分野に入っていただくとか、今後、

洋上風力ができますとメンテナンスの部分もか

なり参入分野としては検討できますので、そう

いったところにも基盤整備の部分ですとか、そ

ういった部分で参入が見込まれる、そういった

ものを併せまして海洋産業の分野というふうに

考えております。

【近藤委員】五島とか西海市の海洋エネルギー

の基地みたいな形でできるんでしょうけれども、

私が聞いている中では、一つのあれは外国製と

いうことを聞いているんですよね。技術は外国

の技術だということですね。大体1基、値段的
にどのくらいだったのかな。かなり1基が高い
と思うんですけれども、技術的に日本の技術が

あの１基に何％ぐらい入り込んでいるのか、教

えてもらえませんか。

【岩永新産業創造課企画監】基本的に今、国内

で風車を製造しているメーカーというのはござ

いませんで、全て海外製ということになってお

ります。

ただ、この海外製のものを今後、国産化して

いこうという国の考え方がございまして、産業

界の目標といたしましては60％を目指してい
くということが掲げられております。

ただ、洋上風力産業は走り出したところでご

ざいますので、まだ一部分、例えば風車のナセ

ル、発電機が入っているカバーですとか、そう

いった部分から国産化も検討されていますし、

まだ参入としてはかなり少ない状況だというふ

うに認識しております。

【近藤委員】やっぱり長崎は、今まで造船とか、

そういう技術面の中でモーターとかですね、い

ろんな技術は持っていると思うので、一番海洋

エネルギー産業関連に関して全てが外国製だと

いうようなことは寂しい思いもあるので、長崎

で、五島から今からいろんな形でずっと海の方

にこういうものが建っていくんだろうと思う中

で、やっばり長崎が核となって海洋関連エネル

ギーの会社をずっとつくっていただければと思

うんですよ。

もう外国に頼ってばかりだったら、長崎の産

業は、航空機も一緒ですよ。どういう形で民間

と連携しながら、長崎の産業を強くしていくか
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というのは長崎県にかかっていると思うので、

そこら辺はしっかり連携というか、ただ補助金

を配るだけじゃなくて、この補助金を出すこと

によってどういう結果が生まれたとか、そうい

うものまで県議会の委員会の中でもちゃんと報

告、この補助金をこれだけ使うことによって、

この産業は何％ぐらいのシェアを占めるように

なったとか、そこまでしっかり頑張ってもらえ

ればと思います。ぜひ頑張ってください。

【中村(一)分科会長】 ほかに質疑はありません
か。

【大倉委員】 おはようございます。

私からは、Green Top Nagasaki企業成長促
進事業費に関して、この中のロボットシステム

インテグレーターの育成、2,000万円の予算が計
上されています。ロボットに関して特化して伺

いたいと思っています。

今、ロボットというのは、我が国でも世界一

のロボット利活用国にするんだという目標も掲

げられているわけですけれども、まさに人手不

足というこの状況の中で、ロボットがどんどん

利活用が進んでいるという状況です。

そういう中で、本県でも、ぜひ積極的に取り

組んでいっていただきたいんですが、このイン

テグレーター、これは私の認識でいきますとロ

ボットの導入をサポートする専門家、あるいは

専門の会社だと思うんですけれども、このイン

テグレーターを育成していくというのは、専門

の人を育成するイメージなのか、それとも専門

の会社を育成していくイメージなのか、どうい

った形をイメージされているんでしょうか。

【伊東新産業創造課長】先ほど委員おっしゃら

れたとおり、人手不足対策など、そういった現

場サイドの今後の対応としては、やはりロボッ

トの導入というのは非常に重要になってまいり

ます。そういった意味で、ロボットの導入企業

をどんどん増やしていこうというのが今の県の

取組となっております。

ただ、ロボットそのものを造っている企業と

いうのは今、県内になく、そのロボットを使っ

たシステムを導入していく、そういったサービ

スを提供する企業を増やしていこうという考え

でございまして、先ほどおっしゃったシステム

インテグレーター、これはシステムの企画から

構築、さらに運用までを一括して提供する企業

というふうに考えておりまして、そういった企

業を育てようということで取組をしているとこ

ろでございます。

具体的には、システムインテグレーターの参

入企業ということで、今県内にシステムインテ

グレーターそのものが7社ぐらいいらっしゃる
と考えております。この方々は、要は全て自前

で提供することができるんですけれども、それ

だけではなく、県内の準システムインテグレー

ター企業と申し上げていますけれども、そうい

った次のシステムインテグレーター候補の企業

さんたちと協業するような形で、ほかの地場企

業の皆さんも育てていくような連携体をつくっ

て案件に取り組むといったところを県として支

援させていただいているところでございます。

【大倉委員】人材ではなくて、企業を育てると

いうことですね。

このシステムインテグレーター協会というの

が日本にあるんですけれども、例えばそこで講

座を受けて資格として認定されてインテグレー

ターになってもらう、そういうことではなくて、

企業を育てるということで理解いたしました。

そういう中で、やっぱり人材というのもちょ

っと気になっているので伺いたいんですけれど

も、そもそも、インテグレーターの人材が圧倒
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的に少ないと国内的に言われているんですが、

本県でもやっぱりそういう状況なんでしょうか。

その辺の数字はありますか。

【伊東新産業創造課長】システムインテグレー

ターの人材そのものについて数字は持ち合わせ

ておりません。ただ、私どもの事業の中でシス

テムインテグレーターを目指す企業の中の社員

さんに向けて画像処理の基礎講座であったり、

製造工場現場の課題抽出のワークショップ、あ

るいはロボット導入の提案の実践的な講座とい

うものを開催して人材育成にも努めているとこ

ろでございます。

【大倉委員】将来的に非常に発展が見込まれて

いく事業だと、分野だと思うんです。これは3
年目の事業と聞いているんですけれども、これ

までの実績というか、どういった内容で行って

きたのか教えてください。

【伊東新産業創造課長】 この事業は令和4年度
から実施させていただいておりまして、大手商

社と連携して、ビジネスマッチングに特に力を

入れてきております。

そうした中で、例えば昨年度から始まってい

る事業としましては、佐賀県の豆腐製造業にお

いて、この豆腐の梱包作業を行うロボットの導

入を県内企業が連携して取組を今進めていると

ころでございまして、その時は豆腐の製造業だ

ったんですけれども、さらにほかの食品へも応

用が利くような形になっておりまして、さらに

そのチームで研究開発を進めていくとお聞きし

ております。

また、今年度は新たな採択が1社できまして、
産業用ロボットの導入企業に向けて、通常ロボ

ットを導入する企業には従業員の特別教育が法

で定められており、ロボットをティーチングと

いいますか、ロボットに動きを教える作業であ

ったり、検査に関わる作業であったり、安全性

を担保するために労働安全衛生法で義務づけら

れている特別教育を行わなければいけないんで

すけれども、その特別教育を行うための持ち運

びができる可搬型ロボットを開発して、場所を

問わず受講できるサービスを展開するといった

連携した取組が今生まれてきております。

【大倉委員】今年度のロボットシステム開発は、

高度なロボットシステム開発をしていくと、例

えばどういうロボットを想定して、どんな産業

で活かしていこうというような想定なんでしょ

うか。

【伊東新産業創造課長】具体的にロボットのイ

メージ自体を知っているわけではないんですけ

れども、やはり製造業の中で人の代わりに生産

現場を任せられるようなロボットというものを

導入していきたいと考えております。要は大き

なアームが動いて物を切ったり並べたり運んだ

り、そういった産業用のロボットというふうに

考えております。

【大倉委員】要するに製造のライン仮定のロボ

ットのようなイメージですね。わかりました。

どうなんでしょう、県内の企業でロボットを導

入して自動化したいんだけれども、そのノウハ

ウがいまいちわからないなみたいなそういった

企業ですね、つまりほしいんだけどノウハウが

わからない。そういうインテグレーターが必要

だけれども、やり方がわからないといった企業

というのはどれぐらいあるのか知りたいんです

けれども、どうでしょうね。セミナーなどの受

講者数などでもいいんですけれども、そういう

のはわかりますか。

【伊東新産業創造課長】 各企業のDXの推進の
中で、DXセミナーというものを実施させていた
だいておりますが、大体の相談がやはり現場サ
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イドよりもバックオフィス系のDX、事務系であ
ったり在庫管理であったり、そういったところ

のDXの方がご相談としては非常に多くなって
おりまして、なかなかロボットそのものの相談

を直接的に受けている状況ではないです。

【大倉委員】 改めて伺いたいんですけれども、

このインテグレーターを育成するメリット、本

県にとってのメリットはどういうところなんで

しょうか。

【伊東新産業創造課長】例えばロボットを導入

した島原市内の精密金属の部品の工場でござい

ますけれども、ここではロボットを導入するこ

とによって無人で製造が可能となって、それを

管理する1名だけで月間3,000個の精密部品を
造るような工場ができ上がって、全体の売上げ

が30％上がったというふうにお聞きしており
ます。導入することによって県内企業の振興に

つながる、そこに対してシステムインテグレー

ターが身近にいらっしゃればいろんな相談がで

きたり、直接的に導入をすばやくできるような、

そういった環境づくりにつながると思っており

ます。

【大倉委員】人手不足の課題の解決にもつなが

りますし、ロボット利活用というのは非常に大

切ですので、ぜひそれは拡大に向けて取り組ん

でいただきたいと思います。

それから、アトツギ早期承継促進事業費に関

して伺いたいと思います。

これは計画議案の第54号議案に「ながさき産
業振興プラン2025」の変更について書いてあり
まして、目標値と基準値の指標、これがこれま

では策定件数のみだったんですけれども、変更

後、相談件数と成約件数を設定しています。こ

れは非常に比較しやすくなって見やすいので、

ここはありがとうございます。評価いたします。

そういう中で、ちょっと前の9月定例会の委
員会議事録を私は読んだんですけれども、その

時に、今、県内にある事業所の数が減少してい

るということを答弁されていました。その時の

答弁内容が、県全体では6万2,028、それから、
令和3年度になると5万8,382と。減数、減った
数は3,646事業所が減少したというご答弁だっ
たんですね。

その中で、ただ、市町別ではデータがないと

いうことだったんですが、今、どうなんですか。

最新の事業所数、減少数、市町別の推移を教え

ていただきたいんですけれども、例えば県都で

ある長崎市の数字と顕著になっているところの

市町、それから県全体だと全国と比べてどうな

のか、そのあたりの数字は出ていますでしょう

か。

【下窄経営支援課長】県内の民営事業所数の推

移についてのお尋ねでございます。

先ほど紹介がございました長崎県の数値につ

いて、まずは申し上げます。長崎県は、先ほど

委員からもご紹介がありましたけれども、経済

センサスの平成28年と令和3年の数字を比較し
たものでございます。平成28年が6万2,028、令
和3年が5万8,382、減少数が3,646、増減率で申
しますと5.9％の減というふうになっておりま
す。

次に市町別でございます。県都長崎市につい

てのお尋ねでございましたので長崎市を申し上

げますと、平成28年が1万8,840、それが令和3
年になりますと1万7,693、減少数が1,147、減
少率で申し上げますと6.1％という数字になっ
ております。

市町の中で顕著なところを申し上げますと、

西海市が減少率13.3％というふうな形で、減少
率で申し上げますと県内市町の中では一番減少
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率が大きいという形になっております。

全国の数字を申し上げますと、全国では民営

事業所数の減少率が3.5％という形になってお
りまして、長崎県は5.9％の減少率ということで
ございますので、全国よりは減少率が大きいと

いうことになっております。

【大倉委員】なかなか深刻な数字だと私は受け

止めているんですよね。やっぱり市町別の推移、

減少していくということは、地域の産業がどん

どん衰退していっているということの表れだと

思うんですね。原因分析もこれはぜひしっかり

とやってもらいたいと思います。そして、市町

とは、ぜひ連携しながら、密に取り組んでいた

だきたいと考えています。

どうなんでしょう、押しなべて減少している

主な要因というのは、やっぱり後継者がいない

ことで事業所がなくなっていっていると考えて

いいんでしょうか。

【下窄経営支援課長】減少の要因といいますか、

後継者、減少の要因ということでございます。

要因に当たるかどうかわかりませんけれども、

本県の現状を申し上げますと、経営者の平均年

齢は全国が60.4歳、本県が61.3歳と、経営者の
平均年齢が少し高いというふうなことと、後継

者の不在率も全国が57.2％に対しまして、本県
は59.9％ということで、後継者の不在率という
ものも高くなっております。

我々が少し若手の経営者といいますか、そう

いうところにヒアリングをしましたところ、今

の家業をそのまま引き継ぐことに対する不安で

ありますとか、事業承継を機に新たなビジネス

をやりたいんだけど、やり方がちょっとわから

ないとか、そういうことを少し聞いているとこ

ろでございます。

また、現経営者についても、今の事業をその

まま息子さんや娘さんに引き継がせていいのか、

そういったところの悩みを持っている事業者の

お声もお伺いしているところでございます。

【大倉委員】 9月の委員会では、こういった答
弁もありました。「民間の信用調査会社の2022
年の数字では、長崎県で59.9％の企業の方が後
継者不在という回答。その前年、2021年の調査
時点では、62.1％の事業者の方が後継者不在と
いう回答」という答弁だったんですね。若干改

善はしているんですけれども、やはり半数の企

業が後継者不足という実態ですね、本当に嘆き

が聞こえてくるようですけれども。

そういう中で、今回、相談件数、数字として

変更されました。この成約件数についてなんで

すが、令和4年度の数字が書いてあります。290
件の相談があって64件成約ということで、割合
にすれば2割程度の成約率なんですね。これを
低いと見るのか高いと見るのか、それはちょっ

とわからないんですが、これがもっと上がるこ

とに越したことはないわけですから、ここはど

んどん上げていっていただきたいんですけれど

も、でも、2割だとしてもこの事業承継の取組
があったからこそ成立したと思っています。で

すから、それは非常に意義があることなんです

ね。ぜひここはさらに頑張ってください。

エリアコーディネーターという方も長崎県内

に2人いらっしゃるということですから、ぜひ
その方とも情報とか課題とかを共有しながら、

しっかり取り組んでいっていただきたいと思い

ます。

ぜひ、うまくいった案件、これをさらに活か

してほしいんですよね。令和4年度の事業承継
でよかった案件が諫早の飲食店ということを9
月の委員会でおっしゃっていたんですけれども、

恐らくこのお店は私もよく行くうどん屋さんな
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んですよ。「拓どん」というところなんですけ

れども、非常においしいお店でして、ご主人が

本当にいい方で、何とか後継者を探したいとず

っと以前からおっしゃっていたんですよ。私も

それを聞いていたので、事業承継がうまくいっ

て本当によかったと思っているんですね。承継

された今、若い大将も生き生きと仕事をされて

います。こういったうまくいった取組というの

は、何か多分理由があったと思うんですよ。そ

ういった成功事例をどんどん広げていってもら

いたいんですが、例えばこの「拓どん」に関し

てはどういった点がよかったのかなと、その辺

の分析はされていますか。

【下窄経営支援課長】諫早市のうどん店の事例

でございますけれども、これはセンターが専門

家の方と一緒になって、お店の経営者の方、あ

るいは従業員の引継ぎ候補の方といろいろお話

をしながら、事業承継に向けて丁寧に、迅速に

相談対応でありますとか、引継ぎの手法であり

ますとか、そういったところを丁寧に対応した

ことでスムーズな事業承継につながったものと

承知しております。

【大倉委員】その事業承継って、結構なかなか

センシティブなところがあるのもわかっていま

す。一番難しいのが、伝統の経営方針をどうい

うふうに受け継いでいくかとか、あとこれまで

来ていたお客さんがちゃんと満足してくれるの

かとか、あるいは一方で経営方針をドラスティ

ックにリニューアルとしていくのかとか、そう

いったお互いの認識を埋め合わせていくという

ことがとても難しいと思うんです。

でも、それをしていくことで、やっぱりその

お店がまた頑張ってくれるということにつなが

るわけですから、ぜひ、事業承継をしたいけど、

さっき答弁がありました、どうすればいいかわ

からないという会社も多いので、そういったと

ころに、表面には見えなくてもニーズは必ずあ

りますから、いろいろ情報提供もしていただき

たいですし、しっかり経営者のニーズを掘り起

こしてもらいたいと思います。そして、地域振

興、活性化につなげてください。よろしくお願

いいたします。

続いて、商店街等を核とする地域のにぎわい

創出支援事業費に関しても質問させてください。

これはモデル商店街というのをこれまで平和

町商店街でやってきたと思うんですが、その取

組をブラッシュアップしていくというイメージ

でいいんでしょうか。その平和町商店街の取組

を活かしていくという感じでいいんでしょうか。

そのあたりを教えてください。

【下窄経営支援課長】 令和4年度と5年度、平
和町商店街をモデル商店街といたしまして、モ

デル商店街の魅力向上計画の策定とその実施に

ついて、今年度支援をしてきたところでござい

ます。令和6年度の新規の取組でございますけ
れども、この商店街の方々とお話をすると、人

材が不足しているとか、商店街活性化の手法が

なかなかわからないというご意見等もお聞きし

ておりまして、令和6年度については人材育成
に主眼を置いた取組を実施したいと考えている

ところでございます。

今年度まで実施してきました平和町商店街の

取組についても、令和6年度の事業実施に当た
っては活かしていきながら取り組んでいきたい

と考えているところでございます。

【大倉委員】その平和町商店街の取組は、山里

観光市場を市の補助事業も使いながら活性化し

ていくという、そういう全体的なコーディネー

トだったと思うんですが、今回はそうではなく

て、人に特化してと、人を育成するというイメ
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ージという認識でいいんですね。

だとすれば、ここに書いてある「次世代を担

う人材の育成」というのはどういう人材を想定

して育成していくんでしょうか。

【下窄経営支援課長】商店街の活性化につきま

しては、商店街を引っ張っていく、自ら商店街

の中で事業をやりながら、自分のお店だけでは

なくて、商店街全体の活性化を目指して取り組

んでいく人材が必要だと考えておりまして、そ

のような人材をまずは来年度、モデル事業とし

て、その事業の中で育成をしたいと考えている

ところでございます。

その手法でございますけれども、まず、モデ

ル商店街は県南と県北の2か所の商店街を考え
ておりまして、そこの商店街だけではなくて、

県内の他の商店街から、あるいは商店街の空き

店舗を活用して何かをやりたいと思っている人

でありますとか、地域の活性化に興味のある若

者等も募ってモデル商店街の活性化を、専門家

も活用しながら、1年をかけて活性化の計画づ
くりでありますとか実践のプロセス等を企画立

案から実施までやっていくことを考えておりま

す。

モデル商店街の横展開につきましては、モデ

ル商店街の取組を県内のほかの商店街にも波及

させていくということを考えておりまして、商

店街の活性化のプロセスを、この事業に参加し

ていただく他の商店街の人たちが共有し、そこ

で得たものを自分の商店街に持ち帰って活性化

してもらうという狙いを持っているところでご

ざいます。

【大倉委員】 理解できました。2か所の商店街
をモデル事業としてやって、そこからさらにど

んどん広げていくようなイメージだと思います。

でも、本当に今、県内の商店街はシャッター

通りのところも少なくなくて、空き店舗も本当

に増えているという状況で、やっぱり人通りの

数とか、にぎわいぐあいがどうなのかといった

のもちゃんと調べていく必要があると思うんで

すけれども、そのあたりの数値化はできている

んでしょうか。

【下窄経営支援課長】空き店舗率について調べ

たものがございまして、平成9年度が6.2％、そ
れが令和3年度に10％、これは県内全体の分で
ございますけれども、3.8ポイントほど悪化して
いるという数字がございます。

また、長崎市と佐世保市の商店街でございま

すけれども、来街者、通行量調査の平成20年と
平成30年の数字を比べたもので、長崎市、佐世
保市とも3割前後の減少という数字がございま
す。

【大倉委員】 3割前後減少というのは、それだ
け通行量が減っているということですね。だか

ら、どっちにしても悪い数字ですね。

まちの活力をもう一回商店街から呼び起こし

てもらいたいと思っておりますので、そういう

ところも地域とも連携しながら、市町とも連携

しながら、ぜひこれは取り組んでいただきたい

と思います。

次の事業について伺います。

学生と企業の交流強化事業費に関してです。

県外学生UIターン就職強化事業費に関しての
中で、県内企業の魅力発信事業について伺いま

す。ウェブサイトの部分に特化して伺います。

「ナガサキエール」の運営ですけれども、こ

のホームページを私も拝見しました。なかなか

すてきなホームページだと思いました。

そもそも、この開設はいつで、閲覧数は今ど

れくらいで、ここ最近の推移はどうなのか、伸

びているのかどうか、その辺を教えてください。
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【末續未来人材課長】今、大倉委員からご質問

がございました「ナガサキエール」というサイ

トでございますけれども、これは県内の就活生

を応援する、エールを送るという意味で名づけ

られたサイトでございまして、令和元年11月に
開設をいたしております。

この内容としましては、県内就職した若手社

員の方を、インタビュー形式で毎月一人ずつご

紹介して、年間12名の方をご紹介しております
けれども、閲覧数につきましては令和4年度の
実績で言いますと、年間通しまして4万865人で
ございます。今年度も2月末現在でございます
が、昨年度と同程度で推移をしておりますので、

今年度につきましても4万前後の閲覧数になろ
うかと思っております。

【大倉委員】 4万、多いんでしょうかね。ちょ
っと比較ができないんですけれども、でも多い

と思いましたね。実際、トップ画面は各企業で

勤めている、活躍している若手とか、あと子育

て世代の方々なんかのインタビュー記事がぼん

と載っていて、あれは非常にいいなと私は思い

ます。でも、ちゃんと更新していかなきゃだめ

だと思うんですけれども、どの程度の頻度で更

新はされているんでしょうか。

【末續未来人材課長】先ほどのメインのインタ

ビューの方は毎月更新をしておりまして、年間

12名掲載をしております。
【大倉委員】それぐらいの頻度でやっていただ

くのはいいと思います。ぜひ滞らないようにや

ってください。

ただ、ちょっと私は苦言もしたいんですけれ

ども、それぞれのバナーの中身についてです。

ニュースというバナーがありまして、そこに入

っていくと「現在お知らせする情報がありませ

ん」と出てくるんですね。カテゴリーも地域も

全部情報がないんです。

それから、「まちブログ」というところを見

ますと、これは最新記事が2022年2月28日なん
ですね。2年前です。そこから更新がございま
せん。

それから、もう一個言わせてもらいますと、

リンクもちゃっと張ってあるんですね、インス

タとＸが張っているんですけど、Ｘがツイッタ

ーのままなんですよ。そのあたりの情報発信と

いうのは非常に大事ですので、特に、これは若

者向けにやっているわけですから、そこはぜひ

ちゃんとやってもらいたいと思います。そのあ

たりのご認識をお願いします。

【末續未来人材課長】委員ご指摘のとおり、お

知らせ情報などに関しましては、私どもがやっ

ている就活イベントなどの情報を主に掲載させ

ていただいておりますけれども、今、担当者に

確認しましたところ、少しお知らせする情報が

あるのをまだ掲載できていないというところが

ございましたので、そこは私どもの課内でしっ

かりと把握してやっていきたいと思っておりま

す。

また、委員ご指摘の「まちブログ」につきま

しては、実はこれは令和3年度まで事業委託を
してやっていたものでございまして、そういっ

た関係で2022年の日付で最終更新になってお
りまして、せっかく取材をして何人もの方に登

場していただきましたので、アーカイブとして

実は残しておりましたが、そういった記載が全

くございませんでしたので、閲覧される方に誤

解も生じかねませんので、そこはしっかりと整

えてまいりたいと思います。

そういった意味では、この「ナガサキエール」

も含めまして、私ども情報の発信というところ

を令和6年度から強化、見直しを図ろうと思っ
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ておりまして、今、委員からご指摘がございま

したようなバナーなどにつきましても、掲載す

べきかどうか、また、今後新たにこういうのを

掲載したらどうかというところを、今、検討を

進めているところでございます。

【大倉委員】未来人材課のインスタは結構頑張

っているんですよ。更新しているんですよ。た

だ、フォロワー数が633人でした、今日時点。
これはあまり多いとは言えないと思うんですね。

投稿内容を見ると、いかにも告知という感じな

んですね。ポスターをばんと貼っているという

ようなイメージ。既存のポスターをデータ化し

ているというだけなんですね。やっぱりもっと

取材した人とか企業とか、リアルな写真とか動

画を投稿しないと、これは若い人は見ないです

ね。

今回、この事業の中身として、学生を活用し

たSNS情報発信、県内企業の魅力を発信すると
いうことなんですけれども、やっぱり学生がそ

れこそSNSに登場して、今後、語ったりとか動
いたりとか、躍動的な雰囲気のSNSになると考
えていいんでしょうか。

【末續未来人材課長】 実は、今年度から、6月
から当課にインターンシップにいらっしゃった

学生さんを中心にご協力をいただきまして、学

生によるSNS投稿というのを始めております。
その中で、今、委員からご指摘ございましたと

おり、例えばデザインが統一されていないとか、

文字ばかりで見にくいとか、そういうご意見を

踏まえながら少しずつ今改善を進めているとこ

ろでございまして、それをさらに強化したもの

としまして、来年度、より学生に届く情報発信

の手法として、現役の学生に協力していただき

ましたSNS、学生目線によるSNS発信というの
を中心に据えていきたいと思っております。

その中で、やはり学生目線で学生が必要とす

る就活情報であったり、就活イベントに参加し

た感想などの口コミ情報であったり、学生が取

材した企業の魅力情報の発信であったりと、そ

ういったものを学生がよく目にする広報媒体、

私どもは今、インスタグラムを中心に考えてお

りますが、そういったもので新年度からはしっ

かり情報発信をしていきたいと考えております。

【大倉委員】重ね重ね言いますけれども、更新

が多ければ多いほど閲覧数も増えます。やっぱ

り中身も若者、学生目線での発信をぜひ心がけ

ていただきたいと思います。

もう一つ、外国人IT人材確保促進事業費につ
いて伺います。これが最後です。

これは昨日の総括質疑でも答弁があったんで

すけれども、バングラデシュのIT人材、これは
大変優秀だというのを私も聞いております。そ

のバングラデシュという国は、今非常に就職難

なんですね。そこにきてIT人材の確保が急務の
日本ということで、しかも、とりわけ地方では

さらに人材が不足しているということですから、

非常にこれはマッチングとしていいなと思って

います。

日本で言いますと2030年までにIT人材が79
万人不足するということが言われています。こ

れは経済産業省が試算として出しているんです

けれども。

改めて、県としてこのバングラデシュの方々

をIT人材として活用する意義を教えてくださ
い。

【末續未来人材課長】 今回、IT人材の確保と
いうことでございまして、やはりIT関連産業、
非常に付加価値が高く、比較的給与も高い、そ

ういった県内のIT関連産業をさらに振興して
いくために、やはり優秀な人材、特に高度人材
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の確保というのが喫緊の課題となってきており

ます。

そのような中で、私どもも本事業の検討に際

しましては、例えば誘致企業であるとか、地場

企業であるとか、そういったところに今後5年
間の採用計画をお伺いいたしまして、約1,400
人の計画があるということがわかりました。

一方、県内では今、県立大学や長崎大学で情

報系の学生が育成をされておりますが、その

方々が半分ぐらい県内就職したと仮定した場合

に確保できる、就職が見込める学生数が約1,200
人。ということは、差し引き200人がそれでも
不足するというふうに考えております。

そのため、県内大学からの人材確保に加えま

して、高度な専門知識を有する外国人材の確保、

それを支援する体制を整備することが必要では

ないかと考えて本事業を今回計上させていただ

いているところでございます。

【大倉委員】バングラデシュの方々はもちろん

優秀というのを聞いているんですけれども、さ

らその優秀な方々をどう見極めていくのかとい

う観点を質問したいんですけれども、IT国家資
格というのがあります。ITEEというアジア最
大のものなんですけれども、日本で年間43万人
が受験しているというものなんですね。例えば

そういった資格を保持したバングラデシュの方

に来ていただくのか、そういう理解でよろしい

んでしょうか。

【末續未来人材課長】今、委員がおっしゃいま

したITEEは、グローバルなITの世界資格でご
ざいまして、そこに国として加盟をいたします

と、バングラデシュで取ったその資格が、例え

ばベトナムであったりフィリピンであったり日

本であったり、そういったところでそのまま使

えるという資格でございます。

今回の事業におきましては、この資格の取得

自体を要件にはされていないそうなんですが、

ただプラスの加点要素として見るということで、

今捉えているということでございまして、実態

としましては、この国家資格を保有する方と同

等レベルの方々が実際集まっていらっしゃると

いうふうに伺っております。

【大倉委員】将来的には、本県には何人ぐらい

のバングラデシュの方々に就職してもらって、

あと何社ぐらいで雇用を生むと、そういった数

字の目標はありますか。

【末續未来人材課長】本事業での就職者数の見

込みでございますが、令和6年度にまず5名、令
和7年度に10名、令和8年度に15名の計30名を予
定しております。初年度は、まず受入体制の構

築というのが主体となりますので、我々としま

しては10社程度の企業にマッチング会にご参
加いただいて、そのうち約半数が成約するとい

うところで5名という設定をいたしております。
ちなみに、この事業自体は長崎市とも連携し

て取り組んでいる事業でございますが、長崎市

において企業を支援する予算を計上いただいて

おりまして、そちらでは10名分の予算を計上い
ただいておりますので、我々の目標としては5
名を掲げておりますが、それ以上採れれば受け

入れていきたいと。今はそのような数を考えて

おりまして、これを参加企業数も、実際に採用

する人数も、どんどん増やしていきたいと考え

ております。

【大倉委員】バングラデシュの方々の平均年齢

は非常に若くて、一方で日本は少子高齢化、し

かもIT人材不足ということで、本当に理にかな
っていると思うんですよね。

そういったバングラデシュの方々が、今、日

本にも結構たくさんいらっしゃると思います。
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恐らく一番多いのは東京だと思うんですが、九

州で言うと「宮崎モデル」というものがあると

思うんですよね。本県は、できれば東京の次ぐ

らいになってもらいたいんですが、今後は「宮

崎モデル」のような産学官が連携しながらやる

ような形に乗っかるという感じなんでしょうか。

【末續未来人材課長】 バングラデシュのIT人
材の確保につきましては、2017年からJICA（国
際協力機構）の協力のもと、バングラデシュの

政府機関とも連携した技術協力のプロジェクト

として始まったものでございます。

そこで、現地での訓練につきまして宮崎大学

が参画をいたしまして「宮崎モデル」というも

のをおつくりになられたんですが、私どもとし

ましては、現地での訓練は宮崎大学の訓練を活

用させていただきまして、そこから県内の長崎

大学等に留学をいただいて、県内就職していた

だくような新しい「長崎県モデル」をつくりた

いと考えております。

先ほど、委員がおっしゃいましたバングラデ

シュの人材の国内の居住数でございますけれど

も、全国で約2万5,000人のバングラデシュ人の
方がいらっしゃるということで、やはり一番多

いのは東京で約5,700人余りの方がいらっしゃ
います。

九州で見ますと、福岡がやはり一番多くござ

いまして、ここで約350人と。福岡に次いで多
いのが大分、熊本となっておりまして、宮崎は

今65人と、まだそこまで多いわけではございま
せん。ちなみに、本県が24人ということで、実
は九州で一番少ない状況でございますので、こ

こをしっかり伸ばしていくということを考えて

おります。

【大倉委員】ぜひ長崎モデルで、九州ナンバー

ワンを目指して取り組んでください。国際協力

という観点からも非常に大切なことだと思いま

すので、よろしくお願いします。

長くなりましたが、以上です。

【中村(一)分科会長】 ほかに質疑はありません
か。

【香月企業振興課長】答弁に補足をさせていた

だければと思います。

先ほど近藤委員から航空機関連のご質問をい

ただいた中で、事業に対して効果のお話がござ

いました。私はお答えの中でそういったところ

に触れることができておりませんでしたので補

足させていただければと思いますが、航空機関

連については、令和5年度、今年度から中核企
業の育成ということで大手重工からの直接受注

を目指して、それを県内企業と連携して取り組

むという事業メニューを約6,000万円で事業化
しております。

その中で、既に大手重工からの受注が、契約

が見込まれる案件というのは4億円程度ござい
まして、それを活用して県内企業に発注する予

定になっているんですが、その見込みが4億
5,000万円、5,100万円の補助に対して、我々が
重視している地場発注額というところを捉える

と、約9倍の効果が出ております。来年も、今
ご審議の令和6年度の予算にも同じ航空機の中
核企業育成ということで6,000万円計上してお
りますが、来年度におきましても、こうした地

場発注額の多寡、効果の高さというところは重

視して進めていければと考えているところでご

ざいます。

【中村(一)分科会長】 ほかに質疑はありません
か。

【堤委員】 まず、横長資料の42ページ、産業
人材育成奨学金返済アシスト事業費というのが

あります。前年度よりも2,100万円増額されてい
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ますけれども、この増えた内容ですね、対象者

が増えているのかなと思いますし、対象とする

職種も増えるのかなと思います。その内容につ

いて、まずお尋ねします。

【末續未来人材課長】アシスト事業費の増につ

きましては、委員が今おっしゃいましたとおり、

実際に支援金を支払う方が前年度に比べて34
件増えておりまして、その分が前年度よりも増

になっております。

【堤委員】 対象者が増えたということですね。

職種はそのままなのでしょうか。地域の産業を

担う、何でもかんでもじゃないですけれども。

これまでの実績はどういうふうになっています

か。

【末續未来人材課長】アシスト事業につきまし

ては、対象業種を8業種に絞っておりまして、
例えば製造業や情報産業、また金融やBPOなど
に絞っております。当然その8つの業種に就職
された方に具体的に支援を行うということでご

ざいまして、今までのところ400名の方を認定
しておりまして、実際のご支援する方は、ちょ

っと確認させてください。

【堤委員】 では、後ほどお願いします。

それと財源が、一般財源が4,000万円、それか
ら特定財源、その他で5,000万円となっているん
ですけれども、このその他の中身はどういうこ

とでしょうか。

【末續未来人材課長】 その他5,262万6,000円
の内訳でございますが、まず、県内外の企業な

どからの寄附金、これが1,597万8,000円、今現
在、基金にずっと積んでおりますけれども、そ

こからの繰入金が3,253万1,000円、そして、そ
の基金の運用利息が9万5,000円、それと、これ
は個人版のふるさと納税、これは一度税務課が

収入いたしまして私どもの方に移管をするんで

すが、これが402万2,000円となっております。
【堤委員】これは、地元で働いていただく皆さ

んに奨学金の返済を支援するということで、本

当にいい取組だと思いますし、件数も増えてい

るということですので、これからもしっかり進

めていただきたいと思っています。

次に、縦長資料に外国人材確保総合支援事業

費1,324万5,000円があります。これは在留期間
の延長対策など受入側の体制強化に充てるもの

だという説明があります。人手不足の中で外国

人労働者というのが本当に取り合いになってい

る状況があると思いますけれども、この受入側

の体制強化ということですが、どういったとこ

ろに力を入れられるかお尋ねします。

【川口雇用労働政策課長】外国人材確保総合支

援事業につきましては、今後、外国人材確保に

おきまして地域間競争の激化が予想されており

ます。国の方で今、技能実習制度と特定技能制

度の見直しがなされておりまして、技能実習制

度が育成・就労という制度に代わって創設され

る予定でございます。その中で、技能実習制度

におきましては転籍が原則できませんでしたが、

育成・就労におきましては転籍が可能となって

きております。

そういう中で、今回、事業で挙げております

外国人材の受入環境整備事業で在留期間を延長

する。例えば技能実習制度におきましては1号
から2号でありますとか、2号から3号の時に技
能検定を受けないといけないというところがご

ざいます。そういうところにご支援をしていく

とか、あとは現在、いろいろな国から長崎県内

で働いていただいております。そういうところ

で宗教や文化の違いによるところを、日本人側

の職員に研修会等を行って理解いただいて、外

国人材も日本の職員も、双方の理解を深めて一
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緒に働いていただくという形で企業側のそうい

う体制、例えばイスラム教でありますとハラル

とか、お祈りの場所であったり、食事の面だっ

たりという違いがございますので、そういうと

ころを理解していただいて、そういう受入体制

を強化することで安定した人材の確保に努めて

いきたいと考えております。

【堤委員】本当に地域間競争はどんどん激しく

なると思いますから、やはり長崎県内の受け入

れるところが本当に選ばれるような体制をとっ

ていかないといけないと思います。

技能実習生で言えば、低賃金であったり長時

間労働であったり、それから重労働とか、最低

賃金以下の賃金とか不払いとか、あるいは労働

環境が非常に劣悪だとか、失踪があったり不法

滞在があったり、いろんな問題がありますけれ

ども、コミュニケーション不足ということも、

日本人と外国人の間のコミュニケーションとい

うことも大事だと思いますので、そういった面

でもっともっと、本当にきめ細やかに受け入れ

る体制が整備できるような働きかけをよろしく

お願いしたいと思います。

それから、補正予算の方で横長資料の34ペー
ジと35ページ、縦の最初の資料で言えば10ペー
ジ、11ページにありますが、職業能力開発校費、
それから緊急離職者能力開発事業費、大幅な減

額となっています。高等技術専門校や、それか

らポリテクセンターですか、そこの事業費と思

うんですけれども、コロナ禍がおさまったこと

も関係あるのかなという気はしているんですが、

この職業能力開発校費5,624万2,000円の減、そ
れから緊急離職者能力開発事業費1億4,785万
3,000円の減となっています。これはどういう理
由からかお尋ねします。

【川口雇用労働政策課長】職業能力開発校費の

減でございますけれども、高等技術専門校の管

理費でございますが、当初予算でエネルギー価

格高騰分として、電気代とかガス代を例年より

も多く計上していたものが、今年度、そこまで

費用としてかかりませんでしたので、そういう

ところの減でありますとか、あと普通職業訓練

費でありますとか、そういうところで減が生じ

ております。

また、高等技術専門校の工事費の入札減等で

減となっております。

もう一方の緊急離職者能力開発事業費につき

ましては、離職者及び障害者に対する民間への

委託訓練を高等技術専門校が行っておりますけ

れども、それは当初予算では、離職者につきま

しては110コースで1,667人分、障害者で11コー
ス60人分を計上しておりましたが、2月補正で、
離職者の95コースの1,372人分、障害者の7コー
スで29人分となったため減額をさせていただ
いております。

【堤委員】わかりました。光熱費を物価高騰対

策で多く見積もっていたけれども、そこまでい

かなかったということと、訓練のコースや、そ

れの対象者が減ったということでかなりの減に

なるんだなと思いましたけれども、ありがとう

ございます。

以上で質問を終わります。

【末續未来人材課長】先ほど、堤委員から当初

予算横長の42ページにありますアシスト事業
の支援人数につきましてご質問がございました。

令和6年度の支援人数は54名でございます。ち
なみに、昨年度が20名で今年度は54名というこ
とで、34名増えておりますので、その分の増と
なっております。

【中村(一)分科会長】 ほかに質疑はありません
か。
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【白川委員】まず、大倉委員がご質問されたこ

とに関連をして、まず、商店街の活性化人材育

成等の事業に関して、先ほどの内容で大体わか

ったんですが、新規にやりたい県南と県北の2
か所はもう既に対象がどこの商店街か決まって

いるのか。横長の資料には、意欲のある商店街

へというふうな言葉がありましたけれども、こ

れから募集をしていくのか教えてください。

【下窄経営支援課長】モデル商店街の選定につ

いてはこれからになります。

【白川委員】これからの選定ということですの

で、意欲ある商店街は手を挙げてよいというこ

とでしょうか。大変よい取組だと思いますので、

思い当たる商店街には、そういったことができ

るということをこちらからも発信をしていきた

いと思います。

そして、2点目です。今、堤委員からありま
した高等技術専門校のことですけれども、この

高等技術専門校に対する職業能力開発校費と、

その下にある緊急離職者能力開発事業費ですが、

こちらの緊急の方も高等技術専門校の予算と考

えてよろしいんでしょうか。

【川口雇用労働政策課長】事業の実施につきま

しては、長崎高等技術専門校と佐世保高等技術

専門校におきまして、民間への委託という形で

実施させていただいております。

【白川委員】民間への委託を含む予算というこ

とですけれども、こちらは先ほど減というとこ

ろが指摘されまして、その対象者が減ったとい

うことではありましたけれども、高等技術専門

校を直接視察に行かせていただきました。とい

うのも定員割れをしているいうことで、出口は

県内就職98％とか、非常に高い率で県内就職を
されている実績を残されているんですけれども、

何せ入口が非常に弱いといいますか、入校者が

少なく、定員割れを各科ともにしているという

ことをお伺いもしております。県内地場産業を

支える技術者を育成する学校として、内容や設

備、非常にすばらしいものだなというふうに見

せていただいて感じたところです。ですので、

ここに関する予算が減っているというのは、対

象者が少ないとかということでありましたので、

ぜひとも入校者を増やす取組をやっていただき

たいと思いますが、それに対する取組はありま

すでしょうか。

【川口雇用労働政策課長】入校者が伸びないと

いうところの取組でございますけれども、これ

まで入校促進に向けた取組といたしましては、

県内高等学校への訪問や高等学校の教員向けの

学生募集説明会、保護者見学会や一日体験入学

などオープンキャンパス、訓練生が作製した作

品の展示即売会などが楽しめる「みんなの技能

広場」などを開催し、高等技術専門校のPRに努
めてきたところでございます。

しかしながら、委員ご指摘のとおり、まだま

だPRが足りないと考えておりますし、これまで
関係団体からお話をお聞きする中におきまして

も、高等技術専門校の魅力発信を強化すべきと

のご意見もいただいております。

これまでの取組に加えまして、今後、高等技

術専門校のホームページの充実や、SNSでのさ
らなる効果的な活用などにも取り組み、校の魅

力や就職先である県内企業との関わりなどの情

報発信の充実強化に努めてまいりたいと考えて

おります。

【白川委員】 PRの強化等々行っていただける
ということでありましたけれども、本当にこち

らの学校は無料で通える、そして1年から2年で
溶接とか自動車整備、塗装とか、様々な技術が

専門的に学べて、即戦力になる人材を育成でき
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るという点では、通っている方たちも本当に生

き生きと通われている様子を見させていただき

まして、本当にこういった技術者が県内に増え

ていくことを希望するんですけれども、実際に

入校者を増やすPR、ネットや様々なことをされ
ているかとは思いますけれども、我々議員もそ

ういった現場をしっかり見て、こういった人材

育成に取り組まれている県を後押しするという

ことをしていきたいと思いますので、視察もぜ

ひ検討いただければと思っております。

次に、男性の育児休業についての予算が組ま

れております。県が掲げる共働き・共育てに対

して、とても重要な、そして必要な施策である

というふうに思っております。この男性の育児

休業のアドバイザーを企業に派遣するというこ

とですけれども、どういった要件といいますか、

資格をお持ちの方なのか、そして、何人ぐらい

いらっしゃって、どういう処遇の方なのかとい

うことを教えてください。

【川口雇用労働政策課長】育児休業促進アドバ

イザーの件かと思いますけれども、アドバイザ

ーといたしましては社会保険労務士とか中小企

業診断士の方を、今年度でいきますと20名程度
登録して企業に派遣しております。

【白川委員】 社会保険労務士等20名程度とい
うことでありますけれども、実際に何社ぐらい

に派遣をされて、これまでの実績、うまくいっ

た例などありましたら教えてください。

【川口雇用労働政策課長】今年度の現時点の実

績でございますが、33社に派遣させていただい
ております。

内容といたしましては、就労規則をどうやっ

て、男性育児休業でありますとか、そういう就

労規則をどう策定したらいいかというご相談が

多いかと思います。

【白川委員】 33社、非常に少ないなと思いま
す。企業経営者の方々とお話をすると、本当こ

の男性の育児休業取得というのは後ろ向きです。

ただでさえ人手不足なのに休んでもらっては困

るという経営者の方が非常に多くて、やはりそ

の経営者の方の頭の中から変えていかなければ

ならないのかなと思っておりますし、実際に取

られた事例が少ないというのも正直なところで

あると思いますし、その効果というものがなか

なか企業にわかりづらいと思います。

ですので、そういった有資格者の方ももちろ

んそうなんですけれども、実際にそういった男

性の育児休業を取得したことがある方とか、し

たことによっていい効果が得られている企業も

もちろんあると思いますので、そういった先進

事例を紹介するようなことですとか、取られた

方の生の声を聞いていただくとか、NPO法人で
すけれども、「パパノミクス」という取組をさ

れている方がそういった企業研修もされている

ということを、私もお話をさせていただいて、

実際の経験者の方がそういうふうに企業経営者

の方やそこで働いている方たちに経験談を含め

てお話をして、どういうふうに自分が変わった

のかとか、夫婦関係がどう変わったのかとか、

仕事の仕方が変わったのかということに対して、

それが結局企業でどういったメリットがあるの

かというところも含めて、リアルな話の方がよ

り前に進みやすいのではないかと思いますので、

有資格者の方ももちろん必要でしょうけれども、

体験者の声とか、そういったことも含めてぜひ

前に進めていただきたいと思います。

33社は、やはり県においては少ないというふ
うに思いますので、また、そういうアドバイザ

ーがいるということを知らない企業も多いと思

いますので、そういったアピールも含めて強化
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をしていただきたいと思います。前年比予算は

増になっておりますので了としたいと思います。

【中村(一)分科会長】 ほかに質疑はありません
か。

産業労働部関係の審査の途中ですが、午前中

の審査はこれにてとどめ、午後は1時30分から
再開し、引き続き、産業労働部関係の審査を行

います。

しばらく休憩いたします。

― 午前１１時２８分 休憩 ―

― 午後 １時２７分 再開 ―

【中村(一)分科会長】 分科会を再開いたします。
まず、午前中の答弁に補足したい旨の申し出

があっておりますので、これを許可します。

【岩永新産業創造課企画監】午前中にありまし

た近藤委員の質問に対しまして、答弁が少し不

足しておりましたので、追加で説明をさせてい

ただきます。

県では、洋上風力産業のサプライチェーンの

構築のために、県と県産業振興財団、海洋クラ

スター協議会と連携いたしまして、県内外の案

件について受注獲得のための活動を行っており

ます。

風車1基を建てる費用といたしましては、五
島沖の場合ですと、国の単価で試算すると1基
当たり11億円、全体8基分で90億円の投資が見
込まれております。

この案件に対しまして、県内企業が風車タワ

ーの基礎部分とか、その部品の海上輸送などの

海上工事で参入をしておりまして、北九州市響

灘の案件なども含めまして約48億円の経済波
及効果と297人の雇用が生まれている状況でご
ざいます。

加えまして、海洋人材の育成につきまして、

海洋クラスター協議会と連携いたしまして、令

和2年から長崎海洋アカデミーを開講いたしま
して、現在まで779名の人材を育成しておりま
す。また、今年の秋には、新たに洋上作業員向

けの訓練施設が伊王島に設置される予定になっ

ております。

今後も、関係機関と連携しながら、県内企業

の受注獲得と人材育成に努めてまいりますとと

もに、海洋エネルギー産業の拠点化を目指して

まいりたいと考えております。

【中村(一)分科会長】 また、大倉委員への補足
説明を許可します。

【伊東新産業創造課長】午前中の大倉委員のロ

ボットの関係のご質問について、少し補足をさ

せていただきたいと思います。

ロボットを導入したいけれども、やり方がわ

からないなどのご相談というものがきているか

どうかというご質問がございました。実際、全

て把握するのは困難なんですけれども、県では

ロボットを含むDXに関する相談窓口というも
のを設置しておりまして、県内企業の課題解決

についてご相談を受けております。

昨年度が240件、今年度も1月末時点で180件
ほどのご相談をいただいています。

ただ、ロボットありきのご相談というのがほ

ぼなくて、やはりデジタル化やDXにどのように
取り組めばよいかといったご質問がほとんどで

ございます。つまり、デジタルがわかる人材が

企業の中に不足しているという現状を表してい

るのではないかと考えております。

また、導入するロボットをどのようなものを

想定しているかということでございましたけれ

ども、県内で考えますと、製造業で例えば造船

業で鋼材を切断するロボットであったり、製造

業で溶けたアルミを流し込むロボット、あるい
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はお菓子の製造業でせんべいなどのお菓子を個

包装するようなもの、そういった幅広い製造現

場で活用されていますので、システムインテグ

レーターが取り組むロボットシステムは、もう

少し規模が大きいものにはなるかとは思うんで

すけれども、そういった分野に拘らず、取組を

進めていきたいと考えております。

【中村(一)分科会長】 それでは、引き続き予算
議案に対する質疑を行います。

質疑はありませんか。

【虎島委員】質問は、前の委員から大分深くさ

れていましたので、手短に私から幾つかしたい

と思います。

まず、アトツギ早期承継促進事業についてで

ございます。私も常々、商店街ではやっている

のに後継者がいないということで惜しまれなが

ら閉店というニュースを拝見して、非常に寂し

くもあったり、もったいないなと、いつも思っ

ております。

そうした中、大倉委員の質問にお答えいただ

いたように、背景については理解いたしました

けれども、今回行う事業の内容についてお答え

いただければと思います。

【下窄経営支援課長】アトツギ早期承継促進事

業でございますけれども、この事業は金融機関

等の関係機関と一緒になってアトツギのロール

モデルを創出することで、これまで支援が手薄

だった後継候補者、アトツギというふうな形で

言っておりますけれども、そういったアトツギ

への支援のシステムを構築することを狙いとし

ております。

お尋ねがありました具体的な事業内容でござ

いますが、まずは県内において機運醸成や事業

の周知、支援プログラム等の参加者の掘り起こ

しのためのセミナーを開催したいと考えており

ます。その後、県内中小企業等の若手後継候補

者を対象に、現在の家業のヒト・モノ・カネと

いった資産がごさいますので、そういった資産

を活かした上で新たな事業創出に向けたアイデ

アの創出でありますとか、そのアイデアの磨き

上げといったワークショップを7か月程度かけ
て、毎月実施するとともに、県内外のアトツギ、

先輩アトツギといった方たちとの交流の機会を

設けるなどして、アトツギの人たちのネットワ

ークの構築を促進したいと考えております。

このプログラムの中で、新たな事業にかかる

新製品や新サービスのアイデアが出てきました

時に、その新製品、新サービスのテストマーケ

ティング等にかかる費用についても支援をした

いと考えております。

そのほか、ワークショップの成果発表会を開

催いたしまして、県内でアトツギ、事業承継の

機運の醸成、それからワークショップ等参加者

の新事業展開等の実現について支援をしたいと

考えております。

これらの事業については、アトツギ支援の実

績のある団体がございまして、そういった団体

に対して委託することを考えております。

【虎島委員】これはＵターンの増加にもつなが

る重要な事業だと思いますので、ぜひ頑張って

いただきたいと思います。

もう一点、外国人IT人材の件で、これも質問
がございましたが、これはやはり市町とはアカ

デミアと連携をして即戦力、専門職を呼び込む

というような取組であって、非常に重要なもの

であると理解をしております。

親日国と言われますバングラデシュの若手の

IT人材ということで期待は高いというふうに
評価しております。

これは技術職の専門の職であり、在留期間の
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制限なく就労できるということですので、長崎

に何とか残っていただくような施策、先ほども

ハラルといった話もありましたけれども、取組

についてお話いただければと思います。

【末續未来人材課長】 ただいま虎島委員から、

バングラデシュの皆様が安心して長崎で暮らし、

働いていただくために様々な配慮が必要だと考

えております。特に、バングラデシュは国民の

約9割がイスラム教徒でございまして、食事の
面では豚肉やアルコールなど禁止食材がござい

ますので、いわゆるハラル対応というものをす

る必要がございます。また、日常でお祈りの時

間というのも日に複数回必要だということで、

そういったところに就業される企業がどの程度

ご配慮できるかというところが必要になってく

るかと思っております。

例えば、今先行して宮崎市の企業で実際にバ

ングラデシュの方が活躍されていますので、そ

の方々のお話を伺いましたところ、まず食事に

つきましてはインターネットでハラル対応の食

材をご購入されて、皆さん自炊をすることで対

応されていると伺っております。

また、お祈りにつきましては、1回5分程度の
お祈りを日に6回やる必要があるということで、
就業時間中に2回から3回程度そういった時間
が必要になってまいります。その際には、僅か

なスペースでもよいので、そういったお祈りが

できるスペース、例えば既存の会議室や休憩室

をパーテーションなどで囲ったようなスペース

でもいいので、そういうのを提供いただけると

ありがたいというお話を聞いておりまして、実

際に企業が人材を受け入れるに当たりましてそ

ういうものをご準備していると、バングラデシ

ュの方々が、自分たちは非常に配慮されている

というふうに感じる、うれしく感じるというお

話も伺っております。

また、宗教的に週に1度、金曜日と聞いてお
りますけれども、お昼に皆さんが一堂に集まっ

て30分程度お祈りをするという習慣があるそ
うでございます。そういった時には皆さんが集

まれる場所のご提供であるとか、また、お昼休

みの時間帯ですから、少し長めにお昼休みを提

供するとか、そういった場所を提供、または時

間のご配慮をすると。そういった皆さんが集ま

る場所が、また皆さん方のコミュニティといい

ますか、交流の格好の場所になるというふうに

も聞いておりますので、私どももそこは地元の

長崎市とも連携をいたしまして、そういった場

所の提供であるとか、そういったところにも配

慮しながら、企業と一緒に取り組んでいきたい

と、そのように思っております。

【虎島委員】ネットで見ますと、イスラム圏の

方も増えてきて、モスクを長崎市に造りたいと

いうような運動もされていると聞いております。

いろんな方が長崎に集う中で、多様性を供与す

るとか、みんなで支えるというのも必要かと思

います。これはまちづくり、レストランで売っ

ているものについてもハラルとか、いろんな配

慮がなされていくべきものと思いますので、ぜ

ひ併せて展開をしていただければと思います。

以上です。

【中村(一)分科会長】 ほかに質疑はありません
か。

【山口委員】今からお聞きすることは、極めて

単純な質問になるかと思うんですが、私も長く

生きていましてちょっとよくわからんのです。

長年議員を務めさせていただいていますが、よ

くわからずにこれまでずっとやってきたのかな

と思うことで、大変恥ずかしい話ですが質問さ

せていただきます。
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というのが、今年度の産業労働部の取組方針

の中で、それぞれ3本柱を立てられて、一つは
県内企業の持続的な成長、2つ目は脱炭素社会
への対応、競争力強化、3つ目は人手不足対策、
あるいはUIターン、外国人の受入体制等々でそ
れぞれ予算を組んで、歳入歳出について明確に

記載されてあります。

今までもずっとこういう数値は見てきたんで

すが、ふと今回気になってしまいまして質問さ

せてもらいますが、歳入が合計で363億8,776万
1,000円です。歳出の合計が447億6,611万2,000
円、これを単純計算すると八十数億円の差があ

るわけですね。これは今までもずっと、ほかの

部署もこういうやり方をやっていると思うんで

すが、これをどういう用法としてまとめられて

いるのか。実質収支なのかどうかよくわかりま

せんけれども、この場面だけ捉えるとちょっと、

全く素人の目から見ると不自然なんですね。そ

ういうことで、こういう手法をずっと取られて

いるというふうに理解していますが、いま少し

ご説明いただけますか。

【吉田産業政策課長】 今、歳出と歳入の約80
億円の差ということのご質問であります。

当然、歳入の分につきましては特別財源、国

の国庫支出金であったり財産収入、使用料であ

ったり、そういう特財というのを有効に活用す

る中で事業の組み立てを行っております。当然、

今まで産業分野、いろいろ航空機であったり、

半導体であったり進めていく中では、国にもそ

ういうメニューがございますので、そこを有効

活用するという形で、まずは国庫支出金を取り

にいく、その分の裏負担として一般財源を計上

するという形で、その約80億円の差というのは
一般財源の分になってくるかと思います。

【宮地産業労働部政策監】 少し補足します。

県庁全体で見ますと、地方交付税とか、例え

ば私どもの部はあんまりございませんが、建設

事業をやる時の県債、それは財政課の方で収入

を一括計上いたします。逆に財政課だけで見ま

すと、歳入の方が非常に大きな形になっており

まして、先ほど産業政策課長が申し上げました

一般財源というのはそういう財政課で取り込ん

で各部に分けるということで、各部単位で見る

と歳入と歳出の差が出ているという状況でござ

います。

【山口委員】今回、初めてそのことに着目して

この説明書を見させていただいたんですが、い

わゆる補正予算については、逆に今年度は全て

マイナス、歳入も74億円の減で、歳出が82億円
の減と。これも差し引きすると8億円の差があ
るわけでなんですね。このことは、要するに最

終的には県の財政処理としてはきちっと帳尻が

合う形になる。年度末においてはいわゆる専決

処分もここの中に加わってくるということで、

きちっとしたおさまりをつけるんだろうと思う

んですが、いま少しそこの部分についても教え

ていただけますか。

【吉田産業政策課長】 この2月補正で補正をさ
せていただいている主な趣旨としましては、年

間の事業の見込みがほぼ見えてきますので、歳

出の事業費につきまして、まずそこで実績に基

づいたところで減させていただきます。

先ほどの歳入、その事業を構成している国庫

支出金であったり、一般財源もそうですが、特

に国庫支出金の部分というのも事業の減に伴っ

て減させていただくというのが主な中身になっ

てくるかと思います。

【山口委員】そしてもう一つ、いわゆる小規模

企業者等設備導入資金の関係は、これは特別会

計なんですが、特別会計はいわゆる歳入・歳出
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がぴたっと同じ金額なんですね。これは、いわ

ゆる俗にいう、私の乏しい知識で言うと単年度

収支でこれを終わらせるので、これでいいんだ

ということになるのかなと思うんですが、いか

がでしょうか。

【下窄経営支援課長】特別会計は、一般会計と

は独立した会計で、特別会計単独で収支、歳入

と歳出が均衡するようなことになっております。

【山口委員】いいです。ありがとうございまし

た。

【中村(一)分科会長】 ほかに質疑はありません
か。

【溝口委員】 横長資料の27ページ、地場企業
総合支援事業費ですが、前年度と比べて12億
1,210万3,000円ですか、減額になっているんで
す。この理由についてお聞かせいただきたいと

思います。

【香月企業振興課長】お尋ねがありました地場

企業総合支援事業の中では、午前中のご質問で

もお答えしましたような航空機関連ですとか、

グリーン事業を取り込むための企業間の連携し

た取組を支援する事業のほかに、県内企業が規

模拡大を図る際に、雇用の要件ですとか投資額、

一定以上の要件を満たす場合に実績を確認して

補助を交付するという制度がございます。この

中で令和5年度は、半導体の大手の企業の補助
の交付のタイミングがございまして、令和5年
度の予算におよそ20億を超える補助の交付額
を計上しております。

令和6年度は、その補助がなくなって、ほか
の地場企業への規模拡大の支援の補助金はある

んですけれども、こういった交付相手の状況に

よって令和6年度の予算の計上額が変わってい
るというところでございます。

【溝口委員】 わかりました。半導体関係の20

億の資金が今度は要らなかったということです

けれども、京セラ関係が今度移転してくるとい

う話を聞いているんですけれども、その辺の補

助については入っているんですか。

【石川企業振興課企画監】京セラの立地に対す

る補助についてのご質問でございますけれども、

誘致企業に対する立地補助というものがござい

まして、先ほど企業振興課長からも申し上げま

したとおり、基本的に実績に基づいて交付額を

確定してお支払いするような制度になっており

まして、京セラの場合ですと、工場がまだでき

ておりませんので、京セラに対する補助という

のは工場ができて、雇用を実現して操業を開始

してからということになりますので、もうちょ

っと先に補助することになっております。

【溝口委員】わかりました。地場企業とまた違

うから、一応誘致企業の方で扱うということに

なるわけですね。

28ページの中で企業誘致推進費というのが3
億7,300万円ですか、一応増えているんですけれ
ども、そのことに関係してくることになるんで

すか。

【石川企業振興課企画監】 今、委員ご指摘の

28ページにございます企業立地推進助成事業、
来年度予算は10億円ですけれども、将来ここに
京セラの分というのは計上するようになるとい

うことです。

【溝口委員】将来というか、今年度はまだ入っ

てないということになるわけですか。わかりま

した。

ただ、20億円、前回は半導体関係で補助があ
ったということですけれども、今、人口減少と

いう形の中で、従業員も増やしていかないとい

けないという中で、中小企業関係の力をつけて

いかなければいけないということになってきて
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いるんですけれども、そのことについてはこの

予算範囲の中で大体間に合うということになる

んですか。

【香月企業振興課長】我々、地場企業の支援を

行うに当たって、今計上させていただいている

ところが柱になるんですが、成長分野の企業の

取組を支援しつつ、地場企業の規模拡大、投資

に伴って令和5年度も実績を確認した上で支出
をしておりまして、ちなみに来年度、横長の方

に18億8,500万円という数字を書かせていただ
いておりますが、来年度見込んでおりますのが、

企業等ヒアリングをする中で、来年度補助金申

請の可能性があるというものを計上させていた

だいているんですが、9社想定しておりまして、
雇用については9社の合計で今のところ250名
を超える雇用を予定されています。これは計画

ではなくて、実雇用、実績を確認した上で、そ

の実績に応じてお支払いさせていただきますの

で、こうした成長分野の企業の取組ですとか、

県内企業の規模拡大を支援しながら、しっかり

サポートできればと考えているところでござい

ます。

【溝口委員】 わかりました。ただ、横長の31
ページの工業団地関連施設整備支援事業ですけ

れども、これも1億2,100万円減額になっている
んですけれども、このことについてはどのよう

な形になるんですか。

【岩永新産業創造課企画監】この工業団地関連

施設整備支援事業につきましては、市町が造成

いたします工業団地の整備等、インフラ整備に

使うものでございますけれども、こちらが減に

なっているのは、各事業費が今年度よりも減に

なっているということで、この1億2,100万円程
度の減が出ているという状況でございます。

【溝口委員】わかりました。なかなか市町に工

業団地関係を任せているからということですけ

れども、一応市町で工業団地を造っても、今、

佐世保の相浦の方にはなかなか企業が来ないと

いうことで大変困っていると思うんですけれど

も、その辺についての県の取組はどのような形

になっているんですか。

【石川企業振興課企画監】佐世保の相浦工業団

地への企業誘致の状況についてのご質問でござ

います。

現在、相浦工業団地につきましては、令和元

年に分譲が開始されておりますけれども、その

後、コロナの影響とかがあって誘致活動に支障

が出たということはございますけれども、コロ

ナの影響というのもおおむね解消されまして、

今、精力的に誘致活動を展開しているところで

ございます。

相浦工業団地につきましては、インターチェ

ンジに近いという交通のアクセス性の面である

とか、周辺に工業系の学校が多くて人材が豊富

であるとか、あと地震等の災害リスクが少ない

と、BCPの適地であるといったようなところを
セールスポイントとしまして、広く営業活動を

しているところでございまして、実際に工業団

地を視察に来られたというところも複数ござい

ます。今年度も複数ご覧になっています。実際

に相浦工業団地に興味を持たれている企業様も

複数ございまして、現在、商談を継続している

ところでございます。

今時点でまだ決定したという案件はございま

せんけれども、早期に立地の決定につながるよ

うに、引き続き産業振興財団、佐世保市と連携

して取り組んでまいりたいと考えております。

【溝口委員】 わかりました。やはり市町で、県

の方は大きな工業団地は県単独では造らないと

いう話を聞いているんですけれども、その中で
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市町がどうしても力を入れたいということで、

企業誘致をということで造成していきますよね。

しかし、それがずっと眠っていたら市の方も困

るし、県の方としても事業をしてきたという形

の中では、助成してきたという中ではやはり早

く工業団地を入れていかないと意味がないんじ

ゃないかと思うんですよね。だから、その辺に

ついて、ぜひ努力をしていただきたいと思って

おります。そのことについては要望しておきま

す。

横長の43ページ、高校生のためのふるさと長
崎就職応援事業費ですけれども、この7,668万
1,000円は、キャリアサポートスタッフの配置に
要するお金になっているんですか。

【末續未来人材課長】この事業費につきまして

は、各高校に配置しておりますキャリアサポー

トスタッフ23名の人件費が主でございます。
【溝口委員】この事業は、何年ぐらいから始め

て、その実績等についてどのようになっている

のかお尋ねしたいと思います。

【末續未来人材課長】もともとこのキャリアサ

ポートスタッフの配置事業は、教育庁の高校教

育課が平成24年度から予算を計上して配置を
しているものでございまして、平成28年度から
産業労働部の方で所管をし、現在、未来人材課

の方で所管をしている状況でございます。です

から、事業の開始としましては平成24年度から
という形になっております。

これにつきましては、今、23名の人員を高校
39校に配置しております。一部併任の高校もご
ざいますので、お一人が複数の高校を見られる

こともあるんですが、実際に学校の教員の先生

が具体的に企業を見る機会が、どうしても業務

の都合上少ない時に、このキャリアサポートス

タッフが代わりに企業情報を集めたり、企業の

見学をしたりして生徒さんに指導するというこ

とで、我々としましては企業情報を生徒さんと

か保護者さんにお伝えする上では非常に重要な

役割を果たしていただいていると思っておりま

す。

【溝口委員】 この配置を23名して、実績とし
て高校生が長崎に残って就職する率が高くなっ

ていっているのか、その辺についてお尋ねをし

たいと思います。

【末續未来人材課長】最終的なKPIとしまして
は、県内高校生の県内就職率の方に反映されて

おります。ここ数年、県内就職率というのは平

成29年度から60％を超えておりまして、ここ6
年で見ますと、特に令和元年から令和4年度に
かけましては、数値を申しますと令和元年度は

65.6％、令和2年度が69.9％、令和3年度が72.1％、
令和4年度が69.6％と非常に高い数値を維持し
ております。そういった意味で一定の成果が出

ているものと考えております。

【溝口委員】わかりました。やはり若い人たち

が長崎に残って働いてくれるようなそういう事

業に力を入れていただきたいと思っております

ので、どうぞよろしくお願いいたします。

以上です。

【中村(一)分科会長】 ほかに質疑はありません
か。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【中村(一)分科会長】 ほかに質疑がないようで
すので、これをもって質疑を終了いたします。

次に、討論を行います。

討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【中村(一)分科会長】 討論がないようですので、
これをもって討論を終了いたします。

予算議案に対する質疑・討論が終了しました
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ので、採決を行います。

第1号議案のうち関係部分、第7号議案、第59
号議案のうち関係部分及び第64号議案は、原案
のとおり可決することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【中村(一)分科会長】 異議なしと認めます。
よって、予算議案は、原案のとおりそれぞれ

可決すべきものと決定されました。

【中村(一)委員長】 次に、委員会による審査を
行います。

議案を議題といたします。

産業労働部長より総括説明を求めます。

【松尾産業労働部長】産業労働部関係の議案等

についてご説明いたします。

資料といたしましては、「農水経済委員会関

係議案説明資料」当初版と追加1でございます。
まず、当初版の2ページをご覧いただきたい

と思います。

今回、ご審議をお願いいたします議案は、第

37号議案「長崎県工業技術センター条例の一部
を改正する条例」、第38号議案「長崎県窯業技
術センター条例の一部を改正する条例」、第54
号議案「ながさき産業振興プラン2025の変更に
ついて」であります。

第37号議案「長崎県工業技術センター条例の
一部を改正する条例」及び第38号議案「長崎県
窯業技術センター条例の一部を改正する条例」

につきましては、手数料項目の新設及び関係経

費の増減等に伴い、手数料の一部について所要

の改正をしようとするものであります。

第54号議案「ながさき産業振興プラン2025
の変更について」につきましては、11月議会に
おいてご審議いただきました「長崎県総合計画

チェンジ＆チャレンジ2025」の変更との整合を
図るため、同プランの一部見直しを行おうとす

るものであります。

次に、議案外の主な所管事項についてご説明

いたします。

今回ご報告いたしますのは、原油価格・物価

高騰等の影響を受けた事業者への支援について、

経済・雇用の動向について、地場企業の支援に

ついて、企業誘致の推進について、県内企業の

DXの推進について、スタートアップ企業の集積
促進について、再生可能エネルギー関連産業の

振興について、中小・小規模事業者への支援に

ついて、産業人材の育成・確保について、外国

人材の活用について、高等技術専門校の見直し

について、令和6年度の組織改正についてであ
ります。

このうち、新たな動きについて主なものをご

紹介いたします。

当初版の7ページをご覧いただきたいと思い
ます。

（スタートアップ企業の集積促進について）

地域社会がこれまでに経験したことのない変

化に直面するなか、地域経済の維持や活性化の

ためには、地場企業の振興に加え、長崎だった

ら新しいものが生まれるという機運の醸成が重

要と考えており、新たなビジネスモデルにより

成長を目指すスタートアップ企業の集積を図っ

ているところであります。

具体的には、交流拠点CO－DEJIMAにおけ
る創業相談や交流会の開催等の支援を行うとと

もに、県外でも複数回のイベントを開催し、本

県にゆかりのあるスタートアップ企業を積極的

に呼び込み、今年度は県外5社を含む合計10社
のスタートアップ企業が新たに本県に拠点を設

け、活動を開始したところであります。

ここで、追加1の2ページ、下段をご覧いただ
きたいと思います。
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また、去る2月23日には、資金調達等の支援
を目的として、スタートアップ企業やビジネス

アイデアをお持ちの方々が一堂に会するイベン

トである「ミライ企業Nagasaki」を開催いたし
ました。

本イベントのスタートアップ部門に登壇した

5社は資金調達に向け、来場した首都圏などの
投資家と今後、協議を進める予定となっており

ます。また、チャレンジ部門に登壇しました8
名の方のビジネスアイデアについては、関係者

と連携し、事業化に向けて支援してまいります。

当初版の7ページにお戻りいただきたいと思
います。

さらに、来年度は新たに、スタートアップ企

業のロールモデルとなる上場企業の早期輩出を

図るため、上場に意欲のある企業を集中的に支

援することとしており、引き続きスタートアッ

プ企業の創出及び成長を推進してまいります。

（再生可能エネルギー関連産業の振興につい

て）

世界的なカーボンニュートラルの潮流の中、

再生可能エネルギーの需要拡大が期待されるこ

とから、この動きをビジネスチャンスと捉え、

県内製造事業者の後押しをしていくことも重要

となっております。

海洋エネルギー関連産業については、本県の

強味である造船業で培った技術力や人材、イン

フラを活かせることから、これまで、県内企業

の受注獲得に向けた先行投資に対する後押しや、

県産業振興財団と連携した大手発注企業とのマ

ッチング支援、海洋クラスター協議会と連携し

た専門人材の育成等に取り組んでいるところで

あります。

このような中、西海市江島沖においては、昨

年12月、最大出力420メガワットの洋上風力発

電事業を実施する事業者として、住友商事株式

会社と東京電力リニューアブルパワー株式会社

のコンソーシアムが選定されました。

来年度においては、海洋クラスター協議会が

令和6年秋に開設する洋上作業員向け安全訓練
の受講料支援や、洋上風力施設の維持管理分野

における県内企業の参入支援を新たに実施し、

再生可能エネルギー関連産業の普及拡大に向け

た取組を積極的に進めてまいります。

ここで、追加1の3ページをご覧いただきたい
と思います。

また、地域の特色を活かした再生可能エネル

ギーの導入を進めるにあたり、傾斜地や山地が

多い本県の地理的特性を踏まえ、広大な水域で

の取組が有効と考えられることから、諫早湾干

拓調整池の静穏な水域を活用した水上太陽光発

電の導入の可能性について、検討していきたい

と考えております。

検討にあたっては、諫早湾干拓地が所在する

諫早市、雲仙市及び諫早湾干拓事業にかかる関

係者の方々と十分協議しながら進めてまいりま

す。

次に、当初版の8ページをご覧いただきたい
と思います。

（中小・小規模事業者への支援について）

県内事業者の大半を占める中小・小規模事業

者は、地域経済の発展や雇用の創出に重要な役

割を果たしておりますが、原材料の高騰や人手

不足など事業環境は依然として厳しい状況にあ

ると認識しております。

このため、県制度融資による資金繰り支援や

経営に関する指導・助言を行う商工会・商工会

議所等に対し助成することにより、中小・小規

模事業者へ支援を行っているところでございま

す。
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また、高成長の意欲と潜在力を持ち、地域経

済の牽引役として期待される事業者を「長崎県

ネクストリーディング企業」として認定し支援

しており、昨年度認定しました32社に加え、今
年度は新たに16社を認定するとともに、認定事
業者のうち18社に対しては、DX等による県外
需要獲得や生産性向上等の取組について、事業

計画の策定から実践支援まで伴走して支援を行

っております。

引き続き、高い成長を目指す事業者等を重点

的に伴走型で支援するとともに、成功モデルの

横展開を図ることにより、県内サービス事業者

の成長を後押ししてまいります。

あわせて、県内商店街においては、大規模小

売店の進出や消費者行動の変化等により、空き

店舗の増加や来街者の減少など厳しい状況にあ

ると認識しており、今年度は、商店街活性化プ

ランに基づく「にぎわい創出事業」等を実施す

る商店街に対し、市町と連携して補助を行うと

ともに、環境の変化に対応した商店街活性化モ

デルの創出を図るため、長崎市の平和町商店街

に対し、計画策定から実践まで伴走支援を実施

しているところであります。

来年度においては、市町と連携し、商店街の

次世代を担う人材育成及び外部人材との連携・

交流を促進し、商店街人材ネットワークの構築

に取り組むこととしており、地域商業の拠点か

つ地域コミュニティとして重要な場所である商

店街の賑わい創出を目指してまいります。

さらに、本県では、経営者の平均年齢や後継

者不在率が全国と比べて高い状況にあり、事業

承継は重要な課題であると認識していることか

ら、来年度においては、事業承継を契機として

若手後継者が家業のヒト・モノ・カネ等の経営

資源も活用し、新事業など新たな領域へ挑戦す

ることを、関係機関と連携して支援する「アト

ツギ早期承継促進事業」の実施により、ロール

モデルの創出を図り、事業承継に対する前向き

な意識の醸成や、早期の事業承継を目指してま

いります。

続きまして、当初版の10ページ下段をご覧い
ただきたいと思います。

（高等技術専門校の見直しについて）

高等技術専門校は、平成13年から15年にかけ
て、5つあった校を再編統合し、現在の長崎と
佐世保の2校において、県内産業の即戦力とな
る技術・技能者を養成してきたところでありま

す。

この直近の再編から20年余りが経過し、この
間、本県の産業構造が変化していく中で、時代

の変化にしっかりと対応し、若者や県内中小企

業のニーズに即した、魅力ある高等技術専門校

とするため、産学官の専門家で構成します「長

崎県立高等技術専門校のあり方検討有識者会

議」を設置し、去る1月19日に第1回の会議を開
催いたしました。

委員からは、「修了生は即戦力として必要で

あり今後も引き続き採用していきたい」、「若

者の入校を促進するためには高等技術専門校の

魅力を高める取組をさらに強化すべき」等のご

意見をいただいております。

今後、委員の方々による高等技術専門校の現

地視察なども行いながら、しっかりと丁寧に検

討を進めるとともに、広く関係者の皆様にもご

意見を伺いながら、高等技術専門校の見直しの

方向性を取りまとめてまいります。

最後に、追加1の3ページ下段をご覧いただき
たいと思います。

（令和6年度の組織改正について）
令和6年4月1日付けで組織改正を行うことと
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しておりますので、その概要についてご説明い

たします。

産業労働部につきましては、現在6課で構成
されておりますが、五島市沖、西海市江島沖に

おける洋上風力発電の着実な推進と新たな海域

における事業化の検討に加え、水上太陽光発電

などの再生可能エネルギーの導入促進のため、

新産業創造課を分割し、同課内にありますエネ

ルギー産業振興班を新エネルギー推進室として

改組新設することとしております。

今後とも新たな組織体制のもと、より効率的、

効果的な県政運営の実現に努めてまいります。

その他の項目につきましては、記載のとおり

でございます。

以上をもちまして、産業労働部関係の説明を

終わります。

よろしくご審議を賜りますようお願いいたし

ます。

【中村(一)委員長】 以上で説明が終わりました
ので、これより議案に対する質疑を行います。

質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【中村(一)委員長】 ないですね。
これをもって質疑を終了いたします。

次に、討論を行います。

討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【中村(一)委員長】 討論がないようですので、

これをもって討論を終了いたします。

議案に対する質疑・討論が終了しましたので、

採決を行います。

第37号議案、第38号議案及び第54号議案は、
原案のとおり可決することにご異議ございませ

んか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【中村(一)委員長】 ご異議なしと認めます。
よって、議案は原案のとおりそれぞれ可決す

べきものと決定されました。

次に、議案外所管事務一般に対する質問を行

います。

ご質問はありませんか。

【大倉委員】私から、議案外は外国人材の活用

についてのところでご質問をさせてもらいます。

中盤のあたり、今後、外国人材の確保につい

て言及されています。「在留期間延長のための

対策や受入企業向けの研修会、コンサルタント

派遣などの環境整備について支援する」という

ことで、今朝の毎日新聞の一面をご覧になった

でしょうか。一面で報じられていたことが、ま

さにこの外国人の受け入れに関してなんですけ

れども、2024年度から5年間で最大82万人の受
け入れを政府は試算しているという記事です。

この記事によりますと、非常に拡大です。制度

導入時の倍だということなんですね。

特筆すべきところは、在留期間の部分なんで

すけれども、つまり永住できる形の産業が増え

ると、無期限の就労が可能になる産業が大幅に

増えていくというふうな報道なんです。

ですから、永住に道を開くものということで、

恐らく外国人の方のご家族もいらっしゃってと

いう形になろうかと思うんですけれども、まだ

報道の段階ではあるんですが、でも、具体的に

外国人の受け入れということが拡大していくと

いうことが現実味を帯びてきているわけですね。

本県としても、やはり受入体制をしっかり整え

なければいけないと思っているんです。

ここにまさに書いてあるように受入企業向け

の研修会とか、コンサルタント派遣とか、こう

いったことをさらに充実しなければいけないと

思うんですが、そのあたりのお考えみたいなも
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のをご答弁いただければと思います。

【川口雇用労働政策課長】大倉委員からのご質

問ですけれども、新聞記事では特定技能が5年
間で82万人増加という報道であったかと思い
ます。

本県、今回予算計上させていただいておりま

すのは、主に技能実習生等特定技能を対象とし

た事業でございます。その中で在留期間を延長

するための技能検定の支援でありますとか、受

入企業の体質を強化するために、研修会やコン

サルタントの派遣事業を来年度させていただく

よう計上させていただいております。

引き続き、こういう取組を行いながら、県内

企業に広く周知し、取組を横展開できればと考

えております。

【宮地産業労働部政策監】私の方からご説明し

たいと思います。

本会議の方でも、外国人についてはご質問も

いただいてご答弁差し上げておりますが、基本

的に私どもの考えとしましては、これは日本人、

外国人問わず、産業の鏡だと思っております。

具体的に申し上げますと、現在も外国人は増え

ているんですが、増えている要因としましては

製造業が増えております。それは私どもの基幹

産業であります造船業が一時期の苦境を脱して、

また増やしていただいているという状況がござ

います。

ただ、今の県内の状況からしますと、商船の

製造から撤退をされたり、佐世保の方ではSSK
は新造船をやらないというお話もありまして、

一番造船で入って、製造業で入っていた時から

比べますと500名弱まだ少ないという状況でご
ざいます。

そういう個別の状況がいろいろございまして、

やはりこれは外国人、日本人問わず、国の育成・

就労になりますと、午前中もお話がございまし

たけれども、日本人、外国人、言葉はあれです

が、人材の取り合いになりますので、私どもと

しては産業振興をしっかりやって、企業の稼ぐ

力と魅力を高めて、その上でいろいろ今回ご提

案させていただいた私どもの事業もやりながら、

外国人材も採れるように努めていきたいと思っ

ております。

【大倉委員】 もちろん、日本人、外国人関係な

く、しっかりと産業が振興していくということ

が大事なのは、私も十分承知しております。で

も、その外国人材を確保していくというのは、

やはり競争も非常に激しくなっていく中で、そ

して今回の特定技能制度に伴う制度が大幅に拡

大されるということは、恐らくそうなるんでし

ょうから、そうなった時に、しっかりと外国人

の方が働きやすいということも含めて研修、日

本語の研修も必要でしょうし、あとご家族の

方々の生活支援なんかも含めてしっかりとサポ

ートできるような取組は続けていっていただき

たいと思います。

以上です。

【中村(一)委員長】 ほかに質問はありませんか。
【虎島委員】先ほど、スタートアップ企業の関

連でイベントのご紹介がありましたけれども、

先日、2月23日のイベントも一部でありますけ
れども、私も参加いたしました。見に行きまし

た。長崎ゆかりのスタートアップ企業が、非常

に魅力的なプロポーザルをやっておりまして、

見ているだけでも楽しくなるようなものだった

んですけれども、そこの前にいるのは日本有数

のベンチャーキャピタルの方が来られていて、

非常に興味を持っていただいたように見受けま

した。

私も一部しか見られませんでしたので、ぜひ
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このイベントの概要と今後の展開、また実績等

がございましたら教えてください。

【伊東新産業創造課長】 「ミライ企業

Nagasaki」の開催についてご説明いたします。
去る2月23日、昨年度に続きまして2回目の

「ミライ企業Nagasaki」のイベントを開催いた
しました。

県庁のロビーの方で開催させていただいたん

ですけれども、イベントの中身としては、部門

を2つに分けております。創業前や新事業展開
を考えている方々向けのチャレンジ部門、こち

らに8名の方がご参加いただいています。既に
起業して事業を展開されているスタートアップ

部門に5名の方が登壇されております。
チャレンジ部門は、昨年と違いまして、今回

はコンテスト方式という形で行いまして、有識

者の皆様による審査の結果、最優秀賞が地下の

水道管の漏水音をAIで診断する事業を展開し
ようとされている「ウェブロジー」という会社

が最優秀賞をとられました。

そして、2番目になります優秀賞は、湯の花
を使った鳥獣忌避剤の開発に取り組まれている

島原翔南高校のチームの方が優秀賞をとられて

おります。

一般の観覧者は会場に63名、オンラインでご
覧になられた方が20名となっております。
イベントの成果といいますか、今後の展開な

んですけれども、イベント終了後に懇親会を開

催いたしまして、登壇者の皆様は、有識者であ

ります審査委員の方や、東京などから来られて

いる10名の投資家の方々と交流を深められて
おりますので、今後もアドバイスをいただけた

り、新たな資金調達に向けた動きが出てくるも

のと期待しております。

なお、昨年度、登壇された方々の今の状況を

少しご説明させていただきますと、昨年度登壇

されて、介護現場のコミュニケーションツール

を販売する企業がいらっしゃったんですけれど

も、イベント後に1,950万円の資金調達に成功さ
れて、現在は県外との取引拡大や海外からもお

声がかかるような事業の拡大に取り組まれてお

ります。

また、昨年チャレンジ部門に参加された方の

中で、創業前だった方が2名いらっしゃるんで
すけれども、その方もイベント後に、今年度そ

れぞれ株式会社を県内に創業されて、現在事業

に取り組まれております。

【虎島委員】私は、この長崎を元気にするには、

こういった新しいビジョンを持った企業がどん

どん出てくるというのが理想的だと思っていま

すので、ぜひ今後とも頑張ってください。よろ

しくお願いします。

【中村(一)委員長】 ほかに質問はありませんか。
【近藤委員】新エネルギー推進室ができるよう

になって、水上発電という言葉がここに出てい

ると思うんですけれども、大体どういうものか

教えてもらえますか。

【岩永新産業創造課企画監】お話に出てきまし

た水上太陽光発電と申しますのは、諫早湾干拓

地の調整池の方で実施を検討しております太陽

光発電のことでございまして、今後、関係市で

あります諫早市、雲仙市、県の3者で検討会を
立ち上げて検討していくようにしておりますけ

れども、その所管を担う部署ということになっ

てまいります。

【近藤委員】水上発電というのは、あくまでも

あそこの調整池のことであって、洋上ではない

わけですね。海の方での計画が、前はそういう

話があっていたんですが、海に関しての水上発

電というのは、まだ全然そういうデータはない
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んですか。

【岩永新産業創造課企画監】現時点におきまし

ては、干拓地の調整池を想定しての事業のみで、

水上での太陽光というのは検討しておりません。

【近藤委員】わかりました。あそこも日が当た

らないので藻がどうのこうのと、いろんなうわ

さを聞いているので、まず、長崎は海に囲まれ

た、一番海を利用しやすい県であるので、でき

たら洋上ですね。海に太陽光発電を浮かべてと

いう理想的な、誰かそういう考えを述べた人が

いたので、そういうふうなところまでしっかり

考えていただければと思うので、よろしくお願

いします。

【中村(一)委員長】 ほかに質問はありませんか。
【白川委員】先ほどからお尋ねをしております

高等技術専門学校の見直しの件が出ております。

こちらの産学官の専門家で構成する有識者会議

を設置されているとのことですけれども、こち

らのメンバーの方を教えていただくことはでき

ますでしょうか。

【川口雇用労働政策課長】有識者会議の構成員

としては、産学官からの11名で構成されており
ます。産業界からは、工業会連合会から長崎と

佐世保、あと中央会ですとか商工会議所連合会、

教育の方からは長崎大学の工学部の学部長とか

高校教育課のコーディネーター、中学校の校長

会、あと公的な機関としまして労働局とかポリ

テクセンターから成る11名で構成されており
ます。

【白川委員】後ほど資料をいただければと思い

ます。この若者や県内中小企業のニーズに即し

たというところがありますけれども、特に若者

の声を聞ける方というのはどういった方になり

ますか。

【川口雇用労働政策課長】若者のというところ

でございますが、入口、高等技術専門校に入学

していただける、高等技術専門校は普通科が今、

高校の新卒がほとんどでございます。そういっ

たところで高校教育課のコーディネーターとか、

長崎の校長会、中学校、小学校の校長会から委

員を選出しております。

【白川委員】ぜひとも若者の声を直接に聞ける

方に入っていただければという思いで質問をし

ております。

というのも、先ほどから入校者が少ないとい

うお話をしておりますけれども、直接校長先生

たちが高校に出向いて学校紹介をするという機

会をたくさんつくられているそうなんですけれ

ども、どうしても進学校優先といいますか、ど

うしても進学をしない方で、すぐに就職を目指

すような方というとあれですけれども、学力が

あまり思わしくない方が回されるような感覚で

とられるというふうなことを、校長先生たちも

直接高校からそういう声をいただいていて、ど

うしても学生さんたちの意欲的な、こちらに入

校したいというところにどうしてもつながって

いないような感じがするというふうに、入校者

が少ない理由というところが、高校側の受け止

めがどうしてもそういうふうになっているとい

うことをお伺いしておりました。

ですので、学生さんたちが、高校生たちがぜ

ひとも行きたいというような魅力的な学校にす

る必要があると思いますので、そういった面で

は今、この県内でも新産業として出ている半導

体とか航空産業につながるような、そういった

学びも得られるような魅力的な学校になるよう

にと思っておりますので、よかったら議事録等

もいただければと思いますので、後ほどよろし

くお願いいたします。

以上です。
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【松尾産業労働部長】今回、白川委員からお話

をいただいております高等技術専門校の見直し

の関係でございますけれども、私、産業労働部

長に就任以来、こういう高等技術専門校を訪問

するに当たって、その実績等々の中で、出口と

入口のところで非常に乖離があるというふうな

ことは改めて認識をしたところでございまして、

出口のところは、今日の午前中のお話の中にも

ありましたように、就職率がもう9割近くある
と。一方で入口のところは7割ほどにとどまっ
ていると。定員割れの学科もあるということを、

昨年度、本年度に入りましてもこれについてし

っかり見直しを考えていこうじゃないかという

ことで学校側と意見交換をやってきて、やって

いく中で、その定員割れ、今おっしゃったよう

な形で学校側そのものの送り出しの仕方自体も、

どうやら今おっしゃったような状況のところも

背景にあるんじゃないかというお話も伺ってい

るところでございます。

そういったところにつきましては、今、委員

おっしゃったようにいろんな方々の意見をしっ

かり受け止めた形の客観的な会議の中で、この

訓練学科をどうしていくのか、出す方の学校側

の考え方に対してどう対応していくのか。そし

て、そもそもこの高等技術専門校なるところが

非常に注目度が、学校側でもそうでしょうし、

高校生自体も知らないという方々もいらっしゃ

るような話でございますので、そういった面で

の訓練学科そのもの自体も見直しをするタイミ

ングであるんじゃないかというふうに思いまし

て、かつ行政側だけで判断していくのではなく、

第三者の有識者会議を設置しまして、この結果

を随時、県議会の方にご報告させていただきな

がら、その審査の中で出てきた案件を踏まえな

がら、新たな訓練学科をここ1年、2年かけて進

めていきたいと思っております。

特に、定員割れの部分の背景の一つには、産

業そのもの、製造業に対しての見方といいます

か、最近の子どもさんも含めて非常に製造業に

対する見方が一時期の、過去の20年前とはかな
り変わってきているところがございますので、

訓練学科の名称も含めた見直しもあることも含

めて、有識者会議の中で意見交換してもらいな

がら、随時また議会の方にもご報告させていた

だこうかなと思っております。そういう形で進

めさせていただくということを、この1月に行
いましたので、その結果、議事録も含めまして、

また報告させていただこうかなと思っています。

よろしくお願いします。

【白川委員】部長自らご答弁いただきましてあ

りがとうございます。

今おっしゃっていただいたことに2つ要望と
いうか、お願いがありまして、若者、若者とい

う話をしておりましたけれども、こちらの学校

は、一旦離職された方とか、定年された方等も

通っておられるということもお伺いをしており

ますし、私もリケジョでございまして、女性も

学科によっては女性が半分以上を占めるという

ようなサービス業とか接客業を学ぶ科もありま

したけれども、そういった工業系女子というの

も非常に今注目を浴びているところもあると思

いますので、そういった声も聞いていただけれ

ばと思います。

あともう一つ、先生方、新しい科が新設され

ると先生方も学び直しをしないといけないとい

うことで、雇用の面でも先生方の負担ですとか、

これまであった科がなくなると、そこの先生は

雇用が切られてしまうとか、そういったご心配

も組合の方からいただいておりましたので、そ

の辺も考慮いただければと思います。よろしく



令和６年２月定例会・農水経済委員会・予算決算委員会（農水経済分科会）（３月５日）

- 41 -

お願いいたします。

【中村(一)委員長】 ほかに質問はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【中村(一)委員長】 ほかに質問がないようです
ので、産業労働部関係の審査結果について整理

したいと思います。

しばらく休憩いたします。

― 午後 ２時３４分 休憩 ―

― 午後 ２時３４分 再開 ―

【中村(一)委員長】 委員会を再開いたします。

これをもちまして、産業労働部関係の審査を

終了いたします。

本日の審査は、これにてとどめ、明日は午前

10時から委員会を再開し、水産部関係の審査を
行います。

本日は、これをもって散会いたします。

お疲れさまでした。

― 午後 ２時３５分 散会 ―
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１、開催年月日時刻及び場所

  令和６年３月６日

自  午前 ９時５７分

至  午後 ３時 ０分

於  委 員 会 室 ４

２、出席委員の氏名

委員長(分科会長) 中村 一三 君

副委員長(副会長) 山村 健志 君

委 員 溝口芙美雄 君

〃 瀬川 光之 君

〃 山口 初實 君

〃 前田 哲也 君

〃 近藤 智昭 君

〃 堤  典子 君

〃 大倉  聡 君

〃 白川 鮎美 君

〃 虎島 泰洋 君

３、欠席委員の氏名

な  し

４、委員外出席議員の氏名

な  し

５、県側出席者の氏名

水 産 部 長 川口 和宏 君

水 産 部 次 長 佐古 竜二 君

水 産 部 次 長 吉田  誠 君

水産 部参事 監
（政策調整担当）

松田 竜太 君

水産 部参事 監
（漁港漁場計画・
漁場環境担当）

宮地 健司 君

漁 政 課 長 尾﨑 正英 君

漁業 振興課 長 古原 和明 君

漁業振興課企画監
（資源管理推進担当）

松尾 隆男 君

漁業 取締室 長 中尾  直 君

水産 経営課 長 齋藤周二朗 君

水産加工流通課長 森川  晃 君

水産加工流通課企画監
（国内外流通対策担当）

桑原 浩一 君

漁港 漁場課 長 本多 健一 君

漁港漁場課企画監
（漁場・環境担当）

松本 昌士 君

総合水産試験場長 渡邉 孝裕 君

６、審査の経過次のとおり

― 午前 ９時５７分 開議 ―

【中村(一)委員長】 皆さん、おはようございま
す。

農水経済委員会及び予算決算委員会農水経済

分科会を再開いたします。

これより、水産部関係の審査を行います。

【中村(一)分科会長】 まず、分科会による審査
を行います。

予算議案を議題といたします。

水産部長より、予算議案の説明を求めます。

【川口水産部長】委員の皆様、おはようござい

ます。

水産部長の川口でございます。よろしくお願

いいたします。

資料の説明に入ります前に、水産部関係の幹

部職員を紹介させていただきます。

（各幹部職員紹介）

以上でございます。どうぞよろしくお願いい

たします。

それでは、水産部関係の議案についてご説明

いたします。予算決算委員会農水経済分科会関

係議案説明資料の2ページをご覧ください。
今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、
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第1号議案「令和6年度長崎県一般会計予算」の
うち関係部分、第6号議案「令和6年度長崎県沿
岸漁業改善資金特別会計予算」、第10号議案「令
和6年度長崎県長崎魚市場特別会計予算」、第
59号議案「令和5年度長崎県一般会計補正予算
（第10号）」のうち関係部分、第63号議案「令
和5年度長崎県沿岸漁業改善資金特別会計補正
予算（第1号）」、第66号議案「令和5年度長崎
県長崎魚市場特別会計補正予算（第1号）」で
あります。

広大な海を有する本県では、離島・半島部を

中心に県内各地域で水産業が営まれており、地

域での就業の場の提供や、造船、資材、流通及

び加工等の幅広い関連産業を支えるなど、地域

社会や経済の維持に大きな役割を担う重要な基

幹産業であります。

県では、水産業の発展を目指し、令和3年度
から「多様な人材が活躍し、環境変化に強い持

続可能な水産業と賑わいのある漁村づくり」を

基本理念とする「長崎県水産業振興基本計画」

に基づき各種施策を進めているところであり、

令和6年度は、県議会や市町、有識者懇話会の
ご意見等をお伺いしながら策定した「新しい長

崎県づくり」のビジョンに掲げる、概ね10年後
のありたい姿の実現に向けた施策の推進につい

ても、部局横断的に取り組んでいくこととして

おります。

具体的には、IJターンなどの移住者の呼び込
みや子育て世代の受入体制づくりによる漁業と

漁村を支える人材の育成、新漁法導入等の漁業

経営におけるプラスワンのチャレンジの推進、

多様な水産物の国内外での販路の拡大、海や漁

村における地域資源を生かした海業の創出など

に引き続き取り組むとともに、これまでにない

新たな取組として、養殖生産の安定化や収益性

向上に向けた新たな技術の開発・導入、長崎な

らではの食材提供の場の創出と魅力発信による

消費の拡大、ブルーカーボンクレジット認証や

漁港水域の活用などによる藻場の造成などを推

進するため、様々な国の予算や地方創生にかか

る交付金等を活用し、必要な予算を計上いたし

ました。

それでは、まず、第1号議案「令和6年度長崎
県一般会計予算」のうち関係部分についてご説

明いたします。3ページをご覧ください。
歳入合計は131億6,939万1,000円、歳出合計

は221億3,317万円を計上いたしております。
歳出予算の主な内容についてご説明いたしま

す。4ページをご覧ください。
離島漁業再生支援について。

離島の漁業集落が行う漁場の生産力向上や新

たな漁法導入等の漁業再生活動、新規就業者に

対する漁船・漁具等のリースの取組、特定有人

国境離島地域における雇用創出の取組等を支援

するための経費として、離島漁業再生支援事業

費9億8,636万9,000円を計上いたしております。
ページ飛びまして6ページをご覧ください。
漁業就業者の確保、育成対策について。

IJターン者を呼び込み、スムーズな技術習得
を図るとともに、漁村での子育て世代移住者の

受入体制づくりを進め、漁業と漁村を支える人

材育成を支援するための経費として、漁業と漁

村を支える人づくり事業費9,937万5,000円を
計上いたしております。

県産水産物の魅力発信について。

水産物の消費拡大を図るため、魚食普及の取

組や県内外におけるPRなど県産水産物の魅力
を発信するとともに、生産者、漁協、観光関連

事業者等と一体となって県内の魅力ある魚種

「推し魚」を選定し、域内供給体制を構築する
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ための経費として、長崎のさかな魅力発信事業

費4,446万5,000円を計上いたしております。
養殖技術開発・実証の推進について。

生産コストの低減や新魚種の導入など養殖業

における課題解決に向けて、民間のアイデアを

活用しながら技術開発・実証を推進するための

経費として、養殖技術ブレイクスルー促進事業

費6,046万4,000円を計上いたしております。
7ページをご覧ください。
水産基盤整備について。

1、公共事業。
漁港・漁場・漁村・海岸整備については、水

産改革に即した水産業の成長産業化に向け、水

産業の競争力強化と輸出促進に向けた生産・流

通機能強化対策、水産資源の維持・回復、大規

模自然災害に備えた漁業地域の強靭化対策、持

続的な漁業生産力の確保を推進するための経費

として、漁場水産基盤整備費で、水産環境整備

費等39億9,386万9,000円、県営漁港水産基盤整
備費で水産生産基盤整備費等66億2,351万
2,000円、市町村営漁港水産基盤整備費で農山漁
村地域整備交付金事業費等28億4,292万5,000
円。

2、単独事業。
県単独事業については、修築・維持補修事業

により漁港及び海岸の整備を図るとともに、漁

港の管理、調査のための経費として、県営漁港

水産基盤整備費で、漁港海岸自然災害防止事業

費等5億1,821万7,000円。
3、漁港災害復旧事業。
漁港災害復旧事業については、災害により被

害を受けた漁港関係施設の復旧に要する経費と

して、6年災害復旧費4億6,000万円をそれぞれ
計上いたしております。

8ページをご覧ください。

藻場保全サイクルの構築について。

藻場保全サイクルの円滑な推進に向け、県営

漁港・漁場におけるブルーカーボンクレジット

の認証に向けた調査や、漁港水域を活用した新

たな藻場造成等を行うための水域調査の実施に

要する経費として、藻場保全サイクル構築事業

費1,150万円を計上いたしております。
債務負担行為については8ページに記載のと

おりであります。

9ページ下段をご覧ください。
次に、第6号議案「令和6年度長崎県沿岸漁業
改善資金特別会計予算」につきましては、歳入

歳出それぞれ合計1億3,711万3,000円を計上い
たしております。

これは、沿岸漁業者等が自主的にその経営や

生活環境を改善するため、経営等改善資金、生

活改善資金及び青年漁業者等養成確保資金を無

利子で貸し付けるものであります。

次に、第10号議案「令和6年度長崎県長崎魚
市場特別会計予算」につきましては、歳入歳出

それぞれ合計2億6,679万7,000円を計上いたし
ております。これは、長崎魚市場の維持・管理

並びに生鮮水産物等の取引の適正化等を図るた

めの経費であります。

債務負担行為については、10ページに記載の
とおりであります。

次に、第59号議案「令和5年度長崎県一般会
計補正予算（第10号）」のうち関係部分につい
てご説明いたします。11ページをご覧ください。
歳入は、合計3億743万7,000円の減、歳出は

合計8億7,259万6,000円の減を計上いたしてお
ります。

補正予算の主な内容についてご説明いたしま

す。

水産基盤整備費等について。
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事業費の精算見込み等に伴い、漁場水産基盤

整備費で、水産環境整備費等1億629万3,000円
の減、県営漁港水産基盤整備費で、漁港漁村活

性化対策費等3億1,655万6,000円の減、市町村
営漁港水産基盤整備費で漁港漁村活性化対策費

等4,855万9,000円の減をそれぞれ計上いたし
ております。

12ページをご覧ください。
繰越明許費については、記載のとおりであり

ます。

次に、債務負担行為についてご説明いたしま

す。

これは、昨年9月の定例会において先議のう
え議決をいただきました橘湾における赤潮被害

対策に係る予算に関連するものでございます。

内容については、それぞれ記載のとおりであり

ます。

13ページをご覧ください。
第63号議案「令和5年度長崎県沿岸漁業改善

資金特別会計補正予算（第1号）」につきまし
ては、歳入歳出それぞれ合計6,632万8,000円の
減を計上いたしております。これは、貸付見込

額の減等に伴うものであります。

第66号議案「令和5年度長崎県長崎魚市場特
別会計補正予算（第1号）」につきましては、
歳入歳出それぞれ3,000万円の減を計上いたし
ております。これは、工事請負費の減によるも

のであります。

最後に、令和5年度予算につきましては、本
議会に補正をお願いいたしておりますが、国庫

補助金等になお未確定のものがあり、また、歳

出面でも年間の執行額確定に伴い整理を要する

ものがあります。したがいまして、これらの調

整、整理を行うため、3月末をもって、令和5年
度予算の補正について専決処分により措置をさ

せていただきたいと考えておりますので、あら

かじめご了承を賜りますようお願いいたします。

以上をもちまして、水産部関係の説明を終わ

ります。

よろしくご審議を賜りますようお願いいたし

ます。

【中村(一)分科会長】 次に、補足説明を求めま
す。

【本多漁港漁場課長】漁港漁場課所管の繰越に

ついて、補足して説明します。お手元に掲載し

ております資料1、「予算決算委員会農水経済
分科会補足説明資料」の2ページ、繰越事業理
由別調書をご覧ください。

こちらは、第59号議案「令和5年度長崎県一
般会計補正予算（第10号）」のうち、12ページ
に掲載されております農林水産事業費の関係部

分を理由別に整理したものです。

今回、令和5年度から令和6年度へ繰越明許費
として新たに26億9,652万2,000円を追加し、11
月定例会までに承認された経済対策補正予算を

含む87億7,806万3,000円と合わせて114億
7,458万5,000円を計上しております。
これは、主に施設利用者等との施工方法や施

行時期の調整等に不測の日数を要したもの、資

材の納入遅れや工事に使用する作業船の手配に

不測の日数を要したもの、入札差金を活用し次

年度予定内容を前倒して実施するものについて、

今年度内の完成が困難なため、今回、2月定例
会であらかじめ繰越しの承認をいただくもので

す。

3ページをご覧ください。事業ごとの施工箇
所、主な工事概要等を記載しております。

説明は以上でございます。よろしくご審議賜

りますようお願いいたします。

【中村(一)分科会長】 次に、提出がありました
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「政策等決定過程の透明性等の確保などに関す

る資料 政策的新規事業の計上状況」について、

説明を求めます。

【尾﨑漁政課長】農水経済委員会提出資料、政

策的新規事業の計上状況をご覧ください。

水産部関係の令和6年度新規事業につきまし
ては、3ページに記載いたしております2事業と
なります。各事業の事業概要と当初要求額及び

本議会に提出しております当初予算計上額は記

載のとおりでございます。

以上でございます。よろしくご審議賜ります

ようお願いいたします。

【中村(一)分科会長】 以上で説明が終わりまし
たので、これより予算議案に対する質疑を行い

ます。

質疑はありませんか。

【大倉委員】私からは、養殖技術ブレイクスル

ー促進事業に関して伺います。この名前につい

て、まず伺いたいんですが、ブレイクスルーと

いうのは、単純に訳しますと物事を打開すると

いう意味なんですけれども、ブレイクスルーに

込めた意味、どういった思いを込めたのか、教

えてください。

【森川水産加工流通課長】国内の水産物市場は

減少する一方ですが、世界の水産物市場はアジ

アを中心に拡大している状況にあり、その勢い

は今後も続くことが見込まれております。拡大

を続ける海外の水産物市場に対して、安定的な

水産物供給が可能な養殖業は、今後ますます大

きく成長する可能性がある有望な産業であり、

県といたしましては、この将来性のある養殖業

を何とか他県に負けないような成長産業にした

いというふうに考えております。

現在、赤潮などによる自然災害や、餌・資材

価格の高騰、中国向けの輸出再開が不透明な状

況など、養殖業者は増産に向けた先行投資に踏

み切れないというふうな状況にありますけれど

も、このような時期であるからこそ、県として

は、成長産業化に向けてボトルネックとなって

いるような生産者自身では解決できないような

課題を解決する時期と捉え、この事業により県、

養殖業者、技術力を持つ民間企業が連携して、

養殖の生産安定・増大、輸出拡大に立ちふさが

る壁をブレイクスルーしたいと考えて、こうい

う文章にいたしております。

【大倉委員】力強いご答弁ありがとうございま

す。

特に、現状を打開してもらいたいのは、やは

り赤潮被害だと思います。本当に今、いつどこ

で起きてもおかしくないと言われている赤潮被

害、根本的な対策が待たれるんですが、なかな

かこれが、研究は続けているけれども、うまく

いかないという状況ですね。防除剤などを入れ

て、結局、対処的に療法するしかないというこ

となんですけれども、防除剤を入れても、海流

によって拡がっていって、なかなか手を打てな

いと、そんな現状があるわけですね。

水産試験場も取り組んでいます。長崎大学な

ども取り組んでいる。だけれども、やっぱり海

の中はプランクトンがいて、そして栄養素、リ

ンとか窒素とか、光とか水温とか海の流れ、い

ろんなものが絡み合っているから、なかなか難

しいという状況です。

そこで、今取り組んでいるのは早く発見する

ということですよね。事前にいかに早く発見し

て、赤潮を見つけて対策をとるかということで

いきますと、この事業は、早く、より効果的な

対策を取れるような企業を公募するというふう

に捉えてよろしいんでしょうか。

【森川水産加工流通課長】赤潮対策につきまし
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ては、県内の主な養殖の産地であります橘湾と

か伊万里湾におきまして、養殖業者の皆様とか

漁協、市町、県、国の水産研究所や大学などで

赤潮の検討会というものをつくりまして、有害

赤潮を早期に発見、漁場への移動や増殖を予測

し、状況に即した対策を講じるために、赤潮対

策ガイドラインというものをつくって、そのガ

イドラインに基づき、定期的に沿岸定点での調

査やテレメータによる自動観測、防除剤の散布

などを行っている状況でございます。

県北の伊万里湾におきましては閉鎖的な海域

でありますので、他海域から流入することが少

ないので、湾奥で発生した赤潮が養殖場に近づ

く前に発生場所付近で防除剤を散布することで、

大きな被害は発生しておりません

一方、橘湾におきましては、ガイドラインに

基づく取組を行っておりましたが、昨年は、こ

れまで経験したことがないような赤潮の流れ込

みがあったというふうなことで大きな被害が発

生いたしました。

このように、外海に面した開放的な海域にお

きましては、より早く、養殖場に近づく前に赤

潮の発生、流入を予測することが重要ですので、

広域的な監視体制を強化し、早期発見と他海域

からの流入予測によりまして、赤潮が養殖場に

近づく前の適切なタイミングで効果的に防除剤

を散布することが大きな課題となっているとい

うふうな状況でございます。

【大倉委員】今の状況はわかっております。私

が聞きたいのは、そういう状況をより早く発見

できるような民間企業を公募するということな

んですか。そこをお答えください。

【森川水産加工流通課長】最近の赤潮の研究に

よりますと、衛星データを活用した赤潮をAIで
予測する技術であるとか、人工衛星画像を解析

して赤潮の種類を判別するとか、様々な新しい

技術が開発されてきているという話を伺ってお

ります。

この事業におきましては公募型の事業として

おりますために、現時点でどのようなものが出

てくるかわかりませんが、様々な技術を有する

民間企業と県内の養殖業者が連携して、県内漁

場をフィールドとした技術開発、実証を推進す

ることによって、養殖業の課題解決のために導

入、普及できるような技術提案を期待している

状況でございます。

【大倉委員】今、取組が続いていることも答弁

していただいて、よくわかっているんです。い

ろんなデータを集めて、それが結果的にはビッ

グデータとなって、私が望むのは、やはり事前

に予測できること、これが一番ありがたいこと

だし、そうなってほしいんですけれども、それ

が難しい。

今は対処療法になっているんです。発見して

から、それを先に見つけて、そして事前に対策

が打てる、そういった企業をぜひ公募してもら

いたいと思って、私は今、質問しているんです。

どうなんでしょう、例えば人工機能を使って

とか、気象データとかプランクトンの数を集め

てデータ化して、そしてそれを赤潮予測につな

げていく、そういった企業は現れるとお思いで

しょうか。そういう企業はもしかして県内にあ

ったりするんでしょうか。そのあたりの見込み

を教えてください。

【森川水産加工流通課長】 現在、県内企業が、

鹿児島県の鹿児島湾であるとか八代海であると

か、そういうところをフィールドとして、国の

事業を活用して、AIによる赤潮の予測、赤潮の
天気予報のようなものを開発しようという動き

があっているのは承知しております。ですので、
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そのような技術がうちの県にも活用できるよう

になれば非常に有益だというふうに考えており

ます。

【大倉委員】ぜひ、こういった今の状況を打開

できるような、それこそブレイクスルー、赤潮

被害のブレイクスルー事業になればいいなと思

いますので、そういった企業にぜひ手を挙げて

もらえるような取組につなげていただければと

思っております。

もう一つ質問します。長崎のさかな魅力発信

事業費に関してご質問いたします。

これもまずネーミングから伺いたいんですけ

れども、推し魚、このネーミングは非常に印象

的で、わかりやすいし、私は好きです。今まで

なかった言葉です。

「推し」というのは、結構若い世代でも使う

言葉です。一方でご高齢の方はどうなのかとい

うと、使わないんですけど、この漢字を読むと

「推し」という意味が一定わかるかなというと

ころで、このネーミングは非常にセンスがある

と私は思っています。

ただ、これを実際に広報、PRしていく場合、
やっぱりデザインなんですよね。デザインをち

ゃんとというか、おしゃれに、しっかりと心に

届くようなデザインにしてほしいんですけど、

そのあたりの構想は今、できているんでしょう

か。

【桑原水産加工流通課企画監】今のところデザ

インはできていないんですけれども、推し魚を

まずは選定して県内に提供していきたいと考え

ておりますし、その推し魚のお披露目会という

のを想定しておりまして、その場で、デザイン

になるのか、推し魚をPRしていくようなのぼり
だとかを作成していきたいと考えております。

【大倉委員】言葉の響きがいいので、ぜひデザ

インにもこだわって、広報・PRの時には、いい
意味で県民に引っかかるような、そういったも

のにしてもらいたいと思っております。

一番気になるのが、地域内での供給体制の構

築というところなんです。これ、ちょっと私は

イメージがわかないので具体的に聞きたいんで

すけど、これは県内のあるエリアを限定した形

で、そこで流通体制を構築するということなん

でしょうか。具体的にどういうふうに地域を限

定して流通体制を構築していくのか、教えてく

ださい。

【桑原水産加工流通課企画監】まず、そもそも

ですけれども、長崎県は350種類以上の魚が取
れていて、生産額として全国2位という水産県
と我々は自負しておりますが、地元で、県内で

消費する量としては3割程度にとどまっている
のが現状なので、そこを打開していきたいと、

県外に長崎の魚を売っていきたいというのが大

きな思いでございます。

これまで350種類ある中で「長崎県の魚」と
いうようなうたい文句を多く使ってきたんです

けれども、それだと一般の消費者にはなかなか

伝わりにくいであろうということで、例えば五

島のクエだとか、対馬のアカムツだとか、長崎

県の各地にそれぞれ特徴のある、特色のある魚

がありますので、それをきちんとうまく流通さ

せていきたいと。流通させるためには、やはり

値段、価格が大事ですし、小ロットの配送をや

っていかなきゃいけないので、そこをうまくや

っていこうと考えております。

そのためには、いきなり県内全域に供給する

というよりは、まずはその地域内でうまく流通

する体制を整えたいと。その上でだんだんと範

囲を広げていく、そういうイメージで進めてい

こうと考えております。
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【大倉委員】ちょっとまだ私はイメージがわか

ないですね。地域内で流通させると、例えば長

崎市でも小さいエリアでやっていくのか。ここ

に書いてあるのは全部離島、半島ばかりなんで

すけれども、エリアを限定して、魚だったらも

ちろん漁業者がいて、そして観光業のホテルが

あったり飲食店があったりと、そういった方々

を結びながら、小さいエリアで流通させていく

ということでしょうか。もうちょっと教えてく

ださい。

【桑原水産加工流通課企画監】我々のイメージ

ですけど、こちらに書いております五島のクエ

とか対馬のアカムツといったものを、まずは島

内でちゃんと流通させる。島内で流通させるた

めには、今委員がおっしゃいましたように、供

給する漁業者側や漁協だけではなくて、それを

ちゃんと使うホテルであったり飲食店であった

りというところに安定して供給しなきゃいけな

いと考えておりますので、まずは、ある程度限

られた離島内できちんと流通させていこうとい

うイメージでいます。

【大倉委員】何となく、一定理解はできました。

これは今までにない、新しい発想だと思うんで

す。ですから、非常に課題も多いというか、な

かなか一筋縄ではいかない事業なのではないか

と思うんですけれども。

ここに、五島とか壱岐・対馬、島原半島と、

離島半島の魚が推し魚ということで例が上がっ

ているんですけど、これは離島半島以外、長崎

市内とか佐世保市とか、そのあたりに波及する

方向にはならないんでしょうか。

【桑原水産加工流通課企画監】離島のみにとど

めようというつもりはございませんで、五島の

魚は長崎市に運んできていますから、その中で

長崎市は長崎市なりの取組をきちんとやってい

こうと思っています。また、長崎市はトラフグ

とか、地元で養殖されている魚もありますので、

そういったものもまたうまく活用しながら広め

ていければと考えております。

【大倉委員】魚で言うと逆に長崎市は、一つの

魚を推してしまうのは難しいのかなと私は思い

ますので、どうなんでしょうね、例えば五島の

クエを五島の地域で推し魚という形にして、そ

れを逆輸入的に長崎市でも食べられるんですよ

みたいな形で売りにする。そして、さしみシテ

ィを長崎市はやっていますけど、あれと連携し

ていくとか、そういった連携も含めてやってほ

しいんですけど、そのあたりの構想はあります

か。

【桑原水産加工流通課企画監】委員おっしゃる

とおり、我々もそういうイメージでおります。

長崎市は、もちろん長崎魚市場がございまし

て県内の魚も集まってきますので、長崎市は今、

さしみシティプロジェクトをやっていますし、

そちらは既に漁連の自動販売機とかも連携をし

ていますので、そこは引き続き長崎市とうまく

連携しながらやっていきたいと思っています。

長崎市は、ある程度県内の魚が集まるので、県

内の中でも産地とはちょっと違う取組になるの

かなというイメージはあります。

【大倉委員】本当にそうなんです。例えばクエ

を売りにして、長崎市内でもクエをどんと紹介

しつつ、ほかにもサバもあるよ、アジもあるよ、

イサキもあるよみたいな感じで、トータルで長

崎の魚はうまいんだと、そうやって観光客の方

にリピーターになってもらう、そして長崎は魚

の町なんだということを根づかせる方向にちゃ

んと持っていってもらいたいと思っているわけ

です。

今回の事業は、特に地域内の流通づくりが非



令和６年２月定例会・農水経済委員会・予算決算委員会（農水経済分科会）（３月６日）

- 51 -

常に難しい、大きな課題だと思うんです。壁だ

と思うんです。それを乗り越えてもらいたいん

ですけれども、やっぱり観光業者とか飲食店の

方々の協力が絶対に必要です。そのためにしっ

かりとみんながもうかっていくことが大事なの

で、そのあたりの説明とかをしっかりしてもら

いたいんですが、どうでしょうか、その辺のご

見解を教えてください。

【桑原水産加工流通課企画監】 今回の取組は、

流通に関わる方、消費者に提供される飲食店、

観光業のホテルの方、皆さんがもうからないと

何も意味はないと思っていますので、そのため

には、例えば観光に来ていただいた方に、ある

程度の値段といいますか、地元だから安く提供

するのではなくて、きちんとおいしい魚を、全

国的に値段の高い魚をそれなりの価格で提供し

ないと、全体がもうかることにはならない、回

っていくことにはならないと考えています。

魚を選ぶに当たっては、皆さん同じ魚を取っ

ているわけではないので、いろんなご意見があ

ると思います。値段のことを考えると、実際に

使われる飲食店であったりホテルであったりが、

これはある程度の値段で提供できるよというと

ころを強く推していかないと、全体をもってい

ったり、全国的に値段のしないような魚を提供

してもあまり意味はないなと思っていますので、

その辺で推し魚をよく選定した上で、推し魚を

頭として全体の魚を引き上げていきたいという

ふうに思っています。値段の安い魚、高い魚、

両方提供していきたいというイメージです。

【大倉委員】今おっしゃったとおり、長崎の魚

にそれ相応の価値をつけて販売するということ

が非常に大事ですので、観光関係者、ホテル業

の方とか飲食店の方にも、今おっしゃったよう

に、ちょっと高い値段も踏まえて、そういった

料理を考案してもらうとか、そこをぜひ議論を

深めておいてもらいたいと思っています。

そうなれば漁師だって、高い値段で地元に落

とすことができたら、それはうれしいわけです

し、そうしたら県外においしい魚が流出してい

く現状がちょっと変わってくるかもしれない。

今は3割でしたっけ。それをもうちょっと、4割
5割と増えていけば、それに越したことはない
わけですから、漁師にとってもそれはいい話で

すから、そこはみんながもうかるような形にぜ

ひ持っていってもらいたいなと思っています。

ノドグロだって、高級魚として全国的に有名

ですけど、あれは長崎の魚ですからね。対馬の

近海で取れたと思うんです。ブランド化も今は

やっていますけど、結局それが県外に流出して

いっている現状ですから、本当は地元で消費を

してもらいたいわけです。

そういう、漁業者も観光業界も飲食店もみん

なが儲かる、ウィンウィンのシステムづくりを

やってほしいんですけど、できるんですか。

【桑原水産加工流通課企画監】非常に難しいテ

ーマだとは思いますけれども、これに取り組ん

でいかないと、漁業、観光業含めて長崎県とし

て発展していけないと思っていますので、いろ

んなご意見はあると思うんですが、供給する水

産関係者だけではなくて、もちろん観光を含め

た方、県の方も観光部局と連携しながら話を進

めていきたい、想定しているものをきちんと実

現していきたいと考えています。

【大倉委員】恐らく最初は協議会とかを立ち上

げて進めていくんだと思うんですけれども、恐

らくいろんな声が噴出しますよ。観光業界、飲

食店から、「推し魚を一つなんて決められんだ

ろう」とかですね。「何をもって推し魚なんだ」

とか、「1年間通じて流通なんかできないよ、
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季節によって魚は取れるものが違うんだ」とか

ね。例えば冷凍して出すのか、出さないのかと

か、それはもういろんな声が出るのはもう目に

見えているわけです。

でも、それをぜひ担当課の皆さんは、これは

みんながもうかるシステムなんだよと、もうか

るようにできるんだよということをちゃんと説

明しなきゃ、多分、この事業は頓挫してしまう

ので、それはもったいないと思うから、ぜひ成

功に導いてほしいわけです。

今年度、この推し魚の事業をどこまで進める

ことができるのか、目標みたいなものはござい

ますか。

【桑原水産加工流通課企画監】進め方としては、

まず魚種、推し魚を選定する会議を、漁協、漁

業者、観光関連事業者、あるいはアドバイザー、

市町も含めて会議を設け、その後、きちんと安

定して供給する体制をつくらなきゃいけない、

その会議を別途設けていきたいと思っています。

目標としましては、あまり過大な目標を立て

てもしようがないというか、あれなので、まず

は、どこの地域でやるのか、その地域でちゃん

と推し魚の条件を満たせるような魚を選んでい

こうと、1魚種を選ぼうというのを来年度の目
標としております。

【大倉委員】本当に頑張ってください。長崎は、

漁業生産量は2位ですね、漁獲高は3位です。間
違いなく魚県なんです、長崎は。ですから、こ

の事業は長崎の未来が詰まっていると私は思い

ますので、着実に進めていってもらいたいと思

います。

海業に関しても聞きたいんですが、これは条

例議案にも含まれていますので、委員会の方で

質問します。

【中村(一)分科会長】 ほかに質疑はありません

か。

【近藤委員】私から一つ、公共事業の方でちょ

っとお聞きしたいんです。かなり大きいお金が

出ているので。

水産環境整備費等で39億円ですね。水産生産
基盤整備等で66億円、もう一つが農山漁村地域
整備交付金事業費等で28億円というふうに区
別してお金が出ているんですけれども、まず、

水産環境整備というのはどういう形でやってい

るのか、それを教えてもらえますか。

【松本漁港漁場課企画監】環境整備事業といい

ますのは、漁場環境を改善していくために、公

共事業等を利用しまして、増殖場も含めた形で

海洋環境の整備を公共事業で行っていく事業に

なっております。

【近藤委員】 私は、環境を変える整備って、ど

ういう整備なのかを聞きたいんです。一般的に

そういうふうに言葉で流されたら、「ああ、あ

あ」とは聞くんですけれども、じゃあ、どうい

うことなのと、わかるように説明していただけ

ないでしょうか。

【松本漁港漁場課企画監】具体的には、藻場の

造成であるとか水質の環境に結ぶもの、あるい

は基礎生産力の向上に結び付く底質の着底であ

るとか、そういった形で全体的に基礎生産力で

あるとか、海洋環境を保全していくとか、そう

いう具体的なところでの基盤整備の事業等を行

っているところでございます。

【近藤委員】 藻場とか、そういう形ですね。

じゃあ、県内で場所的に大体こういうことを

やっているんだと、その場所を具体的に、言え

る範囲で結構ですので、教えてもらえますか。

【松本漁港漁場課企画監】事業につきましては、

特定の地域ということではありませんで、県内

全域において、離島も含めて整備は行っており



令和６年２月定例会・農水経済委員会・予算決算委員会（農水経済分科会）（３月６日）

- 53 -

ます。今、手元に資料がないんですけれども、

具体的にどこの地区でどれぐらいの規模という

のは、特定の地区ではなくて、離島も含め県内

全地区でそういった事業には取り組んでいると

いうことでございます。

【近藤委員】ちょっと待ってよね。予算を立て

ているんだよな、これ。ある程度の見通しも立

たないところにこの予算を入れているのか。今

の答弁では、何もないところに予算だけが立っ

ていて、どこをやるかわからないって、そうい

う答弁はちょっとおかしいんじゃないかなと思

うんですけれども。

具体的に大まか、こことここにこういうふう

なあれがあるよねということの中に、その予算

を立てて、それをこういうふうな形で出すのか

なと思っているんですけど、今の答弁ではちょ

っとわからないなと思うんですけど。

【松本漁港漁場課企画監】先ほどの答弁の繰り

返しになりますけれども、具体的にやっている

内容としましては、例えば海底耕うんであると

か、藻場の回復対策でありますが、これは基本

的には長期計画に基づきまして設定しておりま

す。

具体的には、離島も含めて漁場の整備は、長

崎北、南、対馬、壱岐、五島という形で、地域

によってそういう整備を行うようにしておりま

す。

【近藤委員】ちょっとね、長期的でも何でもわ

かるんだけども、具体的にある程度の計画の中

にしか、こういう予算は立てられないんじゃな

いのかと思うんだけども、今の答弁ではちょっ

とわからないんだけど。

何かあるはずだから、わかるような説明をし

ていただけないですか。

【中村(一)分科会長】 暫時休憩します。

― 午前１０時３９分 休憩 ―

― 午前１０時３９分 再開 ―

【中村(一)分科会長】 分科会を再開します。
【宮地水産部参事監】説明いたします。長崎県

の水産環境整備につきましては、令和4年から
13年の期間で特定漁港漁場整備事業というこ
とで、事業計画を立てて推進しているところで

ございます。

具体的には、先ほども申しましたとおり大き

く5つの地区に分かれておりまして、対馬地区
で、およそ94億円程度かけて漁礁あるいは増殖
場の整備をするとしていること。壱岐地区は、

約51億円程度かけて漁礁、増殖場の整備をする。
また長崎北は、平戸とかが含まれる地域でござ

います。こちらはおよそ70億円ほどかけて漁礁、
増殖場の整備をする。また五島が、約90億円ほ
どかけて、いずれも10か年で漁礁、増殖場、ま
たはマウンド礁というものの整備を行います。

また長崎南につきましては、橘湾とか、そうい

ったあたりを含む地域でございます。こちらが

140億円ほどかけて漁礁、増殖場、海底耕うん
の整備をするといったことになっております。

細かな地区につきましては、地元の漁協など

と協議しながら詳細については決まっていきま

すけど、大まかにはそういう10か年の計画を立
てて推進しているところでございます。

【近藤委員】 10年間の計画の中に、マウンド
礁が出てきたんですが、マウンド礁は今、計画

は1つだけですか。
【宮地水産部参事監】マウンド礁につきまして

は、五島でやっているのと、あとは国と連携し

てやる事業で広域フロンティアと呼んでいるも

のでございますが、対馬でやっているマウンド

礁の計画がございます。これは、この10か年の
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計画とは別の計画を立ててやっているものでご

ざいます。

ほかには、国の直轄で対馬海峡地区でまた別

途フロンティアということでやっておりまして、

大まかに言うと3か所といいますか、そういっ
たところで今、事業を展開しているところでご

ざいます。

【近藤委員】マウンド礁が出たから、ちょっと

いいかな。

マウンド礁の材料で、石とコンクリートと2
つあると思うんです。対馬は、この前は石でや

って崩れたという情報が入っているんですけれ

ども、そこら辺の石とコンクリートを国として

はどういうふうな割合で考えているのか、まだ

情報は入らないんですか。

【松本漁港漁場課企画監】お尋ねがありました

コンクリートブロックと石材の組み合わせ、い

わゆるミックスでありますけれども、これは海

域によって、それぞれの安定上の問題とかがご

ざいますので、委員のお尋ねの件に関しまして

は、正直なところ、まだ今のところは何割とい

うのは。

【近藤委員】 どうもありがとうございました。

もう一つ、水産生産基盤整備に関してはどう

いうことか、簡単にぱぱっと教えてください。

【本多漁港漁場課長】基盤整備につきましては、

漁港の整備が主なものになります。長崎漁港と

か、上五島でいうと奈良尾漁港とか、漁港の整

備を行っていくのが主になります。

【近藤委員】もう一つです。農山漁村地域整備

についてもちょっと、簡単にいいですよ。

【本多漁港漁場課長】地域整備につきましても

漁港の整備になりますが、老朽化した施設の改

修とか、そういうものが主なものになると考え

ております。

【近藤委員】 じゃあ、新しくつくるというか、

整備をするのは水産生産基盤整備費で、今まで

やった附属のあれをいろいろ整備していくのは

農山漁村地域整備交付金事業費という形で理解

すればいいんですね。わかりました。ありがと

うございました。

【中村(一)分科会長】 ほかに質疑はありません
か。

【堤委員】 今日は私、眼鏡を忘れてきて、とて

も苦労しているんですけど。

漁業就業者の確保、育成対策として、漁業と

漁村を支える人づくり事業費9,937万5,000円
が計上されています。

この事業名では昨年、令和5年度から始まっ
た新規事業で、令和6年度については、新年度
は1,600万円ほど減額されています。横長資料の
26ページには、漁業と漁村を支える人づくり事
業費とあって、Uターン者を呼び込みとありま
すけど、説明資料にはIJターンと書いてありま
して、そこのところがちょっと違っているなと

思うんです。あとの中身は一緒なんですけれど

も。

漁業と漁村を支える人づくり事業費9,000万
円、新規漁業就業者定着支援事業費とありまし

て、これが新年度900万円、ここが前の年度よ
りも大分減額されています。その中身を見ます

と、離職防止を図るために新規漁業就業者の支

援ということ、それから経営改善に取り組む漁

業者の技術習得を支援するとあります。900万
円で一体どのくらい、何ができるのか、どうい

うふうにお考えなのかお尋ねします。

【齋藤水産経営課長】お尋ねの新規就業者関係

の対策の事業は、中で2つに分かれております。
まず、漁業と漁村を支える人づくり事業につ

きましては、IJターン者を呼び込むというふう
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に書いていますので、IJターン者を含めて新規
事業者が漁業の技術を習得するための研修費が

主な内容となっている事業でございます。

それから、新規漁業の定着の方の支援につき

ましては、研修が終了して、新規に漁業に就業

される際にかかる漁業の経費、そのあたりを支

援していこうという内容で組み立てたものでご

ざいます。

事業費が減っているというところでございま

すが、この事業につきましては実は平成17年度
ぐらいから続いておりまして、ずっと事業の拡

充とか何とかやってきて現在に至っている事業

でございます。その中で、令和5年度に実は中
身を大きく変えておりまして、漁業の技術習得

の研修にかかる費用につきましては、月々12万
5,000円支給していた額を13万8,000円に上げ
ております。それが一つ大きな改革になったと

思っております。

それからもう一つ、新たに起こしました定着

支援事業につきましては、これまでは技術の習

得の研修を支援することをメインでやってきた

んですけれども、新規就業しても、特にIJター
ン者につきましては、漁業の所得が少ないこと

で離職率が高いこともあって、就業した後に少

し支援をしてあげて定着を促そうというところ

でつくったものでございまして、この900万円
につきましても、実際には漁業経費最大限180
万円を見た中で、県と市でそれぞれ3分の1を支
援するということで、県費の持ち出しは実際に

最大で一人当たり30万円という額になります。
今のところ、このあたりの額は市町からの要望

に基づいて積み上げをしておりますので、今の

額でもって十分事業を推進できるものというふ

うに思っているところでございます。

【堤委員】少し具体的なところが見えてきまし

た。県費が一人当たり30万円ということでした
ら、30人ぐらいで900万円という計算になるん
でしょうか。

【齋藤水産経営課長】 想定といたしましては、

900万円全部がそれに回っていくということで
はございませんので、市町の要望に基づいて、

これから要望調査をしながら積み上げていきま

すので、今現在、何名を対象にということはご

ざいません。令和5年度につきましては、5名程
度の方を支援している状況にあります。

【堤委員】 現在は5名程度を支援しているとい
うことですね。

私、3年前にこの委員会に所属をしていたん
ですけれども、その時は、人がつくる持続可能

な漁村推進事業費は7,900万円ほどあったわけ
です。農業の新規参入者に比べて漁業の方は、

支援の中身がちょっと薄いんじゃないかと思っ

たり、3年前もお話しした時、今の説明では技
術支援ということ、研修に充てるというお話で

すけれども、生活の面の支援でですね。

3年前に質問した時に、「住宅の支援はあり
ません」と言われたんです。ほかの産業でも、

やっぱり移住者などへの住宅の支援がなかなか

できていないと言われていたように思うんです

けれども、現在はどうなっているんでしょうか。

【齋藤水産経営課長】移住とか含めて住宅は非

常に大切な部分と認識はしているんですけれど

も、現状で申し上げますと、住宅の支援はまだ

できていない状況で、今のところは役割分担と

いう中で市町の担当ということで、現在は市町

でやっていらっしゃる部分もあるのではないか

というふうに認識をしております。

【堤委員】直接関わるのは市町ですから、市町

がしっかり受入体制を整えて、今は空き家もた

くさんありますので、その有効活用で住宅をと
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か、そういうことができれば移住がしやすかっ

たり、生活費の負担軽減になったりするかと思

いますので、そこのところを市町と連携しなが

ら取り組んでいただきたいと思います。

先ほど一人当たり30万円と言われましたけ
れども、生活というか、移住してきて新規に参

入する人に対する支援は30万円とか、市町で何
かそういう制度があったりするのかなと思って

いるんですけれども、一体どのくらい支援を受

けられるものなのか、お尋ねします。

【齋藤水産経営課長】漁業を始めたい方が長崎

に来る場合に、技術習得支援というところで月

に13万8,000円の経費で、最大限3年間支援をし
て技術を習得していただくという形がまず一つ

ございます。その後に定着の支援ということで

漁業経費のところを一部負担、県費でいえば年

間で30万円を最大限2年間支援することで、ト
ータルで見ますと5年間をもって技術をきちん
と習得をしながら、定着をして漁業に就いても

らうというようなことで考えているところでご

ざいます。

【堤委員】 わかりました。最大5年間の支援が
続くということですね。

離職者が多くて、定着率がなかなか上がって

いかない状況かと思いますけれども、新規参入

がどのくらいあったとか、定着率がどのくらい

とか、後ほど議案外でまたお聞きしたいと思っ

ています。

やはり漁業は技術習得が難しい。もともと家

が漁業をやっていれば体験を通して身について

いくものがあると思うんですけど、全く経験が

ない人が新しく入ってくるのは非常に厳しいか

なと思います。

それと、以前お聞きした時は、漁村に移住者

が溶け込むのが非常に厳しくて、そこのところ

の体制を整えないといけないというようなお話

があったんですけれども、現状はどういうふう

になっているんでしょうか。

【齋藤水産経営課長】 その点につきましては、

前の事業の中で漁村づくりということで、漁村

における受け皿づくりを進めてきたところでご

ざいます。それで3年間事業を展開いたしまし
て、各年に7地域、21地域で、受入れの体制も
含めて漁村の活性化に向けた取組を各地で行っ

ていただきたいと、県の普及センターも入りま

して協議を進めてまいったところでございます。

そういった中で受入れモデル地区をつくり、

モデル地区では1人メインとなる相談相手を設
けて、その方を中心に、学校関係であるとか病

院関係、そういった様々な連絡体制をつくりな

がら受入れの体制をつくってきているところで

ございまして、モデル地区を2地区、平戸の舘
浦と対馬の高浜でつくっておりますので、そう

いった体制を今後広めていきたいというふうに

考えているところでございます。

【堤委員】水産県長崎ですから、後継者不足で

漁業が衰退していかないように、しっかり取り

組んでいただきたいと思います。

予算が前年度より減額になっていて、どうな

のかなとちょっと心配があったんですけれども、

しっかり取り組んでいただきたいと思います。

終わります。

【中村(一)分科会長】 ほかに質疑はありません
か。

【白川委員】今、堤委員が質問された漁業と漁

村を支える人づくり事業のところで追加で質問

です。

部長説明資料には、「漁村での子育て世代移

住者の受入体制づくりを進め」という文言があ

りますが、概要資料には、特段そのような言葉
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がございません。説明をお伺いしたところでい

うと研修事業ですね、人材育成の研修事業、技

術習得等の予算が大きく取られているというこ

となので、これから漁業を始めようという方た

ちの事業かと思います。

子育てにお金がかかる子育て世代が、これか

ら新たな事業を、収入が不安定な中に移住まで

して漁業を始めようというのは、なかなか難し

いんじゃないかというふうに考えるわけです。

ですので、子育て世代というところに本当にタ

ーゲットを絞っているのかどうかというのをお

伺いしたいです。

【齋藤水産経営課長】移住の現状を見ています

と、単身で移住をされている方よりも、家庭を

持って移住をされている方の定着率が高い現状

があるかと思っております。そういった中で、

やはり世帯を持った方を呼び込みたいというと

ころもございまして、ここにはそういった表現

をしているということでございます。

【白川委員】単身者よりもご家族で来られた方

の定着率が高いというのは、それは学校の都合

だったり、家族が多い方がほかに移動をしにく

いということもあると思いますので、当然そう

だとは思います。

漁村で子育てというイメージが、なかなかつ

きにくい。実際に漁村に行くと、ほとんどが高

齢者になっていたり、漁業者でも若い方で50代
というような話を聞く中で、そこが子育てを本

当にしやすい環境にあるのかどうか、保育所と

か通学とか、買い物の面でもスーパーや便利な

量販店もなかなか少ないような感じがあります

ので、単身者の方が、実際にこうやって学んで

始めようかと思う方は多いと思うんです。

なので、ここで結婚をして定住していただい

てという運びになると、そこに対する婚活だっ

たり出会いの創造といったところ、実際に漁村

に行くと、若手の男性からはそういうふうなご

相談も実際にあったりするようなので、子育て

世代をと思うのであれば、その前の段階からと

いうところ、若い人たちが来て定住に結びつく

よう、収入の面だけではなくて交流の創出など

も必要ではないかなというふうに思っておりま

す。この子育て世代移住者という部長説明の文

言はこのままでいいということで理解をしまし

たが、そういったことが概要の方に入っていな

いので整合性をとっていただければと思いまし

た。

それともう1点、藻場保全サイクル構築事業
費についてです。ブルーカーボンクレジット認

証に向けた調査を行うということですけれども、

この調査を誰がされるのかというところを伺い

たいんです。

本当に漁業の収入が非常に低くなってきて所

得が低いところで、燃料も高騰している中、漁

に出てももうけにならんという話をよく聞いて

おりまして、そういった中で漁師たちが海域の

調査とか海のそうじとか、漁業以外のことで収

入を得られているという話を聞いたことがあり

ますので、例えば調査とか、漁業者の方でもで

きるような作業があるのであれば、そういうこ

とを漁業者がされているのかどうか教えてくだ

さい。

【松本漁港漁場課企画監】藻場保全サイクル事

業の調査に漁業者が直接携わることがあるのか

というご趣旨のご質問だと思います。

実際これは来年度の新規の事業で、今、藻場

がどういう状況であるのかをまずは調査するこ

とになりますが、実際にはこれは専門的な調査、

例えば衛星写真の解析とか、目視調査とか、サ

ンプルの採取とか、そういった作業が中心にな
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ってくると想定しますので、漁業者が独自に作

業をするのはやや困難かなと。

実際は調査会社等への委託という形を取らざ

るを得ないとは考えているんですが、その場合

にフィールド調査におきまして漁船であるとか、

漁業者の補助が必要になる場合もございますの

で、それは今後、事業計画を組み立てて調査の

具体的なところが見えてきた中で、どういう形

で漁業者に有効なものになるのかというのは検

証してまいりたいと思います。

【白川委員】前向きなご答弁をありがとうござ

います。

地域の海を一番よくご存じの漁業者の方が、

そういった調査に関わることは有効ではないか

と思いますし、所得向上に向けたプラスアルフ

ァになると思いますので、ご検討いただければ

と思います。よろしくお願いします。

【中村(一)分科会長】 ここでしばらく休憩いた
します。

11時20分から再開いたします。

― 午前１１時 ７分 休憩 ―

― 午前１１時１７分 再開 ―

【中村(一)分科会長】 分科会を再開します。
先ほどの白川委員の質問に対する答弁に補足

したい旨の申し出があっておりますので、これ

を許可いたします。

【松本漁港漁場課企画監】先ほどの白川委員へ

の答弁に追加でご説明させていただきます。

新規事業の藻場保全サイクル事業ですが、こ

れは最終的に県がクレジットを取得して、その

取得したクレジット分をまた藻場保全に活用し

ていくという考えがございますので、その部分

においても、漁業者の食害生物の駆除であると

か、そういったところに活用できるかとは思っ

ています。

それとは別に、水産多面的機能発揮対策事業、

あるいは離島漁業再生支援交付金といったもの

で直接漁業者に、藻場や干潟の食害生物の駆除

であるとか、あるいは母藻の投入であるとか、

そういうような形で作業をしていただいており

ます。そういう面におきましては、漁業者に直

接の支援、具体的にお金が渡っている実態はご

ざいます。

【中村(一)分科会長】 それでは、引き続き予算
議案に対する質疑を行います。

質疑はありませんか。

【山口委員】 少し、2~3、質問させていただき
ます。

5ページの漁業取締関係でお尋ねします。
私ども長崎県としては、当然漁業は重要な産

業であります。漁業違反というものについて取

締りをやるのは当然のことです。考えるに、漁

業違反とは一般的に、漠然とはわかるわけです

が、私たちが思う漁業違反というのは、密漁で

あったり、外国船の違反操業であったり、ある

いは漁業の規格に関するもの等々じゃないかと

思うんですが、具体的にここで言う取締りとは

どういうものを指すのか、お尋ねをいたします。

【中尾漁業取締室長】漁業違反と申しますのは、

漁業関係の法令、漁業法とか県の漁業調整規則

とか、いろんなルールがございますが、そうい

うルールを逸脱した行為が漁業違反ということ

でございます。

そして、ここで申します漁業取締りというの

は、そもそも漁業違反についての取締りもさる

ことながら、日々、我々漁業取締船が各海域を

哨戒すること、あるいは哨戒して注意喚起する

ことも加えたものでございます。

【山口委員】外国船の違反操業等々も長崎県近
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海では起き得る状況にあるんじゃないかと思う

んですが、次の取締船のところでもお尋ねはす

るんですけれども、傾向といいますか、どうい

う状況にありますか。

【中尾漁業取締室長】外国漁船の取締りについ

ては国が行うことで、我々県の漁業取締船等で

は行うことができないとなっております。ただ、

本県の取締船が哨戒中に外国漁船の違法操業等

を見た場合は、速やかに国に通報することにな

っております。

そして、本県周辺海域での外国漁船の検挙隻

数は、海上保安本部と九州漁業調整事務所調べ

で、令和5年12月末現在で韓国1隻ということに
なっております。

【山口委員】予算議案ですから、予算に関して

お尋ねします。今回の漁業取締費は4億5,054万
2,000円が計上されているわけです。もろもろの
漁業違反があるわけですが、この予算をどうい

うふうに使われようとしているのかについて、

これは概略で結構ですから、主な項目だけでも

結構ですから教えていただきたいと思います。

【中尾漁業取締室長】この具体的な中身につき

ましては、漁業取締船が現在5隻ございますが、
漁業取締船の維持管理、日々のメンテナンスと

か、一定メンテナンスをしないと安全航行でき

ませんので、そういうものにかかる経費とか、

関係機関との連携のための会議費であるとか、

あるいは、航空機で哨戒活動、取締活動を行う

んですけれども、こういった部分にかかる経費

が入っております。

【山口委員】もろもろの漁業違反もあるわけで

すが、次の項目に漁業取締船を新しく造る予算

が計上されています。「かいりゅう」の代船を

造るということでありますが、「かいりゅう」

は何年間ぐらい頑張ってくれたのか、概略教え

ていただけますか。

【中尾漁業取締室長】漁業取締船「かいりゅう」

につきましては、今の船は進水が平成5年1月で
ございまして、31年間頑張ったことになります。
【山口委員】 31年間というのは、この種の船
の使い方としてはどうなんですか、平均的なも

のですか。

【中尾漁業取締室長】漁業取締船「かいりゅう」

はアルミ合金製です。アルミ合金製につきまし

ては、大体20年程度が耐用年数となっておりま
す。

【山口委員】そういうことで代船を造るわけで

す。新しく造る船の予算は5億2,900万円と計上
されていますが、その規格的なもの、いわゆる

船の大きさ等々、総トン数とか、どういう乗組

員の数を計画しているのか、あるいは新しく造

る船の活動範囲、その辺を概略教えていただけ

ますか。

【中尾漁業取締室長】新しくできます漁業取締

船「かいりゅう」につきましては、総トン数が

約86トン、最高速力35ノット以上、推進方式は
プロペラで、船体の材質は軽合金製でございま

す。主要装備といたしましては洋上監視カメラ、

追尾機能型レーダー等になっております。哨戒

海域については県内全域になります。船員数は

8名でございます。
【山口委員】 こういう取締船を長崎、佐世保、

どこかに配置するわけですが、今回新しくでき

る船はどちらに配備するんですか。

【中尾漁業取締室長】漁業取締船の配置につき

ましては、今は5隻いるんですが、毎日2隻は必
ず、何か違反情報があったら対応できるような

態勢を取っておりまして、どこに配置というの

はございませんけれども、的確に対応できるよ

うに配置したいと思います。拠点港は、新三重
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に停泊することになります。

【山口委員】いずれにしても、長崎県管理の船

ということですね。よろしくお願いします。

【中村(一)分科会長】 ほかに質疑はありません
か。

【虎島委員】ほかの委員と項目がかぶってしま

って恐縮ですけど、まず、養殖技術ブレイクス

ルーについて質問いたします。

ブレイクスルー、非常に挑戦的な取組がなさ

れるということで、私も長年、国の研究事業で

課題評価とか進捗管理に携わっておりましたの

で、非常に期待をしております。

一方で、こういった取組は、水産試験場や長

崎ブルーエコノミーと同じ方向性の取組だと思

いますし、赤潮については先日、国の方に、赤

潮に対する研究であるとか要望を出したところ

であります。

今これを長崎でやる意義とか、意気込みとい

うのをお聞かせいただければと思います。

【森川水産加工流通課長】先ほども少しお話を

させていただきましたが、これからの養殖業を

成長産業化していくというふうな方向を向いて、

現状はかなり厳しい状況、生産者自身で対応で

きないような課題に直面しているというふうな

状況にあります。そういう時だからこそ、県が

旗を振って、各機関と連携しながら技術開発を

行っていくんだというふうな考えでつくった事

業であります。

国の研究機関等々との関わりということで、

赤潮については国の方にも、発生メカニズムの

解明とか、そういうふうなご要望をさせていた

だいたところであります。一般的に国の研究所

は割と基礎研究というか、実験室というところ

が多くて、地方は現場に合った、それは現場に

導入するとなれば当然、地崎の海域をよく知っ

ている県でやらなきゃいけないというふうな意

味合いもございます。

国と地方の役割分担だけではなくて、対策の

スピードアップを図っていきたいと思いますの

で、今回このような事業を組んで、県、民間企

業、養殖業者の皆さん方が連携して、課題の解

決に取り組んでいきたいというふうに考えてお

ります。

【虎島委員】 予算の経過を見ると、1億2,000
万円の要求が6,000万円になったということで
すけど、頑張って予算を獲得していただいたと

思っています。年間2,000万円で1年間で開発す
るわけですから、それなりの成果が期待できる

と思います。先日も産労部でもありましたが、

スタートアップの企業で、先ほどご紹介があり

ました衛星を使ったAIでの赤潮予測とか、ほか
にも魚粉に替わる昆虫を使った餌の企業とか、

県内でも頑張っている企業がありますし、これ

は全国に公募するということですので、新しい

光る何かを見つけていただいて、長崎に資する

開発をぜひ頑張っていただきたいと思います。

続きまして、長崎のさかな魅力発信事業につ

きまして、この事業は私、推し事業と思ってお

ります。長崎は魚種全国ナンバーワンというこ

とでありますけれども、魅力が拡散してしまっ

て、なかなか訴求できないところがあると思い

ます。地元のレストランとか観光業、漁協が団

結してこの問題に取り組んでいくことは、非常

に期待が持てるのではないかというふうに思っ

ております。

この推し魚が決まった後、どういった展開が

待っているのかというのをお聞かせいただけれ

ばと思います。

【桑原水産加工流通課企画監】 一番の目的は、

先ほども申しましたが、地元県内で、長崎県で
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取れた魚をちゃんと消費していきたいというの

が大きな目的です。観光客の方に長崎のおいし

い魚を食べていただきたいというのもあります

し、地元県民も消費して、大半の魚を関西や関

東の大消費地に送るのではなく、地元の消費を

まずは定着させていきたいと。

先ほど、3割ほどが県内に仕向けられている
という話をしましたが、それをできるだけ増や

して、県外に頼るのではなく、地元で価格が形

成できるような状態になればいいなと考えてお

ります。

【虎島委員】長崎の魚を食べに来たけど、長崎

の市場には流通しないというような残念な状況

が多いと思います。

実際今まで、プライドフィッシュとか、漁連

の方で取組があったと思うんですけれども、成

功事例といったものはございますでしょうか。

【桑原水産加工流通課企画監】成功事例という

か、例えば北海道だとか、石川だとか富山だと

かは、地元で取れるカニだとかノドグロ、ホタ

ルイカといったものが、ある程度全国に定着し

ていると思いますので、そういう状態を目指し

ていきたいと思っています。

それと、話にありましたプライドフィッシュ

は、各県のJFグループが選定するもので、現在、
長崎県では県漁連がイサキ、マアジ、クロマグ

ロの3種類を認定されており、全国で291種類と
いう状態になっています。

正直プライドフィッシュって、全国的にそれ

ほどまだ知られてはいないと思いますけれども、

やろうとしていることは、基本的な考え方は同

じだと思うので、場合によっては、これらのク

ロマグロとかという魚種も、我々がやろうとし

ている推し魚とダブってくる可能性は十分にあ

るかと思います。

【虎島委員】さっき、大倉委員からもありまし

たけど、ノドグロなんて、北陸に旅をすると「長

崎産ノドグロ」と売っているんですよね。こう

いった状況が方々で見られますので、ぜひ長崎

の推し魚をどんどんつくって、長崎の漁業を繁

栄させていただければと思います。

続きまして、藻場保全サイクル構築事業につ

きまして、これは昨年、私は一般質問で質問さ

せていただきました。その時にブルーカーボン

クレジットについても言及、答弁いただきまし

たけれども、ブルーカーボンクレジットを取得

した実績について、ございましたらお知らせく

ださい。

【松本漁港漁場課企画監】 現在、県内では、ご

承知のとおり五島市ブルーカーボン促進協議会

が令和3年10月に設立されています。この協議
会が、令和4年11月にブルーカーボンクレジッ
トの認証を受けております。12.1トンの認証を
受けております。

壱岐市が同様に、協議会形式でブルーカーボ

ンクレジットの認証を受けておりまして、11.5
トン。

直近でいきますと、佐世保市が承認を受けた

と聞いております。数量については、つい最近

認証されまして、すみません、ちょっと確認し

ます。

【中村(一)分科会長】 暫時休憩します。

― 午前１１時３７分 休憩 ―

― 午前１１時３７分 再開 ―

【中村(一)分科会長】 分科会を再開します。
【松本漁港漁場課企画監】 佐世保市は、令和6
年1月に申請しておりまして、これが12.3トンと
いうことで、県内では3地域が認証されている
ということでございます。
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壱岐市は、五島市と勘違いしまして、974.6
トンが認証されております。

【虎島委員】想像以上に広がりを見せていると

いうこと、大変驚きました。

実質、お金に換算したらどのくらいになるの

か、ご存じでしょうか。

【松本漁港漁場課企画監】実際に販売されてい

るのが五島市と承知しておりますが、これが

12.1トンで55万円という形で取引がなされて
いるようです。一応完売したと聞いております。

【虎島委員】 この55万円が労力に値するかと
いうところが、なかなか評価は難しいと思いま

すけれども、これが拡がることで藻場保全を継

続的に行っていくことにつながっていくと思い

ますので、ぜひ増量に向けて、またいろんな地

域に広げていただきたいと思います。

実際に具体的に、先ほども少し答弁がありま

したけれども、今年度行う事業についてご説明

いただければと思います。

【松本漁港漁場課企画監】この藻場保全サイク

ル構築事業は、最終的には3年後の県としての
クレジットの取得を目指すという最終目標を掲

げておりまして、その前段となる来年度は、現

状ある藻場マップのデータとか、そういう既存

のデータを活用しながら藻場の状況をまずは確

認する。その後に、全体の量と、それがどれく

らのトン数に換算できるのかというところまで

調査を進めまして、最終的にはカーボンクレジ

ットの取得を目指すという流れになります。

【虎島委員】この事業も私は注目しております

ので、ぜひ頑張っていただきたいと思います。

以上です。

【中村(一)分科会長】 ほかに質疑はありません
か。

【前田委員】 水産部として目指すべき方向は、

当然生産量と流通量を拡大することと、就労を

きちんと維持していくこと、それから所得を上

げていくことだと思っています。

総合計画が、令和7年度が最終年度ですから、
いよいよ終盤に入ってくるんですけれども、一

番肝心の一経営体当たりの平均所得は、基本数

値として239万4,000円、平成26年から平成30
年の平均値、令和7年度の272万円9,000円。
そもそもその額が低いということは、私はこ

れまでもずっと言ってきているんです。新しい

人たちを求める中で、そんな収入で、結婚して

子どもを産んで養えるかというと到底、農業と

比べたら全然低いかなと思っているんです。

今、平均の所得はどれぐらいで推移している

んですか。

【尾﨑漁政課長】お尋ねのありました漁業者の

平均所得につきましては、各地域で計画を立て

ております浜プランに参加している漁業者の平

均ということで、水産振興基本計画において算

定しているものでございます。

令和4年度につきましては、魚価の回復等も
ございまして、平均の所得が大きく増加し400
万1,000円となっております。
【前田委員】 400万1,000円と、さっき私が言
った272万9,000円って、どう数字を整えるんで
すか。

【尾﨑漁政課長】一経営体当たりの平均漁業所

得額は、先ほど委員からもご紹介があったよう

に基準値が239万4,000円で、最終目標が272万
9,000円でございます。
これまでは、その数値に近いところでありま

すけれども、令和4年度はかなり所得が増加し
ている実態がありまして、今後、令和5年度以
降も、こういった魚価の向上とか、そういった

ものにおきまして所得が向上するかどうかとい
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うところを見極める必要があるというふうに考

えております。

【前田委員】予算に直結しないので、また改め

て議案外でやりますけれども、浜プランに関わ

っている方の所得が今の数字だと思うんですが、

それを目標としてやってきていると理解してい

いんですか。いいです、後でやります。その上

で、議案外の中で、今言った浜プランや地域別

の施策展開等の計画についての進捗をお尋ねし

たいと思います。

具体には、人材の確保の中で漁業と漁村を支

える人づくり事業費が上がっていますけれども、

令和5年度の実績と令和6年度の目標値につい
て確認をしたいと思います。

【齋藤水産経営課長】人づくり事業につきまし

ては、最終的な目標としては新規就業者の獲得

というところがございまして、令和5年度の実
績につきましては、研修の事業の数字で申し上

げますと71名の方が利用をされている状況に
ございます。そういったところを含めて新規就

業者の獲得というところでは、令和5年度の数
字はまだ出てきておりませんで、令和4年度に
つきましては新規就業者の獲得は203名と年々
増えていっている状況にございます。令和6年
度につきましても、同程度の方の研修の支援を

していきたいと考えておりまして、新規就業者

210名を獲得するという目標でやっているとこ
ろでございます。

なお、令和5年度につきましては、目標は200
名で進めている状況でございます。

【前田委員】 数値については了解しました。

先ほど堤委員からも少し発言があっていまし

たけれども、農業の方と比べたら、新規の人材

の確保について、資料のつくり込みのせいなの

かもしれませんけれども、農業の方が呼び込み

の対策から就農の育成、それから円滑な就農と

いうふうに段階的にずっとなっているのに対し

て、水産部の方は何かスポット的なことでしか

表現していなくてですね。人材を育てるという

意味でいけば、もう少し工夫が必要なのかなと

思っていますので、ぜひその点は、私たち議会

もですけれども、外に向けてわかりやすいよう

な形で人材育成をしっかりやっているというこ

とに努めてほしいと思っています。

部長説明資料の9ページに、魚市場の特別会
計予算の説明が載っています。長らく魚市場の

運営については特別会計でやっていると思うん

ですが、繰入金も発生していて、繰入金を了と

はしませんけれども、魚市場の現況を見た時に、

この特別会計でやっていくこと自体に非常に無

理があるという認識を私はしています。

現場に行ったらわかると思いますけれども、

仲卸のあの状況を含めて、衛生化も進めていま

すけれども、先々衛生化する中では、仲卸のと

ころこそ高度衛生化しないと意味がない話です

けれども、一向に進まない。さりとて、仲卸業

者のあの現状を見た時に、あそこからそれ以上

の負担が取れるのかというと取れないし、地代

等も下げてくれみたいな要望も出ている中で、

全体を含めて見た時に、基盤の整備はしっかり

とやっていただいていますけれども、運営に関

してのありようの特別会計予算でやっている中

身がですね。右上がりできているところはいい

ですけれども、特別会計でこの金額でやってい

くことに対しては非常に限界があるし、繰入金

を増やしてはいけないんだという認識は持ちつ

つも、一定根本的に予算立てというか仕組み、

スキームを考える必要があると思っています。

この点についてちょっと見解を、部長か次長

にお尋ねしたいと思います。
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【吉田水産部次長】魚市場の整備につきまして

は、議会のご了解をいただきながら、平成23年
度から高度衛生化施設の整備を進めてまいりま

した。令和6年度をもちまして、第1期分の整備
が概ね完了する見込みでございます。

委員おっしゃいましたように、次に出てまい

りますのは、仲卸等とか発送業者の関連等とか、

そういったところが課題と思っておりまして、

県といたしましても、これまで関係機関、関係

業者の方、いろいろ協議はしてまいりました。

現状におきましても、いろんな支援メニューが

ないのか、水産庁などと継続して協議をしてき

ているところでございます。令和6年度をもち
まして1期が終わりますので、水産部としても
次に向けて、引き続きそういった整備にまい進

してまいりたいというふうに考えております。

その上で、特別会計の繰入れの問題でござい

ます。施設につきましては一定更新がなされて、

繰入金も大体毎年横ばい程度できております。

委員からございました、業界の方のご負担の話

いろいろございますけど、整備につきましては、

長崎の魚が全国で選ばれて、単価も上がって、

市場が活性化して生産者の方ももうけていくと、

そういう趣旨の下で進めてきておりますので、

特別会計の問題は引き続き議論はさせていただ

きますが、まずは長崎の魚市場が活性化するこ

と、それを主眼に置きまして、引き続き進めて

いきたいと思っております。

【前田委員】活性化するために、特別会計のあ

りようというものを鋭意検討してほしいという

ことを要望しておきたいと思います。あとは議

案外でやります。

【中村(一)分科会長】 ほかに質疑はありません
か。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【中村(一)分科会長】 ほかに質疑がないようで
すので、これをもって質疑を終了いたします。

次に、討論を行います。

討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【中村(一)分科会長】 討論がないようですので、
これをもって討論を終了いたします。

予算議案に対する質疑・討論が終了しました

ので、採決を行います。

第1号議案のうち関係部分、第6号議案、第10
号議案、第59号議案のうち関係部分、第63号議
案及び第66号議案は、原案のとおり可決するこ
とにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【中村(一)分科会長】 ご異議なしと認めます。

よって、予算議案は原案のとおり、それぞれ

可決すべきものと決定されました。

水産部関係の審査の途中ですが、午前中の審

査はこれにてとどめ、午後は1時30分から再開
し、引き続き水産部関係の審査を行います。

しばらく休憩いたします。

― 午前１１時５１分 休憩 ―

― 午後 １時２８分 再開 ―

【中村(一)委員長】再開いたします。
次に、委員会による審査を行います。

議案を議題といたします。

水産部長より総括説明を求めます。

【川口水産部長】説明させていただきます。資

料は、農水経済委員会関係議案説明資料と、同

資料の追加１がございます。説明資料の2ペー
ジをご覧ください。

水産部関係の議案についてご説明いたします。

今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

第39号議案「長崎県漁港管理条例の一部を改正
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する条例」、第49号議案「直轄特定漁港漁場整
備事業に対する県の負担について」、第55号議
案「長崎県水産業振興基本計画の変更について」

であります。

はじめに、条例議案についてご説明いたしま

す。

第39号議案「長崎県漁港管理条例の一部を改
正する条例」については、「漁港漁場整備法」

が「漁港及び漁場の整備等に関する法律」に題

名が改正され、また、漁港施設等活用事業制度

の創設に伴い占用料の徴収に関する規定を追加

するため、所要の改正を行おうとするものであ

ります。

次に、事件議案についてご説明いたします。

第49号議案「直轄特定漁港漁場整備事業に対
する県の負担について」は、漁獲量が減少して

いる対馬暖流域のマアジ、マサバ、マイワシの

資源増大を図るため、対馬海峡地区において、

国が行う特定漁港漁場整備事業に要する経費の

一部を県が負担することについて同意しようと

するものであります。

次に、計画議案についてご説明いたします。

第55号議案「長崎県水産業振興基本計画の変
更について」は、「長崎県総合計画チェンジ＆

チャレンジ2025」の個別計画として、令和3年
度から5年間の計画として策定している「長崎
県水産業振興基本計画」について、長崎県総合

計画と同様に、数値目標の進捗状況等を踏まえ、

一部見直しを行おうとするものであります。具

体的には、「新たに取引を開始した商品の取引

額（累計）」の数値目標について、最終目標を

達成したことから、目標値を上方修正するもの

であります。

説明資料の3ページをご覧ください。
続きまして、議案外の主な所管事項について

ご説明いたします。

今回ご報告いたしますのは、原油価格・物価

高騰対策ついて、県産水産物販売促進等緊急対

策事業について、長崎の特性に応じた養殖モデ

ル実証事業について、長崎俵物認定委員会につ

いて、クロマグロの資源管理について、高校生

向け水産業ガイダンスの開催について、浜の活

力再生プラン優良事例表彰における農林水産大

臣賞受賞についてであります。

このうち、主な事項についてご説明いたしま

す。

原油価格・物価高騰対策について。

本県水産業においては、令和4年度以降の世
界的な原油価格の高騰により、漁業用A重油の
小売価格が昨年9月には過去10年間での最高値
を更新した後、現在も高止まりで推移しており、

漁業経営は大変厳しい状況となっております。

このため、県におきましては、国の臨時交付

金を活用し順次必要な対策を講じており、燃油

高騰対策として、燃油使用量軽減に資する船底

清掃の支援については、令和5年度は60漁協、
およそ5,900隻に対し、1億5,400万円の執行見
込となっております。また、燃油高騰リスクに

備えるセーフティネット制度への加入促進につ

いては、令和5年度の加入申込者への支援とし
て、計3,298名に対し、1億6,718万円の執行見
込みとなっております。

さらに、電気代・漁業関係資材等の高騰対策

として、節電に資する漁協の共同利用施設の機

器交換などの支援については、22漁協で延べ40
件に対し、4,700万円の執行見込みとなっている
ほか、養殖業における餌代の高騰対策として、

令和5年度の配合餌料の漁業経営セーフティネ
ット制度への加入申込者への支援については、

計113名に対し、1億6,458万4,000円の執行見込
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みとなっております。

引き続き、様々な社会情勢が県内水産業に与

える影響を注視し、状況の推移に応じて浜が求

める新たな対策の検討を行うなど、厳しい状況

を乗り切るためしっかりと取り組んでまいりま

す。

次に、県産水産物販売促進等緊急対策事業に

ついて。

本事業は、養殖用餌料の価格高騰等により、

養殖業者の経営環境が厳しい状況にある中、

ALPS、いわゆるアルプス処理水の放出に伴う
中国の日本産水産物輸入停止措置を受けてクロ

マグロをはじめとする養殖魚の荷動きが悪化し、

価格低下や滞留が発生していることから、これ

らの養殖魚の流通促進を図るため、県内外の量

販店等での販売促進や学校給食への提供を実施

することで、価格安定と消費拡大を図るもので

あります。

県内外の量販店等には、昨年12月から県漁連
を通して養殖クロマグロを販売しているところ

です。また、学校給食への提供については、県

漁連が養殖ブリを買い取り、40～60ｇの切り身
に加工してから配送されることとなっており、

3月から、要望のあった県内の小・中学校等に
おいて利用される予定となっております。

説明資料の4ページをご覧ください。
長崎の特性に応じた養殖モデル実証事業につ

いて。

本事業は、養殖業の沖合進出や先端機器を用

いた生産管理等の先進的な養殖モデルの構築と

実証により、輸出を見据えた生産の安定化や生

産量増大等を図ることを目的としており、令和

5年度は、県北地区のトラフグ1件について、波
浪等に強い養殖生簀の設置を完了することとし

ております。今後は、令和4年度に開始した県

北地区のクロマグロ養殖、上五島地区のブリ養

殖の2件と併せて、本事業により得られた養殖
魚の飼育データ等を活用しながら、本県での先

進的な養殖生産体制の普及に取り組んでまいり

ます。

次に、長崎俵物認定委員会について。

「長崎俵物」につきましては、本県水産加工

品のリーディング商品として知名度向上と販路

拡大を図るため、水産加工業界と県が一体とな

って育成強化に取り組んでおります。

去る2月1日、第35回長崎俵物認定委員会が長
崎市で開催され、関係業者、料理専門家及び消

費者等による厳格な審査が行われた結果、新規

10品、更新32品、計42品が認定され、更新済を
含む長崎俵物は合計103商品となっております。
今後も、長崎俵物の知名度向上と販売額の増

大を目指し、原料や味、安全・安心等にこだわ

った長崎らしい商品づくりを積極的に推進して

まいります。

説明資料5ページをご覧ください。
クロマグロの資源管理について。

令和5年4月から令和6年3月までの令和5管理
年度の漁獲枠に対する沿岸漁業の漁獲状況は、

全国では11月末現在で、30㎏未満の小型魚が
47.1％、大型魚が64.8％、本県では同時期で小
型魚が39％、大型魚が59.5％となっております。
本県では、漁獲枠の有効活用を図るため、漁

船漁業と定置漁業の漁業種類の間で、また、海

区や漁協間における漁獲枠の融通を促すととも

に、特に小型魚については、2月1日から漁獲枠
内の先取り方式として、一時的に海区ごとの枠

の区分をなくし、本県枠の概ね4分の1を県内で
一斉に漁獲する管理方式を実施いたしました。

また、水産庁においては、太平洋クロマグロ

の資源が回復傾向にあるとの評価結果を基に国
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際交渉を進めてきており、令和5年12月の国際
会議の結果、小型魚から大型魚への漁獲可能量

の振替特例措置の上限が10％から30％へ拡大
され、令和6管理年度から適用されることとな
りましたので、県内でもこの措置が有効活用で

きるよう関係漁業者への周知を進めているとこ

ろです。県といたしましては、親魚資源が回復

し沿岸への来遊量が増加している状況を踏まえ、

引き続き県漁連等と連携して、小型魚・大型魚

ともに漁獲枠の確実な増枠実現に向けて、令和

6年の国際交渉に取り組むよう国に要望してま
いります。

続きまして、追加1の2ページをご覧ください。
次に、浜の活力再生プラン優良事例表彰にお

ける農林水産大臣賞受賞について。

去る3月1日に行われた「令和5年度浜の活力
再生プラン優良事例表彰」におきまして、「諫

早市小長井地区地域水産業再生委員会」が「農

林水産大臣賞」を受賞されました。

本表彰は、地域が一体となり漁業収入の向上

やコスト削減の取組を行い、漁業所得の向上及

び漁村地域の活性化に関し他の範となる顕著な

実績を上げた地域を対象とするもので、「農林

水産大臣賞」の受賞は本県の地域では初めてと

なります。

今回の受賞は、地域の特産品である養殖マガ

キについて、県の事業も活用しながら耐久性の

高い鋼製筏を整備するなど生産体制を強化し、

加工品の開発や近隣地区と連携した直売所の品

揃えの強化に取り組み販売実績を延ばしたこと、

地元小学生を対象としたカキ養殖体験学習など

の後継者確保の取組が評価されたものです。

県としましては、水産物の付加価値向上や将

来の担い手確保に資する優良な取組として、こ

のことを広く紹介し、漁村地域の活性化を図っ

てまいります。

以上をもちまして、水産部関係の説明を終わ

ります。

よろしくご審議を賜りますようお願いいたし

ます。

【中村(一)委員長】 次に、漁港漁場課長より補
足説明を求めます。

【本多漁港漁場課長】お手元にお配りしており

ます資料2、「令和6年2月定例県議会 農水経済
委員会補足説明資料」の2ページをご覧くださ
い。

長崎県漁港管理条例の一部改正について、補

足説明させていただきます。

漁港漁場整備法及び水産業協同組合法の一部

を改正する法律（令和5年法律第34号）の公布
に伴い、所要の改正をしようとするため、今回、

長崎県漁港管理条例の一部を改正する条例議案

を提出させていただいております。

改正の内容は、先ほど水産部長から説明があ

りましたとおり2点ございます。
1点目は、条例の根拠法律である「漁港漁場

整備法」が「漁港及び漁場の整備等に関する法

律」に改正させたことに伴う法律名の改正、2
点目は、漁港施設等活用事業制度の創設に伴い、

占用料の徴収に関する規定を追加しようとする

ものでございます。

漁港施設等活用事業制度についてご説明いた

します。

3ページをご覧ください。この制度は、漁港
において漁業上の利用を前提、確保した上で、

漁港が有する価値や魅力を生かし、水域等を有

効活用し、水産業や漁村の活性化を図ろうとす

る制度でございます。

資料の左側をご覧ください。事業の実施スキ

ームについてでございます。
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まず、国は、地域水産業の発展に資する漁港

の役割や漁業上の利用の確保の考え方などを記

載した基本方針を策定します。

次に、漁港管理者は、この基本方針のほか漁

協や自治体等の関係者から意見聴取等を踏まえ

て、事業の内容や区域等を決定する活用推進計

画を策定することとなります。

そして、事業者は、漁港管理者に対し、国が

策定した基本方針と漁港管理者が策定した活用

推進計画を踏まえた実施計画を申請し、その計

画が基本方針や活用推進計画に適合しているも

のについては、漁港管理者は、その実施計画を

認定することとなります。

認定を受けた事業者は、漁港区域内の水域等

において最大30年占用が可能となるなど長期
安定的な事業展開が期待されます。

資料の右側をご覧ください。事業イメージに

ついてでございます。漁業上の利用と海業によ

る利用の輻輳を避け、漁業生産活動と消費増進

に資する取組が相乗的に地域水産業の発展を後

押ししようとするものでございます。

最後に、条例の施行日につきましては、改正

された法律の施行日と合わせ、令和6年度4月1
日としております。

続きまして、第49号議案「直轄特定漁港漁場
整備事業に対する県の負担について」を説明い

たします。4ページをご覧ください。
本議案は、国が行う特定漁港漁場整備事業に

要する経費の一部を令和6年度県負担限度額と
して県が負担することを同意するに当たり、漁

港漁場整備法第20条第3項の規定により、議会
の議決をお諮りするものでございます。

令和6年度事業については、マウンド礁造成
のためのブロック製作を引き続き行います。そ

の対象事業費は6億8,361万3,000円となってお

り、この金額に法令に基づく県負担金の基準

13％を乗じて算出した8,886万9,000円が、令和
6年度の県負担限度額となります。

5ページをご覧ください。事業概要を説明し
ます。

本事業は、国が対馬東方沖の排他的経済水域

にマアジ、マサバ、マイワシの増殖を図るため

の湧昇流漁場を整備するもので、事業費は全体

で約61億円、施設の規模は高さ20メートル、長
さ約170メートル、幅約80メートルを計画して
います。

事業期間は平成29年度から令和8年度までで
す。

漁場整備箇所は、位置図に三角印で示してい

るところであり、対馬市美津島町黒島灯台から

東へ約14kmの地点です。
6ページをご覧ください。事業の進捗状況に

ついて、上段の表でご説明いたします。

石材の投入は令和元年度までに完了し、ブロ

ックは平成30年度から製作・投入を継続してい
るところです。下段の構造模式図のうち、青で

着色されている部分が令和5年度末時点の施工
見込み部分、赤線で囲まれた部分が令和6年度
にブロックを製作し、令和7年度以降に投入す
る予定の施工箇所となります。

補足説明は以上でございます。よろしくご審

議を賜りますようお願いいたします。

【中村(一)委員長】 以上で説明が終わりました
ので、これより議案に対する質疑を行います。

質疑はありませんか。

【大倉委員】 私からは、「長崎県漁港管理条例

の一部を改正する条例」について、ご質問いた

します。

これは、漁港漁場整備法及び水産業協同組合

法の一部を改正する法律に伴って条例が一部改
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正されるということですけれども、海業に関し

て言うと、これまでとどういうところが変って

くるのかを教えてください。先ほど説明いただ

いたんですが、改めてお願いします。

【本多漁港漁場課長】先ほどの説明と重複する

部分もありますが、根拠法の改正が伴うことが

1点で、漁港施設等活用事業の、いわゆる海業
の推進がなされるように、漁業者と利用調整や

計画策定など、それの認定など一定の条件が整

えば、これまでできなかった漁業者以外の方に

漁港施設等の長期貸付けができるようになると

考えております。

【大倉委員】これまでできなかった漁業者以外

に貸付けすることができるところが大きいかと

思うんです。

本県も海業に関しては推進をしてきたと思う

んですが、その部分で言うと、いろんな課題も

あったと思うんです。現場に行かれて、漁業者

の方、漁師の方とお話をされてきたと思います。

理解がなかなか得られないこともあったと思う

んですが、現状はどういう状況になっているん

でしょうか。

【尾﨑漁政課長】海業を推進するに当たっての

課題についてですが、海業を行う漁業者や漁協

において、海業を推進する人材が不足している

のが最大の課題だというふうに考えております。

また、漁業者などの収益につながるような海業

の展開について、そのノウハウが不足している

と、そういったものが課題というふうに考えて

おります。

【大倉委員】人材とノウハウ、そこをどういう

ふうに克服していくかというところですけれど

も、この条例が一部改正されることで、それを

大きく克服していくような形につながっていけ

ばと思うんです。やっぱりリーダーシップをと

る人をいかに発掘していくかというところが課

題だと思うんですが、そういった積極的なリー

ダーが実際にいらっしゃる地域、漁港等はござ

いますか。

【尾﨑漁政課長】県内におきましても、海業と

して漁業体験や漁家民泊を行っているとか、あ

るいは地域の水産物を販売する直売所や漁師食

堂の運営を行っておりまして、成功している事

例においては地域に推進する人材がいまして、

そういった優良な事例が県内にもございます。

【大倉委員】そういった成功した事例の取組を

どんどん広げていくことが本当に大切だと思い

ます。

実際に広めていくために、具体的に何か行動

を起こしていらっしゃいますか。積極的なリー

ダーの方に例えば講座を開いてもらうとか、広

げていく具体的なことは今、どういう取組をさ

れているんでしょうか。

【尾﨑漁政課長】県においては、今年度から海

業チャレンジ応援事業というものを立ち上げて

海業推進を図っているところでございまして、

漁業関係者を集めた勉強会や研修会などにおき

まして、そうした先進事例のキーパーソンとな

る方の講演とか、あるいは県の方からの説明な

どを通じて海業の意識醸成を各漁業者に働きか

けているところでございます。

【大倉委員】働きかけていただいているという

ことで、ありがとうございます。

今、県内のどれぐらいの地域で海業は進んで

いるんでしょうか。

【尾﨑漁政課長】海業については、県で市町等

にヒアリングしたところ、少なくとも17の市町
で33以上の取組が実施されております。具体的
な取組は、先ほど申しましたような漁業体験と

か、あるいは地域の水産物を販売する直売所や
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漁師食堂の運営などが挙げられます。

【大倉委員】本県は、海業って非常にぴったり

の事業だと思うんです。例えば、海業が組合の

収入源の柱にまでなっている、それぐらいに画

期的に活性化しているようなところもございま

すか。

【尾﨑漁政課長】壱岐地区の勝本町漁協におき

ましては観光遊覧船事業を行っているところで

ございます。漁協収入の柱になるほど稼いでい

まして、こういったところは海の魅力をうまく

伝えながら、漁協の方でもうまく事業化してい

るというふうに思っております。

【大倉委員】本県は様々な地域に様々な漁港が

あるわけです。地域の実情が違うからこそ、理

解を得ていくのは難しい部分もあるんだと思う

んですけれども、今後さらにこれを広めていく

ためには、どういうことが一番大切だというふ

うにお感じでしょうか。

【尾﨑漁政課長】先ほども課題として人材の不

足とノウハウの不足を挙げました。まずは率先

して地域の中で海業を展開していただけるよう

な人材の発掘というところで、先ほど申しまし

た県内の優良事例などを基に、漁業関係者の皆

様に海業の意識醸成を図ることが必要ではない

かというふうに思っております。

また、ノウハウの不足というところにつきま

しては、今年度から始めました県の事業などに

おきまして、観光の専門家などを派遣する事業

を各地域に展開しております。こうしたことで、

各地域の海業コンテンツづくりを支援していけ

ればというふうに考えております。

【大倉委員】 ぜひ積極的にどんどんPRをして
いって、なるべくコストをかけずに成功事例を

増やしていっていただきたいと思っております。

そして、そこの地域に今後は観光客、リピー

ター客もどんどん来てもらうような、本県が先

頭を切っていく海業の地域になるぐらいに頑張

ってほしいと思います。以上です。

【中村(一)委員長】 ほかに質疑はありませんか。
【溝口委員】今の漁業施設等活用事業制度の創

設の件で、漁港の管理者は地方公共団体という

ことになっているんですけれども、市と県、ど

ちらになるんですか。

【本多漁港漁場課長】漁港につきましては、漁

港の管理者が県であったり、市町であったりあ

りますので、それぞれの管理者がそれを行うこ

とになります。

【溝口委員】わかりました。漁業者じゃない人

をここに入れていくということですが、漁協と

の話し合いというか、そういうことはどのよう

な形でやっていこうとしているんですか。

【本多漁港漁場課長】説明でも言いましたとお

り、漁業場の確保というのが前提でございます

ので、組合の方々との話し合いをまずすること

が必要かと考えております。

【溝口委員】漁業者との話し合いをするのはわ

かるんですけれども、ある程度計画ができてし

まってから来られても、漁協としては、それを

受け入れるか、受け入れないかという形になっ

てくると思うんです。管理者がそれをやらせま

すと言ったら、漁業者と話し合う立場がなくな

ってくるんじゃないかと思うんです。その辺に

ついての漁協との役割分担がどのようになって

くるのか、お尋ねをしたいと思います。

【本多漁港漁場課長】漁港を利用されるのは組

合の方が一番多いと思いますので、そちらとの

調整がまず第一かと思っております。その先に、

漁業者以外の方の事業がどう展開するかという

話をしていく必要があると考えております。

【溝口委員】わかりました。特に漁業を中心に
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している漁協は、そこに大型的な施設を持って

くることに対しては、結構抵抗があるんじゃな

いかと思うんです。それが漁協の発展につなが

るということであれば、それをのんでいくかも

わかりませんけれども、最初に話がきた時に、

大まかな事業のイメージをつくってしまうので

はなく、最初にこういう話があっておりますと

いうことを漁協の方にちゃんと説明をしてから

進んでいかないといけないのではないかと思い

ます。

このことについて、水産部長はどのような考

え方を持っているのか、お尋ねしたいと思いま

す。

【川口水産部長】委員ご指摘のとおり、漁港は

漁業者が第一に活用し、また、そこを束ねる漁

業協同組合がしっかり利用していくことが基本

だと認識しております。

そういう中でこういう法律改正が行われまし

て、地域を活性化していく取組を進めることに

なりますが、地方公共団体が活用推進計画を立

てることになります。これにつきましては、地

域水産業の実態をよく踏まえた上で事業の内容

や区域を決定することになります。当然漁業利

用の支障になるようなことは避けなければなり

ませんし、漁業者の意見をよく聞いて計画をつ

くることが基本と考えております。

そういう中で、そこを利用したい漁業者、漁

業者以外の方々が出てくると、そこは例えばい

ろんな協議会をつくって、いろんな利害の調整

をしながら進めていくものと考えておりますの

で、まずは漁業者、漁協の利用の実態を踏まえ

つつ、地域の振興・発展につながるような取組

をしっかり進めてまいりたいと考えております。

【溝口委員】わかりました。ありがとうござい

ます。

ただ、認定をしていく場合に、話し合いの場

に管理者の方々とどういう人たちが入って来る

かわかりませんけど、漁業者を入れた形、そし

てまた一般の人たちを入れた形の検討委員会か

協議会か何か、そういうものをつくる必要があ

るんじゃないかと思いますけれども、このこと

についてどのように考えていますか。

【川口水産部長】 実際、上五島地区で、こうい

う海業を含めた地域の活性化を図ろうという協

議会がございまして、そこにつきましては漁協

が事務局を持って、漁業者のいろんな意見を基

本として、地域の活性化やヨットの誘致とか、

そういうことを進めていこうとされていますの

で、しっかり漁業者も協議会の中に入って個別

具体的な協議を進めるということで、我々もそ

こを後押ししていきたい、また、我々も市町も

メンバーに入って、しっかり進めてまいりたい

というふうに考えます。

【溝口委員】 わかりました。

漁業をしっかりとしているところも、食堂と

か販売施設とか、いろんなことをつくることは

反対ではないと私は思うんです。ただ、漁業者

がそれを本当に望んでいるのかどうかを確かめ

て、協議会の中でしっかりとした形をつくって

前に進んでいただきたいと思いますので、その

ことについては要望しておきたいと思います。

【中村(一)委員長】 ほかに質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【中村(一)委員長】 ほかに質疑がないようです
ので、これをもって質疑を終了いたします。

次に、討論を行います。

討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【中村(一)委員長】 討論がないようですので、

これをもって討論を終了いたします。
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議案に対する質疑・討論が終了しましたので、

採決を行います。

第39号議案、第49号議案及び第55号議案は、
原案のとおり可決することにご異議ございませ

んか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【中村(一)委員長】 ご異議なしと認めます。
よって、議案は原案のとおりそれぞれ可決す

べきものと決定されました。

次に、提出のあった政策等決定過程の透明性

等の確保などに関する資料について、説明を求

めます。

【尾﨑漁政課長】「政策等決定過程の透明性等

の確保及び県議会・議員との協議等の拡充に関

する決議」に基づき、本委員会に提出いたしま

した水産部関係の資料についてご説明いたしま

す。農水経済委員会提出資料をご覧ください。

まず、補助金内示一覧表につきまして、令和

5年11月から令和6年1月の直接補助金の実績は、
2ページから3ページに記載のとおり、高級魚ク
エ資源増大支援事業費補助金など計12件とな
っております。

間接補助金の実績は、4ページに記載のとお
り、漁業と漁村を支える人づくり事業など計9
件となっております。

次に、1,000万円以上の契約状況につきまして、
令和5年11月から令和6年1月までの実績は、5
ページから38ページに記載のとおり建設工事
が19件、39ページから43ページに記載のとおり
建設工事にかかる委託が計5件、44ページから
50ページに記載のとおり建設工事以外が計6件
となっております。

なお、このうち入札に付したものは入札結果

一覧表をそれぞれ添付しております。

次に、陳情・要望に対する対応状況につきま

して、知事及び部局長に対する陳情・要望のう

ち、県議会議長宛てにも同様の陳情・要望が行

われたものは、資料の51ページから65ページに
かけて記載のとおり、島原半島振興対策協議会

ほか3期成会からの要望など計2件となってお
ります。

最後に、附属機関等会議結果報告につきまし

て、令和5年11月から令和6年1月までの実績は、
66ページから71ページに記載のとおり長崎県
海面利用県南地区協議会などの計5件となって
おります。

なお、別紙といたしまして、営繕課で実施し

ております集中契約のうち、水産部関係で1,000
万円以上の契約案件について、参考資料として

配付いたしております。

説明は以上です。

【中村(一)委員長】 以上で説明が終わりました。
次に陳情審査を行います。

事前に配付いたしております陳情書一覧表の

とおり陳情書の送付を受けておりますので、ご

覧願います。審査対象の陳情番号は、80と2で
す。

陳情書について、何かご質問はありませんか。

【白川委員】 陳情書の2についてです。質問と
いいますか、意見なんですけれども。

先ほどから海業についての話がございまして、

特に水産県である長崎県において、海業日本一

となる県を目指していくというようなことで、

理解増進が大事というお話があったと思います。

また、知事も肝煎りの未来大国のパンフレッ

トの交流というページに、釣りやアニメなどの

聖地をつくっていくと書かれておりまして、釣

りもそうですし、海のレジャーは、本県にとっ

て観光誘致とかインバウンドの誘致も含めて、

非常に重要な産業であるというふうに思ってお
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ります。

そういった中で、やすを使った遊漁業に規制

がかけられる懸念があるということで陳情が出

ているようです。

これまでも、まきやま議員や畑島議員から質

問があったかと思うんですが、やすの指定を「ゴ

ム付きのやす」と明記されるということで、こ

れを禁止する理由がちょっとわからなくてです

ね。レジャーとして楽しむことにおいて、これ

を規制されてしまうと、そういうレジャーを楽

しみたい方が長崎県に遊びに来なくなるという

ような懸念なんです。

主な禁止の理由というのを教えてください。

【古原漁業振興課長】まず、こちらの陳情書の

背景について、少し簡単にご説明をさせていた

だきます。

本県の漁業調整規則におきましては、遊漁者

と漁業者の調整を図るために、遊漁者等が使用

できる漁具・漁法の制限をしております。

やすについては、通常、柄を手に持って魚を

突く、これがやすですけれども、これについて

使用を認めております。しかしながら、近年、

こういった遊漁の業態が多様化しておりまして、

高い殺傷能力を持った、数メートルある長い柄

に強力なゴムを取り付けた漁具を使用して魚突

きを行う遊漁者が増えておりまして、漁業者と

トラブる。

具体的に言いますと、トラブルで一番懸念し

ているのが、漁業者の方々は、操業している漁

船との衝突です。例えば潜っている方がいて、

そこに漁船で航行すると衝突、あるいは巻き込

むということ。

あるいは、特にスピアフィッシング、魚突き

の方々は、クエと一緒に、漁業者が大事にして

いる魚を狙って取る方が割と多いんです。漁業

者が自ら放流をし、資源管理をしている中で、

こういった採捕をされることには強い不満を持

っているといった状況でございます。

【白川委員】漁業者の方が大事に育てた放流魚

に対してそういうことがあると、お気持ちは察

するところです。ただ、そういう意味では釣り

も同じではないかと思うんです。

この陳情書にもある、それが漁業者の方にど

れくらい影響があるのか、量的な試算とか、実

際にこれだけのものを取られているから、これ

だけの損害があるとかということがありますか。

【古原漁業振興課長】こういったゴム付きのも

のを我々は銛と呼ばせていただきますが、銛を

使ってどのような影響があるかというのは、遊

漁者の方々は不特定多数ですので、それを把握

するといったことはなかなか難しい状況でござ

います。

【白川委員】なかなか確認が難しいところでは

釣りも同じではないかと思います。

このように銛とかやすとか、道具の違いによ

って、ゴムがついていると危ないとかというこ

とで、実際に重大な事故があったという事例は

ありますでしょうか。

【古原漁業振興課長】事故については、具体的

なものは把握をしておりませんけれども、漁業

者の方々は危険を感じたというふうなお話は直

接聞いているところでございます。

【白川委員】事故は確認できていない、危険を

感じるという程度だということです。

このように、実際に何かが起きて危なかった

とか、漁獲がこれだけ影響を受けていて、取ら

れては困るというような甚大な被害が出ている

わけではないというふうに思います。そういっ

た中で、この規則の改正をするまでのことなの

かというふうに疑問を持つわけであります。
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そこで、ちょっと調べましたところ、神津島

で「手銛遊漁を楽しむ皆様へ」ということで、

このような手引きが出ておりました。これは何

かというと、近年、手銛遊漁者の沖合への進出

により漁船と接触未遂事故が起きておりますと

いうことで、「接触事故を未然に防ぎ安全に手

銛遊漁を楽しんでいただくために、関係団体と

ともに神津島手銛遊漁ルール5か条をつくりま
した」というものです。

これは5つのルールが決められているんです
が、漁船と接触を防止することが1つで、神津
島の手銛ポイントマップというものがつくられ

ていまして、しまのどのあたりで魚突きをして

いいですよと、ここは漁がされていますよとい

うような、要はマップですみ分けをされている

ということで、非常にいいなというふうに思っ

ておりまして。

2つ目としては、フロートの携帯ということ
で、魚突きをしているポイントで、潜っている

ところにフロート、浮きを浮かせて、ここで今

やっていますよと見える化をするということ。

3つ目として、ダイビングや漁業の方とのト
ラブル防止ということで、先ほど言われたよう

な危険が生じないために、漁業やダイビング、

釣りなどが行われている海域では手銛の遊漁を

自粛してくださいというような事前の警告とい

うかですね。

4つ目に資源保護区域での手銛遊漁の自粛で、
資源保護の観点からここでは取らないでくださ

いということです。

そして5つ目が密漁禁止で、取ってはいけな
い魚種は取らないでくださいということが書か

れておりまして。

これは、非常に平和的な解決策ではないかと

いうふうに思います。なので、漁業者の方の言

い分も理解しながら、魚突きを楽しみたい観光

の方たちが長崎に入って来られなくなるような

規制をかけるのではなく、お互いに理解し合い

ながら、すみ分けをした上で、楽しめるところ

では楽しみ、漁をするところでは漁をする、こ

ういったルールづくりをしてはいかがかなとい

うことで、この陳情に対してご提案をさせてい

ただきたいと思います。

【古原漁業振興課長】実は、委員からご紹介が

ございました神津島の例は、私どももいろいろ

と勉強をさせていただいたところです。

この調整規則の改正を進めるに当たりまして、

パブリックコメントを実施いたしました。非常

に大きな反響がございまして、約1,000件のご意
見が寄せられました。その中には、漁業者と遊

漁者の共存共栄のためのルール作りを望む声が

多数寄せられました。

これを受けまして私どもも、銛に分類される

漁具の使用に関しまして、漁業協同組合の関与

のもとで漁業体験として実施する場合には、調

整規則の中の特別採捕許可の仕組みを使って、

これを認める仕組みを導入いたしました。

その過程に、魚突きの方々が共存共栄を求め

る組織が立ち上がりましたので、そういった

方々と令和4年度に2度ほど意見交換をして、こ
ういった仕組みをつくり上げたところです。

現在、この仕組みを使って、こういった取組

を実施しようという地区が検討を進めておりま

すので、そこには我々も関与しながら作業を進

めて、いい事例になればいいなと思っていると

ころです。

【白川委員】最後の件もお伺いしておりまして、

上五島の方ですか、先進的に進んでいるという

ことでございましたけど、遊漁というところで

いうと、上五島だけではなくて各地で楽しみた
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いという声が大きいかと思いますので、まず上

五島が先進地域になるのかもしれませんけれど

も、県がリーダーシップをとって、県内全域で

そういったレジャーを楽しむことができる、ま

た漁業の方たちが安心して漁業を営むことがで

きる環境づくりを、県が先導して進めていただ

ければと思います。ぜひ、全域でできるように、

よろしくお願いいたします。

【中村(一)委員長】 ほかに質問はありませんか。
【大倉委員】私も、この件に関連して質問しま

す。

上五島の件が見事な解決策だと思います。今

伺っていると。やっぱりこれは漁業者の意見も

当然尊重しなければいけませんけれども、普通

に銛、やすを使ってレジャーをしている会社も

あるでしょうし、私なんて子どもの時に、よく

銛を使って魚を取っていました。別に危ないも

のではないと私は認識しています、個人的に楽

しむ分にはですね。

それを、今、海業を推進していこうという中

で、規制しちゃっていいのかなと、単純に私は

それを疑問に思っております。規制するなら、

例えば銛の具体的な長さは何メートル以上はだ

めとか、強力なゴムはだめとかということまで

踏み込んで規制をするのか、そうじゃなくて単

にゴム付きのはだめと、そういう規制の仕方な

んでしょうか。

【古原漁業振興課長】今回の規則改正、具体的

に申しますと、現在、遊漁者の方が扱っていい

漁具として「やす」というものを書いているん

です。その中にカッコ書きで、「ゴム、ばねそ

の他の発射装置を有するものを除く」と、発射

装置があるものはだめですよと追記する形で考

えておりまして、規制の強化ではなく定義をし

っかり明確化するといったことでやろうと思っ

ています。

【大倉委員】 大切な発言をしていただいたと。

規制の強化ではないんですね、定義なんですね、

あくまでも。

じゃあ、規制されることになったとしても、

例えば何か罰金があるとか、そういったことは

ないんでしょうか。

【古原漁業振興課長】 漁業調整規則第45条に
本県の場合は定義をしているんですけれども、

それに違反した場合は、同じ規則の中に罰則が

定められておりまして、科料という形になりま

す。こういったものが罰則規定として規則の中

にございます。

【大倉委員】じゃあ、規制が強化されることに

つながるんですね、結局。罰則が生まれること

になるんですね、今後使ったら。

【古原漁業振興課長】ただいま申しましたとお

り、「ゴム、ばねその他発射装置を有するもの

を除く」ということになりますので、そういっ

た発射装置と認められる漁具を使用した場合は、

調整規則違反になると考えております。

【大倉委員】やっぱりそれだと、そもそも規定

も曖昧ですし、罰則は強化されることになって、

いい解決じゃないと思うんですよね。やっぱり

みんなが笑顔になれる解決策、上五島の案件、

やり方でいいと思うんですけど、そういう方向

にできないんですか。そこまで改正にこだわる

ところが、ちょっと私は納得できないというか。

例えば漁業者の方々とトラブルの報告とおっ

しゃっていますけど、それはどこの漁業者の方

で、何人ぐらいかというのも、それも不特定多

数とおっしゃっているし、事故件数も具体的に

わかっていないと。そういうところをちゃんと

示した上で、じゃあ、これはやっぱり改善すべ

きだなというんだったらわかるんですけど、そ
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うじゃないのに、なぜこんなに改正をしようと

しているのか、ちょっと理解できないんですけ

ど。

【中村(一)委員長】 暫時休憩します。

― 午後 ２時１９分 休憩 ―

― 午後 ２時２０分 再開 ―

【中村(一)委員長】 委員会を再開いたします。

【大倉委員】この陳情書に関して、私は賛成で

ございます。以上です。

【中村(一)委員長】 ほかに質問はないですか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【中村(一)委員長】 ほかに質問がないようです
ので、陳情につきましては承っておくこととい

たします。

次に、議案外所管事務一般に対する質問を行

います。

まず、政策等決定過程の透明性等の確保など

に関する資料について、ご質問はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【中村(一)委員長】 質問がないようですので、

次に、議案外所管事務一般について、ご質問は

ありませんか。

【近藤委員】 私から、マグロについて、ちょっ

とですね。

今回、中国が日本産の魚を輸入しないという

ことで、みんなバタバタしたんですけれども、

あれからいろんな形で、給食に出したりとか、

いろいろ努力はしたんですけれども、漁獲のあ

れで1年間どういうふうな形になったのか、教
えてもらえませんか、変動について。

【桑原水産加工流通課企画監】中国が輸入を停

止しまして、当初、マグロでいきますと200ト
ンほどが、国内に回すとか、ほかの方法を考え

なきゃいけないという状況だったと認識してお

ります。

先月末に主だった方に話を聞きまして、国内

に出荷したりとか、ほかのところに仕向けたり

という形で、現状、60トンほどをこれからさば
いていかなきゃいけない、ほかに出荷していか

なきゃいけないというふうに認識しております。

学校給食は、どちらかというとブリが多くて、

県内外の量販店に養殖マグロを中心に出荷をし

ていきたいというふうに考えております。

【近藤委員】上五島とか長崎県のブリは、中国

が結構多かったと思うんです、輸出先が。鹿児

島だったらアメリカというふうな形で、最初は

どうなるのかなと考えていたんですけど、漁業

者からも、そこまで大きな打撃があったと聞い

ていなかったものですから、そこら辺でマグロ

などもよくさばいてもらったと思っていますの

で、もう少しかかると思うので、ぜひよろしく

お願いします。

もう一つ、マグロの制限がかかっている中で、

前から長崎県は、対馬、壱岐、五島はひき縄で

マグロを取ったりしていたと思うんです。イカ

がこれだけだめで。だから、ひき縄漁業を今は

どれくらいの方が、漁業者の何パーセントの方

が、まだそこで生計を立てているのか、もしわ

かったら教えてください。

【松尾漁業振興課企画監】マグロの釣り漁業に

関しては、広域漁業調整委員会指示になってい

まして、それが約2,400件ほど出ておりまして、
そういう方々で、内訳は今手元にないんですけ

ど、県内には、そういった承認を持って2,400
名の方が漁業をやれる状況にあると認識してお

ります。

【近藤委員】これは自分のお願いですけれども、

マグロは、本当に定置網に入って困っているん

です。まき網で取ったりとかですね。その辺は
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いいんですけれども、ひき縄は1匹ずつ取って、
それで生計を立てているわけですよね、石油を

たきながらですね。

本来、漁業というのは、そういう漁師もおっ

ていいと思うんです。イカが取れない、それは

マグロが来たからだと、いろんな原因があるん

ですけれども、そこら辺のひき縄、昔からのそ

ういう漁法を使いながら生活している人たちに、

いろんな形で、もう少し支援できることがあっ

たらやっていただければと思うんです。

そういう支援とか何とか、今現在、何かやっ

ているのか教えていただけますか。

【松尾漁業振興課企画監】まず、クロマグロの

漁業管理につきましては、国際機関で管理をし

ている非常に厳格なTACという中で漁獲可能
量を決めて取っている魚でございます。という

ことで、本来であれば増枠することが一番の解

決策ですけれども、国際管理の中で決められて、

増枠は今のところかなわない状況になっていま

す。

ただ、2024年夏にまたWCPFCの委員会が開
催されます。今、国際的にも資源は増えている

状況と言われていますので、私たちも、ぜひ増

枠を勝ち取っていただくように要望、ありとあ

らゆる機会でお伝えをしているところです。

そういう増枠がまだまだ具体化しない中で、

支援策としましては、まず1つ目は、減収が起
きた時の収入安定対策、あとは取れたマグロを

逃がす、放流に対する支援策と、最後に、どう

してもクロマグロが取れ過ぎて休まないといけ

ないと。本来イカ釣りをする場合、イカ釣りも

休まないといけないという時に休む休漁支援策

がございます。そういったものを活用していた

だきながら、今の漁業経営を維持していただく

ことをやっております。

あとは経営指導の方で、私の所管で申すのは

どうかと思いますけれども、例えばクロマグロ

が釣れない時はイカに転換するとか、クエはえ

縄に転換するというような、要は魚種転換、漁

法転換の支援もありますので、そういったもの

を使っていただいているところであります。

【近藤委員】マグロの漁獲量は、海区で決めて

いるんですか、組合で決めているんですか。

【松尾漁業振興課企画監】県は海区に割り当て

て、さらに海区の中で漁船漁業と定置網漁に分

けて配分をしております。

海区内の管理は各地元で、総量で管理します

とか、漁協別に管理しますと海区内の組合の中

で決めて管理していただいている状況でござい

ます。

【近藤委員】先ほど前田委員からも、漁師の収

入がちょっと出てきたんです。漁師は、小漁師

と昔は言っていたんですが、そういう形の漁業

でもちゃんと生活ができるような仕組みをつく

っていただければと思うので、よろしくお願い

します。

【中村(一)委員長】 ほかに質問はありませんか。
【堤委員】午前中の予算議案の審査のところで、

眼鏡を忘れましたから、IJターンとなっている
のが横長資料で私はＵターンに見えまして、大

変失礼申し上げました。ご指摘いただいて、IJ
だったんだなということで、なんで2つ違って
いるのかなと思ったんですけど、わかりました。

漁業に対する新規参入者の現状について、こ

こ何年かの状況がどうなっているかということ

を、まずお尋ねしたいと思います。

【齋藤水産経営課長】新規就業者の数でござい

ますが、平成30年度が183名、令和元年度は187
名、令和2年度は180名、令和3年度は192名、令
和4年度が203名となっております。少しさかの
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ぼって、平成25年では170名、平成20年では134
名ということで、増加傾向にあるというふうに

認識をしているところでございます。

【堤委員】令和4年度は203人と200人を突破し
ているということで、ずっと少しずつ増えてき

ているというご答弁でしたけれども、新規就業

者の定着率はどういうふうになっていますか。

【齋藤水産経営課長】新規就業者の定着率につ

きましては、定着1年後では89.6％、2年後にな
りますと83.3％、3年後で79.9％、4年後で77.6％、
5年後で同様の77.6％ということで、やはり徐々
に離職が進んでいるような状況にあると思いま

す。

【堤委員】 なかなか定着するのは厳しいと、5
年後には77.6％、離職をされる方もいらっしゃ
るということです。

この離職の理由ですが、やはり収入が思うよ

うに得られないのが一番なのかなと思いますけ

ど、主なところはどういったことでしょうか。

【齋藤水産経営課長】先ほど申し上げた定着率

で少し分析をいたしますと、IJターン者の定着
率で見てみますと、1年後に87.7％、少し飛びま
して3年後で68.1％、5年後で63.3％ということ
で、やはりIJターン者の離職の方が高いという
事実はございます。

そういった中で分析をいたしますと、どうし

ても所得がですね。就業の所得が低いことが主

だった原因と考えられるのではないかというふ

うに分析をしているところでございます。

【堤委員】技術の指導とか研修を受けても、思

うような収入が得られないことで離職をされて

いくと、新しく漁業に従事される方にとっては

ハードルが高いことなのかなと思います。

兼業、ほかの仕事と漁業を兼業しながらとい

うことも取り組まれてきていると思うんですけ

れども、この辺の状況はどんなでしょうか。

【齋藤水産経営課長】若干古いデータになるん

ですけれども、漁業センサスの中で兼業につき

ましては、経営体数5,740のうちの2,141で、
37％程度が兼業という統計がございます。
県でも、兼業は非常に重要ではないかという

ことで、定着後に改めて漁業を身につけたいと

いう方に対しても事業を組んでおりまして、そ

れの活用を進めているところでございます。

兼業といたしましては、農業をされる方が漁

業をするというのはよくあるパターンではない

かと思っているんですけれども、中には自ら飲

食店を経営されて、自分で取った魚をそこでさ

ばいて出しておられる方とか、珍しいところで

はガソリンスタンドに勤めておられる方とか、

あとは酒屋、大工とか理容業をされている方々

も兼業されていると我々は情報をつかんでいる

状況でございます。

【堤委員】県でも兼業を勧められているという

ことですね。

農業はよくある話ですけれども、飲食店、ガ

ソリンスタンド、酒屋、大工、理容業と。もと

もと理容師としての資格を持っていたとか、調

理師とか、そういう技術があっての兼業でしょ

うか。新たにそういう仕事を始めたということ

でしょうか。

【齋藤水産経営課長】 もとが大工であるとか、

理容業をされている方で、追加でと申しますか、

新たに漁業を始めたいということで研修をやっ

て漁業に就いた方々がほとんどだと思っており

ます。

【堤委員】 わかりました。

漁業人口が減少していく中で、いろんな形で

本県の漁業に携わっていただく方が増えていく

のは本当にいいことだと思いますし、収入が、
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所得が少ないために断念せざるを得ないという

のを何としてもですね。そこがクリアできれば、

もっともっと増えていくのではないかと思いま

すので、そこのところの取組を、市町とともに、

また漁協とか、いろんな関係の団体とともに取

り組んでいただきたいと思います。終わります。

【中村(一)委員長】 ほかに質問はありませんか。
【溝口委員】 TAC制度についてお尋ねしたい
と思うんです。

今、クロマグロは国際的なTAC制度がかけら
れているんですけれども、日本では今、何種類

ぐらいの魚に漁獲制限がかけられているのか、

お尋ねしたいと思います。

【松尾漁業振興課企画監】 日本国全体のTAC
対象種は10魚種です。つい最近、令和6年1月か
ら、カタクチイワシとウルメイワシの2種が追
加されて10魚種になった状況でございます。
【溝口委員】 15種と言ったのかな。（発言す
る者あり）10魚種。
その中で、昨年度からサバとかイワシが、長

崎県でかなり漁があって、いろいろな制限の中

で仕事をしてきたと思うんです。県の皆さん方

の努力によって、前回はオーバーするまでいか

なかったんですけれども、今回もサバが取れ過

ぎて、もうすぐTAC制度に引っかかるんじゃな
いかという漁業者の懸念があるんですけれども、

このことについて、県としてどのような努力を

しているのか、お尋ねをしたいと思います。

【松尾漁業振興課企画監】大変ありがたいこと

に、今期もサバが大漁しております。実はサバ

は国内資源でして、TAC管理をしております。
管理期間が7月から6月で、昨年7月から今年の6
月までが1つの管理期間となります。
今期のTACは3万1,700トンございます。年前

から取れ始めまして、1月、2月と急に魚が取れ

始めまして、2月末現在で2万4,754トンで消化
率が78％、あと4か月残すところで78％という
状況になっております。

このTACは、日本海側の主要県で管理してい
まして、お互いが決められたTACを守っていま
すので、まずもってそういう連携の中で今の与

えられたTACを守ることを優先していきたい
というふうに思っています。

TACを守る中で、自主的な取組として、今、
消化が高まりましたので、漁協ごとにTACを割
り振って、漁協の中で細かく管理をしていただ

いている状況であります。ただ、管理をすると

いいましても、天然資源ですので、来遊が非常

に、異常に多かった場合はやっぱり限界がござ

いますので、そういった場合は国の方に留保枠

というものがありますので、そういったものを

受け取りながら、もしくは、昨年度もありまし

たけど、前借りですね、来年のTACから借受け
て、何とか操業を止めないように、そういった

ことを国にもお願いしながら、制度設計をお願

いしながら、TACをきちんと守る。できるだけ
採捕停止にならないような対策を取りながら管

理を進めてまいりたいと思っているところです。

【溝口委員】わかりました。大変努力をしてい

ただいていることはわかるんですけれども、回

遊魚ですので、この魚がどこに、いつ行くかは

わかりませんよね。日本海の中で北海道から沖

縄まであるわけですから、その辺の中で、今、

長崎県にそういう魚がたくさん来ているという

ことはですね。

国際的なTACの決め方なら、国と国の大きな
会議があると思うんですけれども、日本の中だ

けのTAC制度ですから、このことについては国
の方で枠を少し余計に持っておって、2割とか1
割じゃなくて3割4割持っておって、取れるとこ
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ろに速やかに、漁ができないような状態になら

ないように分けていただくと。

長崎県としてクロマグロをしていたような、

最終的にオリンピック方式じゃないですけど、

4割か幾らか、そういう仕方を国にお願いして
いくことが必要ではないかと思うんです。

県は、先ほどちょっと言ったのはわかるんで

すけれども、どういう要求を国に行っているの

か、お尋ねしたいと思います。

【松尾漁業振興課企画監】 先に2つほど対策を
話しましたけど、今、サバをはじめマイワシは

かなり大量に来ているような状況でございます。

同じ資源を取るほかの県、大中型まき網も同じ

ような悩みを抱えています。TAC制度に非常に
限界が見えているところもありますので、今、

その関係者、他県とか大中型まき網と一緒にな

って、これをどういうふうに解決するのかとい

う会議を立ち上げていまして、その中で、委員

がおっしゃったような、例えば余計にこれぐら

いのTACを持っておくとかですね。どういう解
決ができるかというのを今、詰めている段階で

して、それを国の方に、具体的にこういう解決

策がありますとご提案していければということ

で、何とか操業をとめることがないような対策

を国に求めようと動きをしているところでござ

います。

【溝口委員】 サバが終わると今度はイワシが、

去年ぐらいから余計に取れるようになってきた

んですよ。今年も、今はイワシが取れているん

ですけれども、イワシもTACが、制限がかかっ
ていると思うんです。そのことについて、今後、

対策として、これは1月から始まっているのか
な、だから、その辺についてもよく把握してい

かないと、すぐにオーバーする事態になってく

るんじゃないかと思うんです。イワシについて

は、県の方としてどのような対策を考えている

のか、お尋ねしたいと思います。

【松尾漁業振興課企画監】委員ご指摘のとおり

マイワシも、大変ありがたいことに今期もたく

さん来遊しております。

今期は令和6年1月から管理期間が改めてス
タートしましたが、長崎県は今季からは数量明

示県、数量を提示される県になりました。当初、

TACは1万6,400トンと非常に少なかったんで
すけれども、こういった漁期の来遊が予想され

ましたので、1万5,600トンを追加で早目にいた
だいて、今は3万2,000トンでTAC管理をしてい
るところです。

ただ、マイワシは、大量発生する時は予想だ

にしないぐらいの量が来ますので、3万2,000ト
ンのTACの消化状況を細かく見ながら、もし本
当に足りないようであれば、先ほど申したよう

に国の留保枠から追加をいただくことを講じて、

何とか操業停止にならないように対策を進めて

まいりたいと考えているところです。

【溝口委員】今回、イワシについてちょっと困

るのが、ウルメイワシとかカタクチイワシが、

制限がまたかかったということです。前回は、

混ざったり、そちらが主であったらいいですよ

という形を取られたんですけれども、今回はそ

れもできなくなるんじゃないかと思っているの

で、その辺については県としてどのように考え

ていくんですか。カタクチイワシとウルメイワ

シは、ある程度、量があるんですか。

【松尾漁業振興課企画監】カタクチイワシとウ

ルメイワシの新たに始まったTACの数量と理
解しました。

1月からカタクチ、ウルメ始まりましたけど、
TAC数量は今、試行的に示されています。試行
的にと申しますのは、カタクチが国全体で7万
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7,000トンありまして、それを各県に配分するわ
けではなく、一応、TACはこれだけですよとい
うことで、それを多少取り過ぎたとしても採捕

停止命令はかからない状況になっています。

今、カタクチ・ウルメでやらないといけない

ことは、数量をきちんと把握していく期間。今

まで義務的な対象種ではございませんでしたの

で、報告がどうしても漏れていくような状況が

ありました。

今度、TACになったことで義務化になりまし
たので、それを漏れることがないように把握し

ていく期間でございますので、TACは7万7,000
トンと4万4,000トンありますけれども、今はと
にかく目の前の魚を取って、数量をきちんと報

告してくださいという管理をしている状況でご

ざいます。

【溝口委員】 わかりました。

このTAC制度は、漁業者も魚を取り過ぎない
ようにして守っていこうという日本全国的な制

度と思いますので、その全体的な数量は国が把

握していると思うんです。だから、そのことに

ついてしっかりと、漁業があっているところ、

今はもう78％を取っているということですけ
れども、70％にならないうちに増量を国の方に
申し出ていただくような、そういう形をぜひ、

サバにしてもイワシにしてもやっていただけれ

ばと思うんです。

このことについて、見解をお願いいたします。

【松尾漁業振興課企画監】 TAC管理で一番重
要なのは、委員ご指摘のとおりデータの迅速な

収集であります。この収集がないと管理という

ところにいきませんので、まず私たちは今、と

にかく早く報告をしてくださいと指導しており

ますので、そういったことをやりながら、でき

るだけ早い段階で、行き詰ってから漁協割りと

いうようなことがないように情報把握をして、

多少余裕がある管理をしていければと考えてい

る状況です。

【溝口委員】 わかりました。

部長に聞きたいんですけれども、私は部長に

2年か3年前に、漁業者等現状をよく把握して国
に伝えてくださいと言ったんです。このことに

ついてしっかりと国に伝えているようでござい

ますので、今後についてもぜひ部長として国の

方に伝えていただきたいと思います。部長の見

解をお願いいたします。

【川口水産部長】今、委員と企画監とのやり取

りの中で、いかに国にしっかりお願いをして、

保有枠を持って必要な時に放出していただくこ

とも必要だというふうに考え、昨年度のサバ類

の管理量につきましては、今の時期、非常に逼

迫して、昨年の今頃はとても大変な状況だった

んですが、国にお願いするとともに、関係県で

しっかり話をして、魚種によってはどこで取れ

るかわからないので、そういう漁獲の偏りを平

準化するような話合いの中で、余っている県は

逼迫している県に融通していただくとか、残さ

れた管理期間がどうだとか、そういうタイミン

グも計りながら、国の留保枠をいち早く放出し

ていただくということでございます。

それと昨年度は、次年度の管理期間の漁獲枠

を前借りすることも我々の県から提案をさせて

いただいて、国がそこを柔軟に対応いただいた

ことで、去年は何とか管理数量の中での漁獲に

なりました。

そういうこともありまして、国とは事あるた

びに、このTAC管理につきましては、クロマグ
ロとかほかの魚種についても、国も現地に回っ

ていろんな漁業者の声を聞いていただいて、要

は漁業者の経営があっての漁業ですので、そこ
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を逼迫させるようなことであってはならないで

す。ただ、将来に向かっての資源管理は当然必

要なことですので、そこも含め、とにかく地元

の漁業者と議論をしっかりしていただいて、

我々もそうですけど、国にも現地に来ていただ

くのが基本になりますので、それもやっていた

だいております。

今後、漁獲全体の6割の管理の魚種を8割に上
げようということで、かなりの魚種がTACに含
まれてくると思いますので、そういうものもき

ちんと頭に入れながら、引き続きTAC管理につ
きましては国、それと関係県、大臣管理漁業も

ありますので、そういう関係者の皆さんとしっ

かりタッグを組んで進めていきたいと考えてお

ります。

【溝口委員】わかりました。どうもありがとう

ございます。

漁業者もやはり意識しながら、守りながらや

っていこうとしているんですけれども、どうし

ても魚種がサバしかいないということで、なか

なかほかの魚を取れないということで一応やっ

ておりますので、ぜひその辺については今後も

国の方に働きかけていただきたいと思っており

ます。

皆さん方の努力に感謝いたします。ありがと

うございます。

【中村(一)委員長】 暫時休憩します。

― 午後 ２時５０分 休憩 ―

― 午後 ２時５０分 再開 ―

【中村(一)委員長】 委員会を再開いたします。

ほかに質問はありませんか。

【虎島委員】午前中の質問で大事なことを伝え

忘れておりましたので、一つだけお聞きします。

養殖技術のブレイクスルーの件です。これは

とりあえず単年度で進めていくとお聞きしまし

たが、進捗管理が非常に大事になってくると思

います。2,000万円を年間で使うとなると、それ
なりの準備も必要ですし、そこで結果を出して

次につなげるとなると、2,000万円を渡して、年
度最後に結果だけ見るのでは恐らく困難だと思

いますので、ぜひ小まめに応募者に対してアプ

ローチして、管理していただければと思います。

要望です。よろしくお願いします。

【中村(一)委員長】 ほかにありませんか。
【瀬川委員】 私、10年以上、委員会に来てお
りませんで久しいんですけれども、当時、漁協

の合併が盛んに議論されていて、幾つかの組合

が合併をされたと記憶をいたしております。

現在、漁協の合併の議論はどういった状況に

なっているのか、現況をお聞かせいただきたい

と思います。

【尾﨑漁政課長】 長崎県においては現在、62
の漁協がございます。直近では、令和5年4月1
日に2漁協ずつの合併が行われた状況がござい
ます。県においては、県漁連とともに、漁協の

合併に向けた話し合いの場ということで、検討

組織を設置して協議を行うことをこれまで進め

てきているところでございますけれども、現在

なかなか漁協ごとの経営状況も厳しいとか様々

な課題があり、合併に向けた組織の検討があま

り進んでいないという現状でございます。

令和6年1月末現在では、9地区33漁協で検討
組織を設置しているんですけれども、具体的に

合併に向けた形の検討といったところまで進ん

でいる地区は、現時点ではない状況でございま

す。

【瀬川委員】基本的な方針として、合併を進め

るべきという考えの下に水産行政をやっていこ

うとされているのかどうなのかというのが、部
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長説明の中にも出てこなかったし、予算的にも

担当する課・室内でどうなのかというのもある

し、そこら辺、もうちょっとこうしたいという

ところがあれば教えていただきたいと。

【尾﨑漁政課長】本県の漁協は、非常に規模が

小さい漁協も多うございまして、基本的には漁

業者を支える漁協としてはある一定の規模が必

要だというふうに考えております。合併等の組

織の再編によって経営基盤を強化する必要があ

るというふうに考えているところでございます。

漁協の合併につきましては、県漁連等に補助

金等も出しているところでございますが、従前

のような強力な支援策といいますか、漁協の経

営再建のための支援事業といったようなものが

現在はあまりないこともございまして、なかな

か具体的な合併の協議というところまで進んで

いないところでございますが、組合長の皆さん

方にいろいろ話を伺いますと、基本的にはやは

り合併は避けて通れないというふうなお考えも

よく聞きますので、そういった漁協の役職員の

方に、具体的な合併協議に移っていただけるよ

うに県としても働きかけながら、対応してまい

りたいと考えております。

【瀬川委員】 わかりました。

もう一つ。平戸市生月町の舘浦漁協の近くの

コンビニにたまたま寄ったんですけど、そこに

地元の刺身がパックで売ってあったんです。私

は、コンビニによく行くんですけど、初めてそ

ういったコンビニを見まして、それも全国チェ

ーン店のコンビニであったんです。

さっき、流通、どうやって売るかと販路を広

げるような議論もされていたわけですけど、県

内のコンビニに置いていただけるような工夫を

やったら、少しでも魚介類の販売につながって

いくんじゃないかなと思ったりしたものですか

ら。

デメリットは、確かにちょっと高い。直売所

とか、鮮魚店とかからすればちょっと高い。だ

けど、メリットとしては、直売所あたりは午後

6時で閉まってしまう。コンビニは7時も8時も
開いているわけでして、買おうと思われて消費

者が、あそこに行けばあるというような門を広

げるチャンスがそこにあるんじゃないかなと思

っているんですけれども、どうですか。いかが

ですか。

【川口水産部長】まず、漁協の合併についてで

ございますが、合併については委員もご認識の

とおり、平成8年から平成12年ごろに、合併す
ると欠損金を解消するような仕組みを市町と系

統団体と県と連携してつくって、その時に120
程度あったものが80漁協程度に急激に減少し
ました。

一定規模の確保はできているということで、

その後は国の事業も活用しながら、いろいろ取

組をしておりますが、現在は、県も系統団体と

一緒になって、合併推進とか事業規模の拡大と

かに取り組んでおりますが、なかなか漁協の職

員のなり手がいないとか非常に厳しいような状

況で、合併まで考えられるような余裕がないよ

うな漁協もございます。

ただ、合併については、皆さんやはり総論で

はやらないと将来もないし、漁業者が今、約1
万1,000人程度いらっしゃる、組合員はもっと多
いんですけど、そういう中で非常に危機感を持

っておられますので、合併による事業基盤の強

化は、系統団体と粘り強く進めていかないとい

けないというふうに考えております。

それと、舘浦のコンビニに刺身が置いてある

のは、私ももちろん何回か行って見ております。

ここについては地元の漁協が、コンビニがで
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きる時に一生懸命働きかけて、自分たちの定置

網とか漁業者が取ってきたものをぜひ一角に置

いてほしいとお願いして実現したと聞いており

ます。

だから、瀬川委員がおっしゃるように、県内

各地でコンビニに働きかけることで、地元と一

体となって、地元の魚を地元の人が買える、時

には観光客も買えるみたいな話があれば、そこ

も一つの海業の一角になるかというふうに思い

ますので、そこは、そういう意向があってコン

ビニとうまくマッチングできれば、ぜひ注視し

ていきたいというふうに思います。

【中村(一)委員長】 ほかに質問はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【中村(一)委員長】 ほかに質問がないようです
ので、水産部関係の審査結果について整理した

いと思います。

しばらく休憩いたします。

― 午後 ２時５９分 休憩 ―

― 午後 ３時 ０分 再開 ―

【中村(一)委員長】 委員会を再開いたします。

これをもちまして、水産部関係の審査を終了

いたします。

明日は、午前10時から委員会を再開し、農林
部関係の審査を行います。

本日は、これをもって散会いたします。

また、明日は県議会リポートの収録がござい

ますので、念のためお知らせしておきます。

お疲れさまでした。

― 午後 ３時 ０分 散会 ―
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１、開催年月日時刻及び場所

  令和６年３月７日

自  午前 ９時５７分

至  午後 ２時４４分

於  委 員 会 室 ４

２、出席委員の氏名

委員長（分科会長） 中村 一三 君

副委員長（副会長） 山村 健志 君

委   員 溝口芙美雄 君

〃 瀬川 光之 君

〃 山口 初實 君

〃 前田 哲也 君

〃 近藤 智昭 君

〃 堤  典子 君

〃 大倉  聡 君

〃 白川 鮎美 君

〃 虎島 泰洋 君

３、欠席委員の氏名

な  し

４、委員外出席議員の氏名

な  し

５、県側出席者の氏名

農 林 部 長 綾香 直芳 君

農 林 部 次 長 松田 武文 君

農 林 部 次 長 渋谷 隆秀 君

農林 部参事 監
（農村整備事業・
諫早湾干拓担当）

鈴木 豊志 君

農 政 課 長 川端 博子 君

農業イノベーション推進室長 一丸 禎樹 君

団体検査指導室長 髙橋  哲 君

農山村振興課長 酒井  浩 君

農業経営課長（参事監） 長門  潤 君

農産 園芸課 長 原田 幸勝 君

農産加工流通課長 村上慎一郎 君

畜 産 課 長 富永 祥弘 君

農村 整備課 長 野口 和弘 君

諫早湾干拓課長 安達 有生 君

林 政 課 長 永田 明広 君

森林 整備室 長 髙橋 祐一 君

農林技術開発センター所長 中村  功 君

６、審査の経過次のとおり

― 午前 ９時５７分 開議 ―

【中村(一)委員長】 皆さん、おはようございま
す。

委員会及び分科会を再開いたします。

これより、農林部関係の審査を行います。

審査に入ります前に、今回初めて出席する理

事者の紹介を受けることといたします。

【綾香農林部長】農林部長の綾香でございます。

どうぞよろしくお願いいたします。

本日、新たに出席しております農林部関係の

幹部職員を紹介させていただきます。

〔幹部職員紹介〕

以上でございます。どうぞよろしくお願いい

たします。

【中村(一)委員長】 ありがとうございました。

それでは、これより審査に入ります。

【中村(一)分科会長】 まず、分科会による審査
を行います。

予算議案を議題といたします。

農林部長より、予算議案の説明を求めます。

【綾香農林部長】農林部関係の議案についてご

説明をいたします。
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「予算決算委員会農水経済分科会関係議案説

明資料」の農林部の2ページをご覧ください。
今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

第1号「令和6年度長崎県一般会計予算」のうち
関係部分、第3号議案「令和6年度長崎県農業改
良資金特別会計予算」、第4号議案「令和6年度
長崎県林業改善資金特別会計予算」、第5号議
案「令和6年度長崎県県営林特別会計予算」、
第59号議案「令和5年度長崎県一般会計補正予
算（第10号）」のうち関係部分、第60号議案「令
和5年度長崎県農業改良資金特別会計補正予算
（第1号）」、第61号議案「令和5年度長崎県林
業改善資金特別会計補正予算（第1号）」、第
62号議案「令和5年度長崎県県営林特別会計補
正予算（第2号）」であります。
議案の説明に先立ちまして、農林行政の取組

方針についてご説明いたします。

令和6年度当初予算においては、県議会や市
町、有識者懇話会のご意見等をお伺いしながら

策定した「新しい長崎県づぐり」のビジョンに

掲げる、概ね10年後のありたい姿の実現に向け、
施策を推進していくための基礎づくり・土台づ

くりを中心に部局横断的に取り組んでいくこと

としております。

併せて、県勢のさらなる発展を図るため、長

崎県総合計画の着実な推進にも力を注いでまい

りたいと考えております。

このうち、農林部においては、食の分野にお

ける長崎のうまかもんを買える、味わえる場所

の創出に向けた調査や、イノベーション分野に

おけるドローンの防除技術の改良、農業支援サ

ービス事業体の連携支援等活用拡大に向けた仕

組みづくりなどに取り組んでまいります。

また、ビジョンをはじめ、「快適で儲かる農

林業・快適で暮らしやすい農山村」の実現に向

け、今回策定した「令和6年度長崎県の主要施
策」の基本方針に掲げる3つの柱である「環境
変化に対応できる強い産地づくり」、「スマー

ト化・グリーン化」、「国内外への新たなチャ

レンジ」を中心に各種施策に取り組んでまいり

ます。

具体的には、まず、高齢化や労力不足、気候

変動等、環境変化に対応できる足腰の強い産地

づくりに向けて、農業支援サービスを活用した

農作業の外部化、施設のリースによる移住就農

者の確保、生産施設の強靱化などを推進してま

いります。

また、「スマート化・グリーン化」による快

適で儲かる農林業の実現」のため、農業者の生

産環境やワーク・ライフ・バランスの推進につ

ながるドローン等を活用したスマート技術の改

良・実証・普及や、環境にやさしい農法で生産

されたグリーン農産物の販売強化などを推進し

てまいります。

さらに、本県農畜産物の輸出など「国内外へ

の新たなチャレンジ」を推進するため、農泊に

おけるインバウンドの誘客拡大に向けた受入れ

体制整備や輸出に対応したマーケットイン型産

地の育成などを支援してまいります。

それでは、第1号議案「令和6年度長崎県一般
会計予算」のうち関係部分についてご説明いた

します。

歳入総額は184億3,562万3,000円、歳出総額
は325億4,102万3,000円となっております。
主な事業については、4ページ以降にそれぞ

れ記載のとおりであり、後ほど新規事業等につ

いて担当課長から補足説明をさせていただきま

す。

14ページをご覧ください。
債務負担行為について、16ページにかけて記
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載をしております。主な内容は、複写機の賃借

等に要する経費のほか、利子補給や工事請負契

約に係る支払額など、それぞれ記載のとおりで

あります。

16ページの下段をご覧ください。
次に、第3号議案「令和6年度長崎県農業改良

資金特別会計予算」についてご説明いたします。

歳入歳出予算は、いずれも4,729万7,000円と
なっており、その内容は、農業改良資金及び就

農支援資金について、県による貸付事業の終了

に伴い、貸付金、償還金を国及び一般会計に返

納する処理等を行うものであります。

17ページの中段をご覧ください。
次に、第4号議案「令和6年度長崎県林業改善

資金特別会計予算」についてご説明いたします。

歳入歳出予算は、いずれも2,063万円となって
おり、その内容は、林業、木材産業の経営改善、

林業労働に係る労働災害の防止、林業労働に従

事する者の確保のために林業従事者等に対して

必要な資金を無利子で貸し付けるものでありま

す。

18ページの上段をご覧ください。
次に、第5号議案「令和6年度長崎県県営林特

別会計予算」についてご説明いたします。

歳入歳出予算は、いずれも3億5,048万円とな
っており、その内容は、県営林経営計画に基づ

く県有林及び県行造林の管理経営に要する経費

であります。

18ページの下段をご覧ください。
第59号議案「令和5年度長崎県一般会計補正

予算（第10号）」のうち関係部分についてご説
明いたします。

歳入総額は45億9,811万5,000円の減、歳出総
額は62億9,596万5,000円の減となっておりま
す。

その内容につきましては、国の内示の減や事

業実績の減等に伴うものであり、それぞれ記載

のとおりであります。

24ページをご覧ください。
繰越明許費については、計画、設計及び工法

の変更による工事の遅延や災害復旧に係る国の

交付決定の遅れ等により、事業の年度内完了が

困難であることから、それぞれ記載のとおり設

定するものであり、後ほど農政課長から補足説

明をさせていただきます。

24ページ下段から25ページにかけまして、第
60号議案「令和5年度長崎県農業改良資金特別
会計補正予算（第1号）」、第61号議案「令和5
年度長崎県林業改善資金特別会計補正予算（第

1号）」、第62号議案「令和5年度長崎県県営林
特別会計補正予算（第2号）」について、歳入
歳出予算の補正額は、それぞれ記載のとおりで

あり、主な内容は、事業実績等の減によるもの

であります。

最後に、令和5年度予算につきましては、本
議会に補正をお願いいたしておりますが、国庫

補助金等になお未確定のものがあり、また、歳

出面でも年間の執行額確定に伴い整理を要する

ものがあります。

したがいまして、これらの調整、整理を行う

ため、3月末をもって、令和5年度予算の補正に
ついて専決処分により措置させていただきたい

と考えておりますので、あらかじめご了承を賜

りますようお願いいたします。

以上をもちまして、農林部関係の説明を終わ

ります。

よろしくご審議を賜りますようお願いいたし

ます。

【中村(一)分科会長】 次に、補足説明を求めま
す。
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【川端農政課長】 おはようございます。令和6
年度当初予算案の主な事業につきまして、「予

算決算委員会農水経済分科会 補足説明資料」に

基づきまして説明をさせていただきます。

農政課関係の事業について6ページをご覧く
ださい。

ながさき農林業・農山村構造改善加速化事業

費でございます。

産地の維持拡大や農山村集落の活性化に向け、

農業用施設や機械などの生産基盤整備の支援に

要する経費として1億5,015万7,000円を計上い
たしております。

以上で説明を終わります。

【一丸農業イノベーション推進室長】おはよう

ございます。続きまして、農業イノベーション

推進室関係の事業につきまして補足説明をさせ

ていただきます。

7ページをお開きください。
ながさき安全安心農業販売力強化対策事業で

ございます。

安全安心な農業生産を推進するため、環境に

配慮して生産された「グリーン農産物」の販路

拡大や農業生産工程管理（GAP）」の取組、農
作業安全対策の推進に要する経費といたしまし

て573万5,000円を計上しております。
次に、8ページをお開きください。
空飛ぶ未来を拓くドローンワールドプロジェ

クト費でございます。

この事業につきましては、ビジョン特別事業

のイノベーション分野として、企画部、農林部、

土木部、教育庁の複数の部局が連携・融合して

取り組む事業でございます。そのうち農林部に

おいては、農業分野におけるドローン活用拡大

に向けた事業拡大を図るため、新規品目でのド

ローン防除技術の改良、実証などに要する経費

として1,287万4,000円、普及拡大を図るためド
ローン防除を行うサービス事業体間の連携や受

発注業務のDXなどを支援する経費として629
万2,000円、合計1,916万6,000円を計上してお
ります。

以上で説明を終わります。

【酒井農山村振興課長】 おはようございます。

農山村振興課関係の2事業について補足説明を
させていただきます。

9ページをご覧ください。
農山村インバウンド等誘客拡大事業費でござ

います。

今後、需要拡大が見込まれるインバウンドの

農泊における受入れ拡大に向けた体制整備に要

する費用として463万6,000円を計上しており
ます。

具体的には農泊実践団体を対象とした受入れ

実施に必要な知識を習得できる研修会の開催、

受入れ側の心構えや体験プログラム造成のため

のアドバイザー派遣を実施します。

また、旅行会社等を対象とした農泊の魅力を

体験できるモニターツアーを実施し、外国人や

ツアープランナーの視点で内容や時間、料金設

定等について助言を求め、受入れ体制づくりを

推進するものであります。

続きまして、10ページをご覧ください。
稼ぐ農山村チャレンジ支援事業費でございま

す。

生産組織の育成や販売対策など地域ビジネス

の確立に向けた取組及び地産地消の推進に要す

る費用として2,078万8,000円を計上しており
ます。

産品づくり支援につきましては、生産性の向

上や加工品開発、販売対策等の取組を支援し、

集落全体で稼げる品目づくりを推進するもので
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あります。

農産物直売所支援については、販売力、企画

力、情報発信力の強化につながる人材育成を目

指したセミナーの開催や専門家による現地指導

の実施、さらに、売上げ拡大や出荷者の確保な

ど、直売所の経営基盤強化に向けた取組を支援

するものであります。

地産地消推進については、各地域で開催され

る収穫感謝祭の支援や広報等の情報発信を実施

し、地産地消について広く県民に周知してまい

ります。

以上で説明を終わらせていただきます。

【長門農業経営課長】農業経営課関係の事業に

ついてご説明させていただきます。

資料につきましては、11ページをご覧くださ
い。

新規就農者総合対策を推進する経費として6
億7,318万4,000円を計上しておりますが、その
うち新規就農者確保対策費についてご説明をい

たします。

令和6年度につきましては3,650万7,000円を
計上しております。

令和6年度につきましては、新たに就農準備
の状況に応じ、技術習得支援研修の期間を柔軟

に対応できるよう改善するとともに、JA担当者
や受入れ農家のスキル向上に向けた研修会の開

催、就農希望者の農地や中古機械等を紹介する

体制の強化に取り組み、新規就農者のさらなる

確保につなげてまいりたいと考えております。

以上で説明を終わります。よろしくご審議賜

りますようお願いいたします。

【原田農産園芸課長】私からは、農産園芸課関

係分の3つの事業について補足説明をさせてい
ただきます。

同じく補足説明資料の12ページをお開きく

ださい。

新・野菜産地力アップ事業費としまして1,446
万3,000円を計上しております。
事業内容といたしましては、県が関係機関と

連携して、いちごなどの品目ごとの活性化プラ

ンに掲げた農業技術の普及を進め、産地の生産

力向上、いわゆる生産量や品質をしっかり確保

していくために必要な事務費として611万
3,000円。また、昨今伸びております輸出やスマ
ート技術をさらに進めていくため、加えまして、

激甚化の傾向がある気候変動にも強い産地をつ

くっていくために、産地自らが行う課題解決に

向けた新しい取組について、定額または2分の1
で支援する新・野菜産地力アップチャレンジ事

業としまして835万円を計上しております。
続きまして、13ページをご覧ください。
ながさき産地基盤整備・強靱化事業費として

2,397万1,000円を計上しております。
事業内容といたしましては、県の振興局、市

町、農協等で構成いたします産地振興指導チー

ムが各産地での生産量、品質向上、省力化、低

コスト化に資する技術導入の指導・助言に必要

な事務費としまして180万3,000円。また、気候
変動に対応した足腰の強い産地づくりに向け、

園芸用ハウスの修繕・補強などのハウス強靱化

対策、施設及び露地野菜の必要な資材の導入、

果樹等の新植・改植等に対し、県の補助率3分
の1または2分の1に加えまして、市町10分の1
の協調をして支援する助成事業としまして

2,216万8,000円を計上しております。
次に、14ページをご覧ください。
ながさき農業デジタル化促進事業費としまし

て9,244万2,000円を計上しております。
事業内容といたしましては、県の普及指導員

を中心に、遠隔地の少人数の産地と本土の大き
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い産地とをオンラインでつなぎまして、県内の

産地間で栽培環境のデータや事例を共有する勉

強会を開催する経費としまして3,299万7,000
円。また、環境制御機器や圃場情報等管理シス

テムなどデータ駆動型の技術、また、ハウスの

自動換気装置など、遠隔化・自動化技術機器の

導入に対しまして、市町と協調し、県3分の1、
市町10分の1で支援する助成事業5,944万5,000
円を計上しております。

以上で補足説明を終わらせていただきます。

【村上農産加工流通課長】 農産加工流通課は、

3つの事業につきましてご説明させていただき
ます。

初めに、長崎・食の賑わい創出プロジェクト

費についてご説明いたします。

15ページをご覧ください。
この事業は、ビジョンの特別事業の分野、食

分野としまして、長崎のおいしい食を買える・

味わえる拠点を創出するため、農林部、地域振

興部、水産部などの複数の部局が連携・融合し

て取り組む事業として4,188万6,000円を計上
いたしております。

そのうち農林部におきましては、先進事例調

査、可能性調査として、県北、県央、県南の3
地区における立地環境や交通アクセス、観光客

の動向等のほか、国内外の先進事例を調査・分

析し、食の賑わいの場の候補地や実現に向けた

課題等を明らかにすることとしております。

また、地域振興部において、可能性調査と連

動した検証として、長崎空港での食の賑わいの

場を試行する予算を計上いたしております。

これらの調査と検証を通して、食の賑わいの

場の実現に向けたロードマップを作成すること

といたしております。

続きまして、選ばれる県産農産物輸出拡大事

業費についてご説明いたします。

16ページをご覧ください。
この事業は、本県農産物の輸出拡大を図るた

め、先般のトップセールスで協定を締結したシ

ンガポールの輸入業者と連携し、バイヤーの産

地招聘や農産物フェアの開催などにより需要の

拡大を図るほか、海外の規制やニーズに対応し

た輸出産地を県内各地に広げるために、農業団

体や流通関係者等と連携し、これまでのいちご

やさつまいもに加え、長崎和牛やみかん、お茶

等の産地の取組を支援してまいります。

また、マレーシアやタイなどの今後の経済成

長が期待される国々への輸出ルートの拡大にも

取り組むこととして、予算額は7,210万4,000円
を計上いたしております。

17ページです。
続きまして、「農・食」連携推進事業費につ

いてご説明いたします。

この事業は、二次産業や三次産業のノウハウ

を生かし、農の魅力を活用した付加価値の高い

ビジネスモデルづくりを推進する事業で、992
万円を計上いたしております。

具体的には、県内の農業者や商工業者等を会

員とする長崎県農食連携ネットワークにおいて、

研修会や異業種交流会などを開催し、マッチン

グ支援に取り組むほか、農業者等が取り組む新

たな「農」ビジネスモデルの構築に際し、専門

家派遣等により支援してまいります。

以上で説明を終わります。よろしくご審議賜

りますようお願いいたします。

【富永畜産課長】畜産課関係につきまして、資

料18ページをご覧ください。
ながさき酪農生産性向上支援事業費につきま

しては、高い牛乳生産能力を持った乳用牛を確

保するため、遺伝子情報を加味したゲノミック



令和６年２月定例会・農水経済委員会・予算決算委員会（農水経済分科会）（３月７日）

- 91 -

評価に基づく後継牛の選抜や育成牛の外部預託

による労力軽減を支援するもので888万9,000
円を計上しております。

畜産課関係分は以上でございます。よろしく

ご審議を賜りますようお願いいたします。

【川端農政課長】私から、農林部関係の繰越明

許費についてご説明いたします。

資料は変わりまして、補足説明資料の繰越事

業理由別調書の2ページをご覧ください。
今回計上しておりますのは、表の一番右の2

月議会計上④の蘭のとおりでございまして、合

計は一番下に記載しておりますとおり、517件、
46億1,585万8,000円でございます。
繰越理由としましては、①事業決定の遅れに

よるものが、281件、8億4,393万5,000円。この
うち270件は農村整備課所管の災害復旧事業に
ついて国の事業決定が遅れたものでございます。

次に、②計画、設計及び工法の変更による遅

れによるものが、32件、15億3,458万7,000円。
③地元との調整に日時を要したものが、36件、

10億6,535万9,000円。
⑤その他が、168件、11億7,197万7,000円で

ございます。

⑤その他につきましては、農村整備課所管の

災害復旧事業における入札不調・不落によるも

のや、林政課所管の復旧治山費において令和5
年7月の豪雨で施工途中の斜面が崩壊したこと
などにより、年度内に適正な工期が確保できな

いため繰越しを行うものでございます。

なお、これまでご承認いただきました分を含

めた合計は、上の表の合計欄の一番下に記載し

ておりますとおり、613件、122億3,116万3,000
円でございまして、前年度同期の繰越明許費と

比較しますと、件数で68件の増、金額で22億
8,466万1,000円の減となっております。

3ページから17ページに事業別内訳として、
所属ごとに繰越箇所、事業内容等をまとめてお

ります。今後は、残る事業の早期完成に向けて

最大限努力してまいります。

説明は以上でございます。

【中村(一)分科会長】 次に、提出がありました
「政策等決定過程の透明性等の確保などに関す

る資料 政策的新規事業の計上状況」について

説明を求めます。

【川端農政課長】政策的新規事業の計上状況の

うち農林部関係についてご説明いたします。

農水経済委員会提出資料の2ページをご覧く
ださい。

「新しい長崎県づくり」の実現に向けた事業

として、表1段目にイノベーション分野、2段目
に食分野に係る事業の計上状況を記載しており

ます。

また、3ページの一番下に農林部の1事業の計
上状況を記載しております。

要求額と計上額に差が出ておりますが、これ

は予算編成過程において、事業内容や事務費を

精査したことなどによるものでございます。

以上で説明を終わります。

【中村(一)分科会長】 以上で説明が終わりまし
たので、これより予算議案に対する質疑を行い

ます。

質疑はありませんか。

【大倉委員】 おはようございます。

私からは、まずは長崎・食の賑わい創出プロ

ジェクト費に関してご質問をいたします。

食の賑わいづくりというのは、私も非常にこ

れは積極的に本県として取り組んでいきたい、

取り組んでいただきたい事業だと、施策だと考

えております。

特に、長崎というのは食の宝庫ですね、和華
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蘭文化なんてことも言われますし、肉もおいし

いし、魚もおいしいし、和食もおいしいし、中

華もおいしいし、洋食もおいしい。だけれども、

それぞれのお店は本当に頑張ってるんですよね。

頑張ってるんだけれども、どこでおいしい料理

を食べられるのかみたいなことを観光客の方に

聞かれた時に、ぱっと答えきれない自分がいた

りするわけですよね。ですから、拠点というの

は、やっぱり必要だと思います。ここに行けば

食べられる、ここに行けば買える、そういった

拠点づくりをしていくという事業だと思うんで

すけれども、この事業の概要を見ますと、国内

外の先進事例調査、可能性調査と書いてあるん

ですけれども、具体的にどういう場所で、どん

な調査をしていくのか、そのあたりの想定はし

ていらっしゃいますか。

【村上農産加工流通課長】本事業につきまして

は、まずは調査でございますが、県北、県央、

県南の3地区におきまして、立地環境や交通ア
クセス、観光客の動向のほか、国内外の先進地

でこちらを調査、分析しまして、食の賑わいの

候補地とか実現に向けた課題等を検証していく

こととしております。

【大倉委員】ですので、国内外の先進事例の具

体的な場所なんかを想定しているかどうか、教

えてください。

【村上農産加工流通課長】例えば、北海道でい

けば札幌市の二条市場ですとか、石川県の近江

町市場、こういったところが先進事例になろう

かと考えております。

【大倉委員】函館の市場とか、石川県の市場は

私も行ったことがありますけれども、非常に活

況です、にぎわってます。市場というのは、こ

れは一つのキーワードとしていいなと私は思っ

てます。

やっぱりでも市場をつくる場合には、そこに

何か歴史であったりとか物語とかがある方がい

いと思うんですよね。よく言われるのが、食は

ヒストリーとストーリーが必要だと、それがあ

ればさらに食というものが輝いてみえるという

ことは、私もそうだなと思うんです。そういっ

た食のにぎわいづくりの場所として、本県はそ

ういった歴史とか、あと物語とかある場所が幾

つかあると思うんですけれども、具体的に、今、

県南、県央、県北で考えていらっしゃるという

ことですが、さらに踏み込んで、どのあたりに

そういった場所があるのか、その候補地という

のは今のところは考えていらっしゃいますか。

【村上農産加工流通課長】具体的な候補地につ

きましては、例えば県央地区でいきますと、長

崎の元船地区でありますとか、あと県庁跡地も

あるかと思います。そういった候補地も含めま

して可能性調査の中で検証してまいりたいと考

えております。

【大倉委員】そうですね。魚市場はもともと尾

上町にあったわけで、物語性もありますし、そ

ういった歴史と物語がある場所を、あらかじめ、

ある程度候補地を絞った上で、ぜひ調査してい

ただきたいんですね。その方が比較検討してい

く上で、より将来像がはっきり見えてくると思

いますので、お願いしたいと思います。

この調査というのは、基本的には委託して全

部お願いするということなんですかね、専門業

者に。

【村上農産加工流通課長】この事業につきまし

ては、委託事業で今想定しておりますが、その

委託先を決定した後は委託業者と一緒になって

進めてまいりたいと思っております。

【大倉委員】ありがとうございます。ぜひ調査

会社に丸投げではなくて、具体的に、主体的に
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取り組んでいただければと思っております。要

望しておきます。

もう一つ伺います。ながさき酪農生産性向上

支援事業費に関してです。

今、酪農家の皆さんを取り巻く環境というの

は本当に厳しいですよね、飼料の高騰もありま

すし。そういった中でこの事業が酪農家の皆さ

んの経営安定に少しでもつながればいいなと思

っております。

ゲノミック評価というのは、なかなか聞き慣

れない言葉だと思うんですけれども、先ほどご

説明いただきました。遺伝的な能力を検査する

ものということだと思うんですが、それらを数

値化して牛の能力を選抜していくという、これ

は画期的な検査だと思います。

このゲノミック評価を実施することによって

酪農家の皆さんにとってはどういう意義がある

とお考えでしょうか。

【富永畜産課長】委員ご指摘のゲノミック評価

の酪農家に対するメリットでございます。

まず、ゲノミック評価で判明する能力といた

しましては、乳量、乳脂率などの牛乳の成分、

体型、それから経営面でいえば遺伝性疾患を保

有しているかどうかの選抜淘汰ができるといっ

たところで、従来の育種価に比べますと本牛の

ゲノムを解析することによりまして、これらの

遺伝情報が加味されて評価されるということで、

これは若齢の牛でもそれが適用されますので、

従来よりも改良スピードが上がるといったメリ

ットがございます。

【大倉委員】つまり遺伝的能力が高い牛という

のは、乳量が豊富であったりとか、乳脂が豊か

であったりとか、そのあたりがわかるというこ

とですよね。つまり牛乳の品質が事前に予測で

きるということですか。私の認識を確認してお

きたいんですけれども、事前に予測できるとい

うことは、先ほどご答弁にもありました品質の

改良のスピードアップもできるということです

から、つまり成長してから牛乳を生産するとい

うところまで待たなくても、ある程度品質がわ

かるということの理解でよろしいでしょうか。

【富永畜産課長】若齢で乳用牛をしっかり選抜、

淘汰することによって、早い段階で乳量の予測

ができるというメリットがあるということです。

【大倉委員】わかりました。ありがとうござい

ます。これまで本県ではこういった取組という

のは行われてきたんでしょうか。

【富永畜産課長】本県におきましては、一部の

酪農家において実施されておりました。ただ、

近年、一般的にこれが普及してきているもので

すから、本県もこのゲノミック評価に関してい

ち早く後押しをしたいというふうに考えており

ます。

【大倉委員】本県では、このゲノミック評価の

取組はまだあまりされていなかったということ

ですから、ぜひ酪農家の方にもきちんとわかり

やすく説明していただいて、これがどれだけプ

ラスになるのかということの意義をご説明して

ほしいと思います。

ゲノミック評価は、全国的には、特に生産地

として有名なところはやっていると思うんです

けれども、ただ、酪農家の方にとって検査料が

結構高いという声があるということを聞きまし

た。実際、今回、補助額が1頭当たり1万1,000
円ということで、これは十分な補助額になって

いるんでしょうか。

【富永畜産課長】 令和6年度で実施いたします
本事業におきましては、事業の推進を図るため

に酪農団体や酪農家に対しまして説明会で、こ

の事業、ゲノミック評価のメリットなどを丁寧
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に説明いたしまして、初年度の令和6年度の予
算頭数が517頭、定額の1頭当たりの検査料1万
1,000円を支援することとしております。
【大倉委員】 その1万1,000円というのは、酪
農家の皆さんにとって十分な補助額と言えるん

でしょうか、そこをお答えいただきたいと思い

ます。

【富永畜産課長】 この検査手数料が1万1,000
円かかりますので、その定額を支援したいと考

えております。

【大倉委員】つまり全額補助ということですね。

わかりました。それで理解しました。それはい

いと思います。酪農家の皆さんにとっても、や

ってみようと思う取組になると思いますので、

全額補助でほっとしました。

これ、ちょっとした情報ですけれども、こう

いったゲノミック評価の先進地といえると思う

山形県の取組ですけれども、山形県産の乳牛が

最高評価を獲得したという新聞記事があります。

アメリカにありますホルスタイン協会が行った

もので、遺伝子解析によるゲノミック評価で最

高評価を獲得したというんですね、山形県産の

牛が。

記事によりますと、山形県ではこういった取

組をしたんです。まず、アメリカから輸入した

授精卵を乳牛に移植をします。そこで生まれた

雌の牛から卵子を採取すると。さらに、アメリ

カから取り寄せた精子で授精させる。で、山形

県内の酪農家に授精卵を配ったと。その結果、

最高評価を獲得したのは、その受精卵を使って

生まれた牛ということなんですね。

この取組が非常にすばらしいなと思うのが、

今後もその牛から卵子を採取して授精卵をまた

山形県内の酪農家に配っていけば品質向上にど

んどんよくつながっていくという、このサイク

ルが生まれていくということなんですよ。

こういった取組は非常になるほどと思って、

本県でも今後学ぶべきところがあるかなと思っ

たんですが、何かご見解がありましたらお願い

いたします。

【富永畜産課長】来年度につきましては、先ほ

ど申し上げましたながさき酪農生産性向上支援

事業につきまして、優れた後継牛を選抜・確保

しまして、高能力の牛群を整備してまいりたい

と考えております。

将来的には、県内における搾乳牛1頭当たり
の生乳生産量の増加が伸び悩んだ場合につきま

しては、委員おっしゃったような山形県の事例

を参考にしながら検討してまいりたいと考えて

おります。

【大倉委員】よろしくお願いします。冒頭にも

お伝えしたとおり、酪農家の皆さんを取り巻く

環境は本当に厳しいです。廃業していく酪農家

も少なくないと聞きます。今、実際どうなんで

しょう、県内ではどれぐらいの酪農家の方々が

いらっしゃって、廃業していっている数はどれ

ぐらいとか、その辺の推移はわかりますか。

【富永畜産課長】酪農経営体の戸数ですけれど

も、令和4年で110経営体となっております。こ
れは5年前に遡りますと、平成30年に127戸あり
ましたので、5年間で17戸減少しております。
このように酪農家の厳しい状況ということを

我々としても支援したいと考えておりまして、

令和5年6月の補正予算におきまして、輸入する
乾牧草が非常に値上がりしましたので、その増

額分、1頭当たり2万円の補助をいたしておりま
す。その結果、令和5年におきましては、離農
は食い止まったというふうな状況にございます。

【大倉委員】 そういった6月補正の補助金なん
かも一定効果が出ているということで、よかっ
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たと思います。

このゲノミック評価が、今後さらにそういっ

た廃業を食い止めるような施策につながってほ

しいと思っておりますので、ぜひ酪農家の方々

の支援をよろしくお願いいたします。

以上です。                     

【中村(一)分科会長】 ほかに質疑はありません
か。

【堤委員】まず、新規就農者総合対策費につい

てお尋ねをします。

横長資料の54ページです。これが前年度の同
じ資料を見ましたら、令和4年度が当初予算で4
億6,100万円、それが肉づけされて7億3,400万
円になっておりまして、令和5年度が7億8,700
万円、今回、令和6年度当初予算が6億7,300万
円となっています。それぞれの事業費について

支援が増えたりというようなことで、また今年

度も補正で積み増しされると、そういうことを

予想していいんでしょうか。

【長門農業経営課長】今回の当初予算の前年度

からの減額の理由としましては、例えば経営開

始資金なり就農準備資金、そういう資金が、例

えば就農前の研修期間の生活安定に必要な資金

とか、交付金とか、就農直後の経営確立に資す

るような資金の交付、そこに要する経費として

6億円ほど予算化しております。これにつきま
して市町の要望とか、例えば経営開始しても、

順次経営が発展されていて5年目を過ぎたら開
始資金の受給がなくなっていくとか、そういう

計画性に基づいて予算要求をさせていただいて、

現時点では経営開始資金で数としては約220名
の予算を確保していますので、こういった状況

を見ながら必要に応じて予算はしっかり確保し

てまいりたいと考えています。

【堤委員】 今年度、220名分の経営開始資金を

確保しているというご答弁だったと思います。

年度によって交付金が変わっていくということ

で数字が動いていくということも考えられると

いうことですか。

【長門農業経営課長】例えば経営開始資金をも

らわれた方が5年間して卒業されたら、もう受
給されなくなるので、計画的にずらしていく、

数が減っていったり、当然新たに追加される方

を何名ぐらいと想定して、大体35名ほど、経営
開始資金で新たに追加されるように見ています。

そういったサイクルを市町とよく打ち合わせな

がら、開始される方の状況を見ながら、過去の

状況も踏まえながらしっかり確保してまいりた

いと考えています。

【堤委員】何となく理解できたような。この新

規就農者というのは、農業法人などで就農する

という人も対象になるんでしょうか。

【長門農業経営課長】この経営開始資金につき

ましては、基本的には自営就農される方が対象

になっています。農業法人に雇用就業された方

には、農業法人側に一定給料の補塡を国の方で

実施されていまして、その事業に取り組んでや

られていらっしゃる事例もございます。

【堤委員】農業法人に就職される方は、国から

法人に支援の予算がつくということですね。

この新規就農者ですけれども、ここ何年かの

実績はどういうふうになっていますでしょうか。

【長門農業経営課長】新規就農者の近年の状況

でございますけれども、R4年度が実績として出
ておりまして、県下全体で277名の自営就農者
が就農されている状況でございます。

【堤委員】ありがとうございます。漁業ほどで

はないと思うんですが、新規就農者の定着率と

かはどうなっていますか。

【長門農業経営課長】 直近の5年間をトータル
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した新規就農者の定着率は、全体、今まで1,272
名の方が就農されておりまして、そのうちの

99.7％が定着されているという状況でございま
す。

【堤委員】 ありがとうございます。昨日、水産

部にお聞きした時は、5年後で77.6％ということ
で、漁業の方はやっぱり技術の習得とか、なか

なか困難だったり、あるいは収入が思うように

伸びていかないということで離職される方もあ

るということですけど、99.7％というのは、い
い数字といいますか、高い数字ではないかなと

思います。それぞれの事業において生活の安定

であったり、あるいは農業技術の習得であった

り、そういったところの支援がしっかりされて

いるのかなというふうに受け止めました。

もう1点、新規事業で農山村インバウンド等
誘客拡大事業費というのがあります。これにつ

いてインバウンド研修会、アドバイザー派遣と

いうことが書かれているんですけれども、この

研修会の対象者というのは、どういった人たち

になるんでしょうか。

【酒井農山村振興課長】研修会の対象者につき

ましては、実際、農泊を実践されている方を対

象とする予定としております。

【堤委員】農泊を実際に取り組まれている方と

いうことですが、農泊ということに限定したよ

うな研修会になるのかなと思うんですが、この

事業の目的として農泊の受入れ可能地域の拡大

を図り、農山村集落全体で稼ぐ地域ビジネスの

確立ということが目的に挙げられています。こ

こは農泊を実践している方が対象の研修会とい

うことになるかと思いますが、それ以外のとこ

ろでも農泊に関連しての体験だったり、あるい

は直売所があったりとか、レストランとか、そ

ういうふうに幅広くいろんなことが考えられる

のではないかなと思うんですが、今回は農泊に

絞ったということで、それ以外のところについ

ては取り組まれるような予算の計上というのは

ないんですか。

【酒井農山村振興課長】今回の事業につきまし

ては、農泊に限った形で予算を計上しておりま

す。今、委員からお話がございました直売所で

あったりというのは、稼ぐ農山村の事業で直売

所のセミナー関係を実施するように予定してお

ります。そういった中でインバウンド対応等の

研修をやってほしいというような要望が現場か

らありましたら、そういった講師を招集して実

施するようなことも考えていきたいと思います。

【堤委員】農泊というのは、もっともっと広げ

ていく必要がある。地元にいる人間は魅力にな

かなか気づかないけれども、よその人、特に外

国人から見ると、本当に新鮮な感動であったり

発見であったりということがあるかと思うんで

すけれども、いろんなところと連携をしながら

の取組、全体を網羅するというか、包括するよ

うな仕組みというのはないんでしょうか。

【酒井農山村振興課長】今回の事業につきまし

ては、インバウンド、誘客するというところは

農林部の方ではなかなか難しいものがございま

すので、誘客につきましては文化観光国際部の

力もお借りしながら取組を進めていきたいとい

うことで、連携しながら取り組むこととしてい

ます。

そしてまた、市町は農泊の実践のところに一

番近い立場にいらっしゃいますので、そういっ

た方々とも連携しながら、地域が一体となって

取組が進められるように、この事業を有効に活

用しながらノウハウの拡大を図っていきたいと

思っております。

【堤委員】ありがとうございます。農泊に取り
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組んでこられた方にお話を伺いますと、コロナ

禍で本当にそれが成り立たなくなって、できな

くなってしまって困っているというようなこと

を何年か前にお聞きしてたんですけれども、コ

ロナ感染症が5類に移行してから少しずつ外国
人の観光客も増えているようにお聞きしていま

すけれども、農泊の外国人の利用者の数などは

わかるんでしょうか。これまでどういった実績

があるのか、わかりましたらお願いします。

【酒井農山村振興課長】農泊におけるインバウ

ンド客の数でございますが、コロナ禍前までは

順調に伸びてきておりました。令和元年で見て

みますと、インバウンド客が約8,000名程度、農
泊、体験も含めましてご利用いただいておりま

したが、R2年が200名程度、R3年が2桁の10名
程度、R4年につきましては若干回復しまして
130名程度ということで非常に低迷していると
いいますか、苦戦をしているところでございま

す。令和5年につきましても、今の状況では、
そこまでまだ数も増えてないというようなこと

もお聞きしております。

今後、インバウンド客をとにかく農泊の方に

取り込むようなことに尽力してまいりたいと考

えております。

【堤委員】コロナ禍は本当に大変な状況だった

んだなと。令和元年の8,000名というのは、ずっ
と伸びてきて勢いよく進んできたのが、本当に

大打撃を受けたのだということがよくわかりま

す。これからまた徐々に回復していくと思いま

すので、インバウンド客をしっかり取り込める

ように取組をしっかりよろしくお願いいたしま

す。

以上で終わります。

【長門農業経営課長】先ほど、経営開始の新規

の方が35名ということでお話をさせていただ

きました。実は43名分を要求しているというこ
とで修正させていただければと思います。大変

申し訳ございませんでした。

【中村(一)分科会長】 ほかに質疑はありません
か。

【近藤委員】 1つだけ。今、堤委員の質問の中
で新規就農者確保対策で、ここで予算がある程

度立てられていると思うんですけど、この予算

の流れというのは、県から市町にいって、それ

でJAにいくのか、県から直接JAにいくのか、
金の流れはどういうふうになるんでしょうか。

【長門農業経営課長】経営開始資金の受給の流

れのご質問かと思います。

経営開始資金につきましては、県から市町に

お金が流れまして、市町から農業者にお金が直

接いくような形になっている状況でございます。

【近藤委員】 市町から直接、JAはかまない、
そういう形になるわけですね。実は、新規就農

相談センターの活用というのが予算化されてい

て、自分も、去年、農水で壱岐の視察に入った

時に、新規就農者がお二人、来られた時に、な

んかちょっと相談みたいなことを、その委員会

の中でちょっとやろうとしたんですけれども、

我々はそれは市のことでしょうということでぱ

っと蹴った覚えがあります。逆に言ったら、本

当に自分の生活をかけて、そこの部分に農業を

やって生活をしようという意思の中で来ている

中で、これは技術ばっかりじゃなくて生活、い

ろんな面で悩みを持った方々がいるんだろうと

思うんです。そこら辺は市町もしっかりやって

いると思うんです。でも、その中で何か相談し

たいという部分があったんだろうと思うんです、

あの場はですね。

その時に県として、そこら辺で相談する、ど

ういうふうな相談に乗るのかとか、そういう方
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法とか、現在、例えば市町が回っているから大

丈夫だという県の考えだったら、そういう人た

ちを拾うことができないのかなと思って。例え

ば、漁業でいったら浜回りをやれって私たちは

よく言うんですよ、県の職員にですね。

そういう形で長崎の農業の、どういうふうな、

そういう活動をやっているのか、ちょっと教え

ていただければと思います。

【長門農業経営課長】各地域の新規就農者の支

援という形でございますけれども、県の方でも

各振興局がございまして、振興局の普及分野と

市町、それとJA、あとは融資等を借り入れれば
政策金融公庫も含めてという話になろうかと思

うんですけれども、地域の新規就農支援センタ

ーというのを立ち上げまして、皆さんで情報を

共有化しながら、新規就農者に対して技術面の

フォローが必要であればJAと一緒にやってい
く、振興局も一緒にやっていく、生活面であれ

ば市町と一緒にやっていくということでしっか

り連携して、新規就農者の一つ一つの悩みにし

っかりフォローアップしていくような体制を整

えて新規就農者の定着率向上に努めているとこ

ろでございます。

【近藤委員】よくやっているのはわかるんです。

各市町で、そういう形で皆さんが活動してやら

れているのはわかるんですけれども、今度は、

そういう形で新規就農者が今一生懸命頑張られ

ている。いろんな形で、そういう方々は、あれ、

こんなんだったのかなとか、いや、よかったな

とか、そういう自分の選んだ評価があると思う

んです。そういう評価的な意見、アンケート、

振興局でもいいですし、市でもいいですし、県

でもいいですし、そういう数字というのは何か

あるんですかね。

【長門農業経営課長】実際、アンケートという

形で取ってはいないですけれども、現場指導の

中で、例えばこういうことで困ったというお話

があれば、それにしっかり対応していく。振興

局で完結できなければ本庁も一緒になっていく、

そういう形での取組をさせていただいていると

ころでございます。

【近藤委員】 ありがとうございます。でも、就

農者とか、そういうふうに一生懸命頑張ってい

る人からしたら、県とか市は高い存在に見える

んですよ。自分が悩んでいるとか、そういうと

ころが直接声に出てこない部分が出てくると思

うんですよ。

そういう中で、ここに新規就農相談センター

という予算を立てているからには、この中でも

っと深く堀り込んでいって、そういう人たちか

ら就農してよかったという声が上がるように、

そういう声があったら私たちにもそういうこと

を伝えていただけるように頑張ってもらえれば

と思います。せっかく立てた予算ですので、し

っかりしたあれが就農者の方にいくようによろ

しくお願いします。

【中村(一)分科会長】 ほかに質疑はありません
か。

【白川委員】私も新規就農者の件でお伺いをし

たいんですけども、先ほど堤委員の質問に5年
間継続の方が99.7％というふうにお答えをいた
だきましたけれども、農業を育むという上では

安定的な収量がとれるまでに時間がかかるかと

思います。5年間は継続の支援もあるというこ
とで、その後の方が大事じゃないかなというふ

うに思っておりますけれども、5年以降の継続
率というのはわかりますでしょうか。

【長門農業経営課長】 確かに5年以降のデータ
というのは、状況として追うことはなかなか難

しいんですけれども、実は経営開始資金という
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のがありまして、例えば5年間受給していれば、
5年後に農業に就いていないとその交付金は返
さなければいけないという調査がございます。

そういった経営開始資金の交付者の方々の5年
後の就農状況を、277名全部じゃないですけれ
ども、経営開始資金を受給された方々の5年後
以降の状況を調べたところ、実態としては、例

えば平成29年に交付を終了された方が大体10
年ぐらいたってますけれども、令和4年度末の
就農状況は約9割という状況で、一定高い定着
率になっているのかなと思っています。

これも先ほどお話しましたように5年間の
99％という状況の中では、それほど下がってい
ないのかなという状況でございます。

【白川委員】ありがとうございます。経営開始

資金の5年後以降の返金というのは、約1割ぐら
いというようなことで、9割の方がそれ以降も
継続されているというふうに理解いたしました。

ありがとうございます。

それではもう1点、デジタル人材の育成につ
いてお伺いしたいと思います。

ながさき農業デジタル化促進事業費ですけれ

ども、この予算の内容ですけれども、先ほど、

この概要の補足説明資料の中では、勉強会など

を通じて次世代の農業デジタル人材を育成する

というような内容でご説明があったかと思いま

す。このソフト面、要は研修費というような認

識なのか、それともデジタル化をしていく上で

のハード面の導入等にもこの費用が使えるのか

ということを教えていただきたいです。

【原田農産園芸課長】デジタル化のご質問でご

ざいます。

デジタル化の部分につきましては、ハウスの

栽培状況をウェブカメラ等でつないで、各産地

を一つの仮想産地みたいな形でつくり上げて勉

強会をするといったところでございます。

したがって、県の普及員だとか、我々が主導

して会議をする会議費だとか需用費だといった

ところを計上する推進費になっております。

また、デジタル化を推進するためのハード部

分につきましては、下のデジタル化の産地づく

り整備事業といったところで、環境制御、自動

換気装置、そういったものを導入できるメニュ

ーが別途、ソフト事業とハード事業と分けて整

理をさせていただいているところでございます。

【白川委員】ありがとうございます。下のデジ

タル化産地づくり支援の方でハード面の支援を

していただけるということで理解いたしました。

高齢化が進んでいる農業者の皆さんの中にデ

ジタル化を進めていくというのは、かなりハー

ドルが高く、難しい面も多いと思いますが、や

っぱり費用の面もそういうふうにかかるのであ

れば、なかなか取り組みづらいというところも

あると思いますので、こういったハード面の支

援もありながら、育成もしていただけるという

ところで、ソフトもハードも両面的にやってい

ただけるということは非常にありがたいことか

なと思います。

これを進めていく上で課題となっていること

などありましたら教えてください。

【原田農産園芸課長】ここの部分に書いてござ

います産地間勉強会のイメージとしまして、五

島とかの離島では施設園芸、特にいちごなんか

というのは栽培をされる戸数が少なくございま

す。デジタル化に必要なデータというものが、

戸数が少ないとなかなか蓄積できない、それが

正解かどうかが検証できないといったこともご

ざいます。一方で県央地域、また、島原地域に

は多くのそういった実践をされているベテラン

の方もいらっしゃいます。そういった方々のデ
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ータをしっかりと離島の方、また、やり始めた

人たち、また、そういう小さな産地にもしっか

りとデータを普及して、みんなでレベルアップ

していこうといったところが今回のこの事業の

肝にもなっておりますので、そういったところ

をしっかりとデータを回収しながら、産地での

課題を解決しながら、みんなでレベルアップを

していこうといったことになっております。

【白川委員】この事業の目的、意義なども教え

ていただきまして、ありがとうございます。そ

ういった産地をつないで、成功事例を少数の、

例えば離島ですとか、そういったところにも広

げていって、そこでも産地を拡大できるように

していきたいというようなことかと思います。

今、いちごの例がありましたけれども、ほか

にニーズの高い品目がありましたら教えてくだ

さい。

【原田農産園芸課長】現在、いちご以外にトマ

トや菊などの花、あと、みかん、今年は特にア

スパラガスを中心にやっていきたいなと考えて

いるところでございます。

【白川委員】ありがとうございます。長崎県全

体をつないでの産地拡大ということで非常によ

い取組だと思います。高齢者の方々がおいてけ

ぼりにならないように、そういったソフト面の

教育もしっかり寄り添いながらしていただきた

いと思います。よろしくお願いいたします。

ありがとうございます。

【中村(一)分科会長】 ほかに質疑はありません
か。

【虎島委員】 よろしくお願いいたします。

まず、ドローンのことからご質問したいと思

います。新たなビジョン特別事業ということで

肝煎りの事業の一つだと思います。

ドローンについては、特に農業分野は非常に

有力な活用できる分野じゃないかなというふう

に理解しています。高齢化でありますとか労働

力の減少といったところには非常に切り札的な

ものであるというふうに期待をしているところ

です。

この事業につきまして具体的な取組について

お知らせいただければと思います。

【一丸農業イノベーション推進室長】今、委員

ご質問のこの事業の中身ですけれども、ここに

ありますように大きく2つございます。一つは、
ドローンを活用した技術開発と実証になります。

主なものとしましては、ドローンの農薬散布の

新しい技術、それとセンシングの技術でござい

ます。それともう一つ、普及拡大ということで

ドローンの防除の拡大に向けた連携体制の構築

でございます。

【虎島委員】この実証というのは、どこかモデ

ルの地区を選定して、そこでやるようなイメー

ジなんでしょうか。

【一丸農業イノベーション推進室長】ここに挙

げておりますみかん、びわにつきましては、新

しい農薬等を実証したいということで、基本的

にはみかん、びわの産地で実証したいと考えて

いるところでございます。

【虎島委員】 ありがとうございます。

もう一つ、普及拡大の方ですが、実際、ドロ

ーンを活用した民間企業は長崎にもありますし、

農業分野でも取り組んでおられると思います。

受発注業務のDX化といったところとか、事業体
間の連携というのが上がっておりますけれども、

具体的にはどのような形になるのか、お知らせ

ください。

【長門農業経営課長】ドローンの防除の拡大に

向けた活用体制の構築というご質問かと思って

おります。
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現状、ドローン防除の発注というのが、今、

各サービス事業でそれぞれ農家さんに対して主

に電話とか紙でやり取りされているというふう

なことで、時間が非常にかかっているというこ

とをお聞きしております。

まずはドローンの防除の受発注をDX化して
いくことで効率化ができないかということが1
点。それと併せて、例えば産地で中心的な役割

を果たしています農協を中心としまして、農業

者から農協、農協から例えばサービス事業体、

そこの受発注システムをDX化することで流れ
が一元化されて効率化されていく。そういうこ

とでドローンの防除自体が拡大されていくとい

うことで、農家からの発注を一元化するという

形の中で効率的な防除体制の構築を図れないか

という体制を図ってまいりたいと考えていると

ころでございます。

【虎島委員】ありがとうございます。実は私も

実家の、妻の実家ですけれども、棚田で米を作

っておりまして、非常に狭くて変形地なもので

すから、かなり難しいですね。大型機械が入ら

ないところでドローンを活用できれば非常に効

率的に作れるということになるかと思います。

棚田の景観を維持するためにも、こういった技

術を利用して、ぜひ普及を広げていただきたい

と思っております。

もう1点、先ほど白川委員から質問がありま
したけれども、農業デジタル化促進事業費につ

いてであります。

仮想産地というのは、いえばテレビ会議のよ

うな形でやられるというふうに思いますけれど

も、実際、気候も違う中で、どういった形で共

有ができていくのか。そして、実際、ノウハウ

をどこまで教えていただけるのか、秘密とかあ

るのかどうかというところも教えてください。

【原田農産園芸課長】デジタル化のご質問でご

ざいます。まず、仮想産地と申しますのは、先

ほどもちょっと答弁させていただきましが、五

島や壱岐などの離島、少数の産地と生産者が多

くいらっしゃる島原などの本部をウェブ等で結

んで、遠隔地にありながらも、これらの農家が

まるで近隣の農家であるかのようにウェブの中

でデータを共有、交換し合いながら勉強会を進

めていくといったところの状況を一つの仮想の

産地と我々が呼んでいるところでございます。

そこの中では、データを、環境制御のハウス

内の温度、また、生育状況、湿度、炭酸ガスの

濃度、日射量を含めて、様々なデータをオープ

ンにすることで生育状況とのリンクで収量とか

を検証しながら、技術をそれぞれで磨いていく

ということになっておりますので、そこは全て

オープンな形で、皆さん、技術を切磋琢磨して

いくという形になっておりますので、ご理解い

ただきますようお願いいたします。

【虎島委員】ありがとうございます。近くの農

家の方に相談をするような形がデジタルで広が

っていくというイメージと理解いたしました。

ただ、遠隔の勉強会というのが、デジタル化

が普及した今、スマホやタブレットがあればで

きると思いますけれども、3,000万円という予算
がどのように使われていくのかというのを教え

てください。

【原田農産園芸課長】3,000万円の内訳の中に、
一つ、長崎県環境制御技術普及推進協議会とい

うものをつくっておりまして、3,000万円のうち
2,700万円を国庫で補いながら、そこで活動して
いくといった予算になっております。

具体的に申しますと、特に今回、先ほども申

しましたが、アスパラガスの環境制御と収量向

上を目指すというところのデジタル化というこ
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とで、高畝栽培といったものと自動かん水シス

テムを導入いたしましてデータの収集と収量の

向上に努めていくということを新たにしようと

するものでございます。

そういった実証農家に対する機器のレンタル

代、また、アスパラ、いちご、その他花等の先

進地を生産者を含めた関係者でしっかりと勉強

しに行くといった旅費だとか会議費だといった

ところで3,000万円ほどを計上しているところ
でございます。

【虎島委員】 わかりました。先ほど、ハード面

は下の産地づくりの支援でということでしたけ

れども、こちらの人材育成の方でもそういった

取組があるというふうに理解いたしました。あ

りがとうございます。頑張ってください。

【中村(一)分科会長】 ほかに質疑はありません
か。

【山口委員】 お疲れさまです。お尋ねします。

当初予算の概要の関係ですが、農林部の当初

予算が前年度比、県全体もですが、減少してい

ます。県の全体予算が7,348億4,900万円、農林
部が325億4,102万円ということになって、前年
度と比較した場合、前年度は4.5％、今年度は
4.4％ということで記載してあるわけです。
何が、どう減ったかというのもちゃんと記載

されておりまして、公共事業の減少1.9億円、要
望額が1.4億円のマイナス、それから令和2年度、
4年度の災害復旧の関係が一番大きいと思うん
ですが、7億2,100万円ほど減少しています。と
いうことは、それぞれ災害復旧が進んでいると

いうふうに理解していいと思います。

そういうことで具体的に、どこが、どう進ん

だのかなということもお聞きをしたいんですが、

各課別に見ますと、それぞれの前年度比の関係

でいうと、農産園芸課が90％の予算になってま

すし、額で見てみますと、農村整備課が4.3億円
減少している。あと林政課、森林整備室が7億
5,700万円減っているという状況です。
そういう状況で、これが災害復旧にどう絡ん

でいるのかなということもあるんですが、具体

的に災害復旧の関係についてどう進捗している

のかを含めてお尋ねしたいと思います。

【野口農村整備課長】農村整備関係の公共を担

当しております農地農業用施設災害復旧につい

てご説明したいと思います。

農村整備課では、先ほど委員ご指摘のとおり、

4億3,000万円ほど減となっておりまして、この
主なものは災害復旧費でございます。この大き

な要因といたしましては、令和2年、令和3年災
が大きかったことに対して、令和4年災、令和5
年災が小さかったために、計上額として前年度

までの5年間の平均値をもって当初予算を計上
いたしておりますので、その分が小さくなって

いると。今までの5年間のうちの令和4年度､5年
度が小さくなったために予算も小さくなってい

るという状況です。農村整備課関係はそういう

状況でございます。

【山口委員】ありがとうございます。そういう

ことで具体的な現場の状況といいますか、どう

いうところが、どう減ったのかということにつ

いてお尋ねしたいと思います。

【野口農村整備課長】具体的には大村市とか諫

早市が令和2年災、3年災等々、まだ抱えており
ます。その分が少し、災害復旧等もありまして、

その計上額が減少、入札不調等あって進捗が遅

れておりましたけれども、令和2年災、3年災と
進捗していく中で、令和2年災につきましては1
億4,000万円程度計上しております。令和3年災
については3億5,000万円程度を計上させてい
ただいております。先ほど申し上げましたとお
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り、3年災につきましては、佐世保市の針尾地
域であったりとか、波佐見町の地すべり等、大

きな災害が起きました。この辺の災害復旧工事

が進捗しておりますので、その分が減になって

いるということもございます。

【山口委員】ありがとうございます。この災害

復旧は、それぞれの現地といいますか、該当市

町にとっては極めて大事な部分になりますので、

ぜひ力を入れて早急にやっていただきたいと思

います。申し訳ないんですが、主な項目と進捗

を含めて、後で結構ですからリストをつくって

いただけませんか。よろしくお願いします。

あと、予算を見てみますと、各課として減少

したところが、県全体の予算も減っている関係

もあって減っているんですが、増加したところ

があります。突出して大きいのが133.7％の農産
加工流通課です。あとのページにそれぞれの主

な項目は記載してありますが、輸出拡大事業で

7,000万円、あるいは「農・食」連携の推進費で
992万円とか書いてありますが、農産加工流通
課として、今回、大きく増加した要因等はどう

いうものがあるんでしょうか。

【村上農産加工流通課長】今回、農産加工流通

課で予算が増加しました主な要因としまして2
点ございます。

まず1点目につきましては、先ほどもご説明
いたしました長崎・食の賑わい創出プロジェク

ト費、これが新規事業といたしまして約3,115
万円。

もう一つ、選ばれる県産農産物輸出拡大事業

費ということで、こちらが昨年度が7,717万
8,000円に対しまして1億1,963万3,000円とい
うことで、ここが約4,200万円ほど増加しており
ます。こちらにつきましては国の定額事業を活

用しまして、海外の規制やニーズに対応した輸

出産地を育成していこうということで予算を計

上しております。

【山口委員】しっかり頑張っていただきたいと

思います。

あと、細かいことをちょっと聞きます。

13ページの気候変動関係ですが、ハウスの補
助率の関係で記載されておりまして、3分の1と
2分の1とありますが、ここの違いはどういうふ
うな判断をすればいいんでしょうか。

【原田農産園芸課長】 2分の1につきましては、
アスパラと果樹の新植、改植の部分について2
分の1で対応することとしております。これは
国の事業が2分の1となっております関係上、県
も2分の1とさせていただいています。その他の
資材等機械導入につきましては、ほかの事業に

ならって3分の1というふうにさせていただい
ております。

【山口委員】 わかりました。普通は3分の1と
考えておっていいということなんですね。

もう一つ、畜産の関係です。18ページですが、
その中でゲノミック評価という言葉が出てきま

すね。大体わかったようで、ぴしゃっとしたと

ころがわかってないのでお尋ねしますが、DNA
解析に基づいて具体的な評価をするんだろうと

思うんですが、いま少し具体的に教えていただ

けますか。

【富永畜産課長】ゲノミック評価につきまして

は、従来の血統情報、いわゆる育種価、お父さ

んとお母さんの成績、それから、その生まれた

子どもの成績を勘案して評価しておりましたけ

れども、今回、ゲノミック評価につきましては、

その個体ごとに生まれた子ども、その遺伝情報

をしっかり把握しまして、そこの配列の中で何

か特徴的なことを見出しまして、例えば、DNA
の配列が通常とは少し違うけれども、生育が非
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常に早いとか、そういったところを見出して、

その個体を保留いたしまして増殖させていくと

いうふうな特徴がございます。これによりまし

て、従来の推定法よりも信頼度が高い改良が進

むことが特徴となっております。

【山口委員】ありがとうございました。優良品

種をずっとつないでいくというふうに理解して

よろしいんでしょうかね。

【富永畜産課長】そうですね、先ほども申し上

げましたように、従来の遺伝病とかをここで淘

汰していくというふうなことでありますとか、

これは遺伝子組み換えではなくて、突然変異を

利用してやるものですから、そういった意味で

は消費者に対しても、有用性というか、需要率

が非常に高いかと思われます。

【山口委員】 ありがとうございました。

【中村(一)分科会長】 ここでしばらく休憩いた
します。

― 午前１１時２５分 休憩 ―

― 午前１１時２６分 再開 ―

【中村(一)分科会長】 分科会を再開いたします。
ほかに質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【中村(一)分科会長】 ほかに質疑がないようで
すので、これをもって質疑を終了いたします。

次に討論を行います。

討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【中村(一)分科会長】 討論がないようですので、
これをもって討論を終了いたします。

予算議案に対する質疑・討論が終了しました

ので、採決いたします。

第1号議案のうち関係部分、第3号議案ないし
第5号議案、第59号議案のうち関係部分及び第

60号議案ないし第62号議案は、原案のとおり、
可決することにご異義ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【中村(一)分科会長】 ご異義なしと認めます。

よって、予算議案は、原案のとおり、それぞ

れ可決すべきものと決定されました。

ここでしばらく休憩いたします。

― 午前１１時２７分 休憩 ―

― 午前１１時２８分 再開 ―

【中村委員長】 委員会を再開いたします。

次に、委員会による審査を行います。

議案を議題といたします。

農林部長より総括説明を求めます。

【綾香農林部長】農林部関係の議案等について

ご説明いたします。

「農水経済委員会関係議案説明資料 農林部」

の2ページ目をご覧ください。
今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

第50号議案「県が行なう建設事業に対する市町
村負担金の徴収についての一部変更について」、

第56号議案「第3期ながさき農林業・農山村活
性化計画の変更について」であります。

議案の内容についてご説明いたします。

まず、第50号議案「県が行なう建設事業に対
する市町村負担金の徴収についての一部変更に

ついて」は、国の補助事業の制度改正により、

農業生産基盤整備附帯事業として埋蔵文化財調

査事業が創設されたことに伴い、同事業を市町

負担金対象事業に新たに追加するものでありま

す。

次に、第56号議案「第3期ながさき農林業・
農山村活性化計画の変更について」は、長崎県

行政に係る基本的な計画について議会の議決事

件と定める条例第2条の規定により、議会の議
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決を得ようとするものであります。

これは、本県農林業・農山村の目指す姿と方

向性を示した「第3期ながさき農林業・農山村
活性化計画」において、令和7年度の最終目標
を達成した指標「農産物・木材の輸出額」、「長

崎四季畑認証商品販売額」及び「アグリビジネ

ス売上額」の目標値を上方修正するものであり

ます。

次に、議案以外の報告事項についてご説明い

たします。

和解及び損害賠償の額の決定についてでござ

います。

本案件は、令和5年7月21日、諫早市小ヶ倉町
の小ヶ倉斎苑付近において、公用車で走行中、

前方安全不確認により、斎苑敷地内の境界標等

の一部に接触した農林技術開発センター職員に

よる事故について、和解が成立し、損害賠償金

21万8,845円を支払うため、地方自治法第180
条の規定に基づく軽易な事項として専決処分を

させていただいたものであります。

次に、議案外の主な所管事項についてご説明

いたします。

「農水経済委員会関係議案説明資料 農林部」

及び同資料の「追加1」を併せてご覧ください。
今回、ご報告いたしますのは、長崎県多面的機

能支払活動組織の集いの開催について、長崎県

産米「にこまる」の特Aランク獲得について、
びわ寒害に対する「クラウドファンディング型

ふるさと納税」の取組状況について、シンガポ

ールにおけるトップセールス等について、諫早

湾干拓事業の開門問題等についてであります。

そのうち主な事項についてご報告をいたしま

す。

まず、「農水経済委員会関係議案説明資料 追

加1」の2ページ目をご覧ください。

長崎県産米「にこまる」の特Aランク獲得に
ついてでございます。

一般財団法人日本穀物検定協会が実施する

「令和5年産米の食味ランキング」の結果が2月
29日に公表され、長崎県産米「にこまる」が最
高評価である「特A」を獲得いたしました。
「にこまる」の特A獲得は、昨年に引き続き2
年連続で、通算10回目の獲得となります。
本県の令和5年産の水稲につきましては、県

全体の作況指数が「102」の「やや良」であっ
たものの、穂が出る時期の高温の影響により、

県内で最も作付されている「ヒノヒカリ」では、

品質が大きく低下しました。そのような中、「に

こまる」の特A獲得は、高温耐性品種の特性が
十分に発揮されたことに加え、県内の各産地が

一丸となって各品種の栽培基準に沿った適切な

管理に取り組まれた努力の賜物であり、農業者、

農業団体など関係皆様方のご労苦に対し、心か

ら敬意を表する次第であります。

県としましては、農業団体、米卸会社の皆様

と連携し、今回、最高評価を受けた長崎県産米

「にこまる」を消費者の皆様にしっかりとPR
し、さらなる生産拡大とブランド確立を図って

まいります。

次に、「農水経済委員会関係議案説明資料」

の3ページ目下段をご覧ください。
びわ寒害に対する「クラウドファンディング

型ふるさと納税」の取組状況についてでござい

ます。

令和5年1月の寒波により、長崎市を中心にび
わの果実が枯死するなどの被害を受けたことか

ら、長崎びわ産地の復興支援を目的として、県

で初めてクラウドファンディング型ふるさと納

税に取り組みました。

具体的には、令和5年8月31日から12月29日ま
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での約4か月間、ふるさと納税サイト「さとふ
る」で本趣旨に賛同する個人からの寄附を募り、

県のSNSやホームページのほか各種メディア、
県人会、在京高校同窓会、長崎ゆかりの交流会

等において、本取組の周知を行ってきました。

しかしながら、「さとふる」ではシステム上、

企業からの寄附の受付ができなかったことや、

他サイトからの寄附の希望者がおられたこと、

高齢者の方にとってはサイト上での手続が煩雑

であったことなどから、「さとふる」以外の方

法による寄附も受け付けできるように仕組みを

改善したところ、複数の個人や企業様から直接

県に対して、多数の寄附の申出をいただき、寄

附金額は、個人の直接寄附で1,015万3,000円、
企業からの寄附で382万5,000円、「さとふる」
において169万6,000円、合計1,567万4,000円と
なり、目標金額の1,300万円を達成することがで
きました。

ご支援をいただきました皆様に対し、心から

厚く御礼を申し上げます。

今後、県といたしましては、いただいた寄附

金をびわ園地の基盤整備や寒波被害を防止する

簡易ハウス栽培の導入などへの支援に活用する

ことで、次世代に引き継がれるびわ産地づくり

を進めてまいります。

最後に、シンガポールにおけるトップセール

ス等についてでございます。

去る1月18日から21日まで、本県農畜産物の
さらなる輸出促進を図るため、大石知事をはじ

め、徳永県議会議長、農業団体の皆様とともに

シンガポールを訪問しました。

今回の訪問では、長崎和牛やいちごなどを扱

う現地商社3社を訪問し、シンガポールにおけ
る本県農畜産物の認知度向上や需要拡大に向け

た協定を締結したほか、今後の輸出拡大に向け

て意見交換を行いました。

また、現地イタリアンレストランにおいて、

現地流通関係者やメディア等を招いたレセプシ

ョンを開催し、同レストランをシンガポールで

3軒目となる長崎和牛指定店に認定したほか、
知事による長崎和牛やいちご、水産物、県産酒、

焼き物等についてのプレゼンテーションを行う

など、県産品の多彩な魅力を発信しました。

併せて、現地百貨店において開催した長崎フ

ルーツフェアのオープニングイベントでは、知

事と現地インフルエンサーのトークセッション

を行うなど、本県産のいちごとみかんの魅力を

現地消費者へ直接PRしてまいりました。
今回のトップセールスでは、県と県議会、農

業団体が一体となって取り組んだことにより、

現地商社との信頼関係を深めるとともに、県内

外の流通関係者や県内の産地等に対して輸出拡

大に向けた前向きなメッセージを発信できたも

のと考えております。

さらに、1月21日から22日まで長崎和牛のさ
らなる輸出拡大を図るため、県及び農業団体の

皆様とともにタイを訪問しました。

今回の訪問では、昨年長崎和牛指定店に認定

したバンコクの卸売業者と連携し、現地日本料

理店レストランにおいて長崎和牛フェアを開催

したほか、レストランシェフや焼肉飲食店等に

対し、長崎和牛のプロモーションを行い、タイ

での認知度向上及び需要拡大を図ってまいりま

した。

県としましては、引き続き農業団体等と一体

となり、農畜産物の輸出拡大に取り組み、本県

農業者の所得向上につなげてまいります。

その他の事項の内容につきましては、記載の

とおりであります。

よろしくご審議を賜りますようお願いいたし
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ます。

【中村(一)委員長】 農林部関係の審査の途中で
すが、午前中の審査はこれにてとどめ、午後は

1時30分から再開し、引き続き農林部関係の審
査を行います。

しばらく休憩いたします。

― 午前１１時３７分 休憩 ―

― 午後 １時２８分 再開 ―

【中村(一)委員長】 委員会を再開いたします。

午前中に総括説明が終わりましたので、これ

より議案に対する質疑を行います。

質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【中村(一)委員長】 質疑がないようですので、

これをもって質疑を終了いたします。

次に、討論を行います。

討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【中村(一)委員長】 討論がないようですので、

これをもって討論を終了いたします。

議案に対する質疑・討論が終了しましたので、

採決を行います。

第50号議案及び第56号議案は、原案のとおり、
可決することにご異義ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

【中村(一)委員長】 ご異義なしと認めます。
よって、議案は、原案のとおり、それぞれ可

決すべきものと決定されました。

次に、提出のあった「政策等決定過程の透明

性等の確保などに関する資料」について説明を

求めます。

【川端農政課長】「政策等決定過程の透明性等

の確保及び県議会・議員との協議等の拡充に関

する決議」に基づき、本委員会に提出いたしま

した農林部関係の資料についてご説明いたしま

す。

農水経済委員会提出資料、農林部をご準備い

ただき、資料の2ページをご覧ください。
補助金内示状況につきまして、令和5年11月

から令和6年1月までの実績についてご説明い
たします。

直接補助金は、2ページから6ページに記載の
長崎県鳥獣被害防止総合対策事業費補助金など

58件でございます。
また、間接補助金は、7ページから8ページに
記載のながさき農林業・農山村構造改善加速化

事業補助金など19件であり、直接補助金と間接
補助金の合計は77件でございます。
次に、資料の9ページをご覧ください。
1,000万円以上の契約状況につきまして、令和

5年11月から令和6年1月までの実績についてご
説明いたします。

公共事業に係る委託につきましては、9ペー
ジに記載の6件であり、10ページから15ページ
にその入札結果一覧表を添付しております。

次に、16ページをご覧ください。
公共事業に係る工事につきましては、16ペー
ジと17ページに記載の23件であり、18ページか
ら50ページにその入札結果一覧表を添付して
おります。

次に、資料の51ページをご覧ください。
陳情・要望に対する対応状況でございますが、

知事及び部局長に対する陳情・要望のうち、県

議会議長宛にも同様の要望が行われたものに関

しまして、51ページから62ページにその対応を
記載しております。

最後に、資料63ページをご覧ください。
附属機関等会議結果報告につきましては、令

和5年11月から令和6年1月までの実績は1件で
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あり、その内容につきましては64ページに記載
のとおりでございます。

なお、別紙といたしまして、営繕課で実施し

ております集中契約のうち農林部関係の1,000
万円以上の契約案件について参考資料として配

付いたしております。

以上で報告を終わります。

【中村(一)委員長】 以上で説明が終わりました。
次に、議案外所管事務一般に対する質問を行

います。

まず、「政策等決定過程の透明性等の確保な

どに関する資料」について、ご質問はございま

せんか。

【堤委員】 33ページに一般競争入札で、田平
第二・1期地区水源揚水機場ポンプ設備工事と
いうのがありまして、これは一般競争入札で事

業者が1つだけで落札されていますけれども、
福岡市の事業者ということになっています。こ

れについては県内の事業者で対応できないとい

うことなのかなと思います。

それと、次のページにこれが「落札者仮決定」

というふうに書いてあるんですけれども、仮決

定というのはどういうことなのか、その辺をお

尋ねします。

【野口農村整備課長】 入札結果一覧表の33ペ
ージについて、田平第二・1期地区水源揚水機
場ポンプ設備工事でございますけれども、これ

はダムから揚水する大型ポンプの補修工事、更

新を行う工事でございます。委員ご指摘のとお

り、県内にはそうした業者がございませんとい

うか、能力等がありません。一般競争で広く県

外にも公募してやったものでございます。

1者入札につきましても、平成2年11月以降、
一般競争入札において入札参加者が1者であっ
ても、その入札は有効とすることで運用させて

いただいているところでございます。

それと、仮決定につきましては、この内容審

査等ございますので、その間、仮決定というこ

とで対応しているところでございます。

【堤委員】内容審査中なので仮決定ということ、

内容審査が終わって問題がなければ落札が決定

ということになるんでしょうか。

【野口農村整備課長】内容審査後、適正であれ

ば決定ということであります。

【中村(一)委員長】 ほかにありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【中村(一)委員長】 ほかに質問がないようです
ので、次に、議案外所管事務一般に対する質問

を行います。

質問はありませんか。

【大倉委員】お昼からもよろしくお願いいたし

ます。

まず、私からは、びわの寒害に関するクラウ

ドファンディングですね、ふるさと納税をクラ

ウドファンディング型でやったという事業、取

組について伺います。

令和5年1月のびわの寒害、これは記憶に非常
に鮮明に残っています。それだけ本当に状況も

ひどかったということだと思うんですけれども、

そういう中で取り組んでいただいたこの事業で

すけれども、初めてふるさと納税をクラウドフ

ァンディングという形で取り組んでいただいて、

これはチャレンジしたことだと思います。目標

金額も上回りました。1,300万円を上回って
1,567万4,000円と、この部分は非常に高く評価
をさせていただきます。もちろん課題もあった

と思うんですよね、スピード感であるとか、あ

とは運用面とかですね。でも、それはあったに

せよ、結果的にはうまくいったと私は考えてい

ますので、この目標額を上回れたことに関して
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どのように総括というか、分析をされています

か。

【原田農産園芸課長】クラウドファンディング

のご質問でございます。

委員からご指摘がありましたとおり、今回、

県として初めてふるさと納税を活用したクラウ

ドファンディングを事前のノウハウもない中、

目標を達成できるか不安を抱えながらも、新た

なチャレンジということでパイロット的にやら

せていただきました。

このクラウドファンディングの目的は2点ご
ざいまして、先ほど委員からご指摘がありまし

たように、長崎のびわが、当時、壊滅的な被害

を受けたということで、その窮状を訴える。な

おかつ、新たなびわのファンの獲得につなげた

いという点が1点。もう一つが長崎のびわの窮
状を理解して目的に賛同していただいた方々か

ら復興に必要な資金を集めたい、この2点でご
ざいます。

これをやるに当たって、やはり周知活動とい

うのが非常に重要ということで、当初、8月31
日から県庁内でも関係の部署、農林部だけじゃ

なくて、東京事務所、大阪事務所、また長崎市

の東京事務所やJA、生産者を含めて広く皆様に
ご協力を賜りながら周知活動をやってまいりま

した。

具体的に申しますと、SNSやダイレクトメー
ル等々、ながさきPR戦略課や農林部の農山村振
興課、農産加工流通課等々のSNSを利用しなが
ら、20回。また、ゆかりの方々への直接訪問、
また、県人会やイベント等での周知等を含めて、

メディアの皆様方にも協力いただきながら、8
回程度、新聞やテレビ等で報道いただきました。

合計、4か月で109回ほど周知活動に努めてきた
結果、このびわの窮状が皆様に伝わって様々な

方々からお金を、少しばかりのお金をいただい

て1,500万円達成できたと考えているところで
ございます。

特に、このクラウドファンディング自体は、

部長説明にも書いてありますとおり、サイト

上では160万円ほどしか集まりませんで、特に
当初は大変苦労いたしました。そのため、知事

や副知事を含め、農林部、また、関係の皆様方

には大変ご心配をいただいたところでございま

すし、農産園芸課の担当の職員にも大変苦労を

させたなというふうに考えておるところでござ

います。

ただ、結果として、こういうふうに1,500万円
程度いただいたということですので、課題はた

くさんありますので、メリット、デメリットも

含めて今後につなげていきたいと思っておりま

すし、いただいたご支援を決して無駄にするこ

とがないように、びわ産地の復興についてしっ

かりと活用させていただきたいなと思っており

ます。

【大倉委員】周知活動をしっかりとやっていた

だいた、その大切さが改めてわかったと思いま

す。

返礼品についてもちょっとご質問しておきた

いんですが、原則1万円以上の寄附をしていた
だいた方に送るものだと思うんですけれども、

びわゼリーとか、あとびわの青果、これは何人

ほどに、いつぐらいまでに届けることができる

んでしょうか。

【原田農産園芸課長】 返礼品につきましては、

さとふる上の寄附の方々に送ることとしており

ます。具体的には162名の方々に169万6,000円
の寄附をいただいたということで、その方々が

選ぶびわゼリーもしくは青果物としてのびわを

送ることとしております。びわゼリーにつきま
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しては、もう既に寄附をいただいた直後に発送

しておりますが、びわ自体は今年の5月ないし6
月に出来上がった産地のびわを返礼品として直

送したいと思っております。

具体的にびわの青果につきましては、確認し

て報告させていただきます。

【大倉委員】さとふるのみの方なんですね、そ

れはですね。だから162人ということなんです
ね。それはもうちょっとさとふるが増えておけ

ばなというのは思うんですけれども、別に返礼

品目的ではないと思うんですけれども、やっぱ

り寄附をした皆さんは、それが届くとうれしい

ですし、やりがいも感じるし、長崎のことを改

めて好きだなと思っていただけるということで、

ここは本当にさとふるが運用面でちょっと残念

だったなということを感じざるを得ないですね。

結果的に全部で何人ぐらいの方から支援して

いただいたんでしょうか。それから居住地とか、

全国各地からだと思うんですけど、そのあたり

の詳細なことはわかりますか。

【原田農産園芸課長】寄附の全体の概要でござ

いますが、先ほど申しましたとおり、さとふる

上の寄附が162名、部長説明に書いております
とおり、実は企業からも寄附をいただいており

ます。県内では長崎出島青果様から300万円、
ほか1社から5万円、この2社からいただいてお
ります。県外からは3社ほどいただいておりま
す。企業版ふるさと納税という形で3社からい
ただいております。合計382万5,000円です。さ
とふる以外の個人的に直接寄附をいただいた方

も8名いらっしゃって、合計で1,153万円という
ことになっております。

地方別の実績といたしましては、これはクラ

ウドファンディングのサイト上の話でございま

すが、関東地域で84名、近畿で22名、九州で48

名というのが大きく3つでございます。
都道府県別で申し上げますと、県数ベースで

は、東京都が62名、長崎県が35名、兵庫県が17
名ということでございます。

【大倉委員】個人の方々からの寄附の人数、そ

して企業の方々からの額、そして会社の数、そ

のあたりを今ご答弁いただいたわけです。

それを聞いても、企業からの寄附が382万
5,000円、やっぱり企業の方々の寄附が非常に大
きいなと、この寄附がなければ目標に達してな

かったということですよね。ですから、そもそ

もの段階で、課題についてちょっと指摘させて

もらいたいんですけど、さとふるで寄附を募っ

ても、結局は企業からの寄附が募れないという

ことが途中でわかったということですけれども、

そもそも事前にそのあたりを想定してなかった

のか、その辺の認識を伺います。

【原田農産園芸課長】委員ご指摘のとおり、当

初、クラウドファンディングということで、ふ

るさと納税を活用するということで個人を対象

にしておりました。企業様からの寄附をいただ

くということは想定になかったものですから、

様々なふるさと納税のサイトの中で経費が一番

安いとか自治体のページ作成の費用負担がない

とか、そういったメリットを鑑みまして、さと

ふるに決定させていただきました。

【大倉委員】こういう自然災害は、いつ起きる

かわかりませんし、急いでいたのもわかります。

そして、行政ですから庁舎内での手続もしっか

り取らなきゃいけないから、なかなか時間もか

かるんだと思いますけど、やはり企業の方から

ももらえるということもきちんと想定した上で

最初から取り組んでほしかったなと、ここはや

はり反省すべきところだなというのは、ちょっ

と指摘させていただきます。
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それだけじゃなくて、ここにも報告で記して

いただきましたけど、高齢者の方が結構、この

さとふるだと煩雑だということをおっしゃって

いたということで、高齢者の方は、そもそもイ

ンターネットとかあんまり得意じゃない方が多

いわけで、それも含めてなぜじゃ、さとふるに

したのかというところなんですよね。もちろん、

さとふるは例えば委託料の部分で安かったのか

どうか分かりませんが、そのあたりのことも鑑

みてしたんでしょうけど、どうしてここにした

のかをお聞かせください。

【原田農産園芸課長】先ほどもちょっと答弁さ

せていただきましたが、ふるさと納税を使った

こういうクラウドファンディングというのは、

ふるさと納税のサイト自体は十数社ございます

が、クラウドファンディングをやっているとこ

ろが3社ほどございました。その中で先ほども
申しましたとおり、ページ作成に対する自治体

の負担がないとか、委託料を比較した時に一番

安かったところがここだったというところ。ま

た、ページ作成には、さとふるが関わってやっ

てくれるといったところの手間とか、そういっ

たものを鑑みまして決定させていただいたとこ

ろでございます。

【大倉委員】 そのあたりは理解しております。

だけれども、今後、こういったことが起きた時

に、じゃ、どういうふうなクラウドファンディ

ングの仕方がいいのかというところは、やはり

今回の件をしっかりと反省として踏まえてやっ

ていただきたいなと思うわけです。

このさとふるに関してネットでもう一回改め

て検索をしてみたんですね。そうすると、当然

なんですけれども、クラファンとしては達成し

てないんですよね、未達成なんです。寄附金は

169万6,000円のままですね、達成率13％、支援

者162人と書いてあるわけですね。ご支援あり
がとうございましたという文言とともに受付終

了と。当然なんですけれども、間違ってないん

ですが、ただ、これを見た人は、あら、達成し

なかったんだと思うと思うんですよ、勘違いさ

れると思うんですよ、今回の全部の事業に関し

て。だから、これ、削除することはできないん

でしょうか。

【原田農産園芸課長】そこの部分につきまして

は、ふるさと納税を所管している税務課と調整

しながら対応させていただきたいと考えており

ます。

【大倉委員】これ、せっかく成功している事業

なのに勘違いされたらもったいないからですね。

ここはぜひ削除依頼をするように私から要望さ

せていただきます。

でも、結局、今回の事業で思ったのが、長崎

がピンチの時に助けたいんだという思いをお持

ちの方は全国にたくさんいらっしゃるというこ

とが、今回のこの寄附金ですね、1,567万4,000
円、これを通じてわかったと思うんですよね。

今後も、例えば同じようにクラウドファンディ

ング型のふるさと納税をやるということは、自

然災害時に一定効果的なのかなと思うんです。

今後なんですけれども、また長崎がピンチの

時に、こういった同じような取組をやっていく

ようなお考えはあるでしょうか。

【原田農産園芸課長】クラウドファンディング

で1,500万円というお金を頂戴いたしたという
ことは、一つの成果だと思っておりますし、こ

ういった手段、手法があるということは、一つ

のいいことだと我々も思っております。

ただし、行政的にこれを県がやるとなると、

やはり庁内での合意形成だとか、経費の面をど

うするかとか、そういったところの手続にやは
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り時間を要すると。災害復興ということは、災

害をしっかりと伝えて、機動的に、効率的にす

ぐに動かなきゃいけない、それを発信しなきゃ

いけないというところに関しては、県、行政が

やるということについては、対策についての財

源を確保するというメリットがある一方で、機

動的に動けないというデメリットもございます。

ということで、災害の面、対応すべき点は、

その場面、場面で考えてしっかりと対応したい

と思いますが、やはりこういった自然災害に対

する対応というのは、やはり産地側、生産者側

がしっかりと機動的に、能動的に、主導的に動

いていただいて、そこでしっかりと伝えて、そ

こで集まった寄附金を産地側でしっかりと復興

に使うという形のスキームがベスト、理想的で

はないかなというふうに思っています。

ということで、我々が今回得た知識、知見と

経験は、産地の方にも、現場の方にもしっかり

と伝えながら、こういうことがあった場合には

我々も側面でしっかりと支援しながらやるとい

う方法も一つの方法として考えていきたいなと

いうふうに思っております。

【大倉委員】つまり今後は、こういった同じよ

うな自然災害が起きた時には、基本的には県と

しては支援をせずに、今回のクラファンで終わ

りで、後は産地側に同じようなスキーム、それ

は事前にお知らせしておくから、後は勝手にや

ってくださいよということなんですか。

【原田農産園芸課長】ちょっと誤解があります

けれども、こういう自然災害に対する災害対策

というのは、県も総合的に考えてしっかりやら

ないなければいけないと思っております。

ただ、クラウドファンディングという形を使

った財源の確保といった部分につきましては、

行政でやるメリット、デメリットもございます

ので、そこは産地側としっかりと議論しながら

やってまいりたいと考えております。

【大倉委員】確かにクラウドファンディングは

いろいろ賛否あると思うんですけれども、でも、

せっかく今回の知見を、このまま何もしないと

いうのは本当にもったいないし、できればこう

いった今回のスキームを農協の方々に事前にし

っかりとお知らせをしておくということはやっ

ていただきたいんです。何らかの形で復興支援

という手助け、これを行政側がちゃんと寄り添

ってやっていくんだという姿勢は、今回のよう

に見せ続けていただきたいと思っておりますの

で、形が変わるかもしれませんけれども、何ら

かの形でそれはぜひ、特に迅速に、無駄なく支

援が行き渡るようなシステムですね、これは今

回いい形ができたと思うので、今後ともそこは

積極的に取り組んでいただきたいと思います。

要望しておきます。

もう1点、これは新産業創造課の案件だと思
うんですけれども、諫早湾干拓課の方でお答え

できる範囲で結構ですので、ご質問したいと思

います。

いわゆる諫干の調整池に置く水上太陽光パネ

ルの案ですね。検討するという案に関してなん

ですけれども、土地改良区なども含めて地域の

皆さんに今どこまで説明ができているのか、理

解をどこまで得られているのか、そのあたり、

どの程度説明が進んでいるのか、進捗を教えて

いただけますか。

【安達諫早湾干拓課長】諫早湾干拓調整池の太

陽光発電施設の導入の可能性についての検討と

いうところでのご説明ですが、現在は地域の代

表の方、例えば漁協さんですとか、今おっしゃ

られた土地改良区さんですとか、あるいは地元

の住民団体の代表の方ですとか、そういったと
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ころへのご説明、ご説明といいますか、今回こ

ういった導入の可能性についての検討をすると

いうことが公表されますというふうなことをお

知らせしている状況でございます。

【大倉委員】ありがとうございます、お答えい

ただける範囲でお答えいただいて。

これももしお答えいただけたらお願いしたい

んですが、調整池の水上に太陽光パネルを置く

案を検討していくということですから、そうな

ると必ず懸念の声が上がると思うんです。一つ

大きなことが言えるのが風ですね。風によって

アンカーでつながっていたはずの、杭でしっか

りつながっていたはずのパネルが吹き飛ばされ

るんじゃないかとか、そういった懸念の声が地

域の方々から絶対出てくると思うので、そこを

きちんと説明して納得していただかなきゃいけ

ないと思うんですよ。

そういう意味で、地理的に調整池のあのあた

りの風というのは、どのような状況になると想

像できますか。

【安達諫早湾干拓課長】調整池の周辺について

でございますけれども、必ずしもほかの地域に

比べて風がどうかというふうなことはないのじ

ゃないかと思うんですけれども、風が強く吹く

場合もございます。

したがって、地元につきましては、まずは基

本的には事業を行うところに安全設計を求める

ということが第一でございますけれども、その

上で地域の関係者の方に、事業者から安全性と

かの対策などを聞き取りながら、地元として安

全対策を事業者にどう求めていくかというふう

なことを協議してまいりたいと考えております。

【大倉委員】安全対策は県としてもしっかりと

説明をして納得していただくという形に進んで

いってもらいたいと思うんですよね。やはり諫

干というのは、よくいさかいの海なんてことも

言われますので、そういうイメージもあります

から、そして、漁協にもちゃんと説明されてい

るということですけれどもね。もちろん開門推

進派の方もいらっしゃるわけですから、ご納得

いただいて、合意形成をしっかり図って、そし

てしっかり進めていただきたいと思います。

以上です。

【原田農産園芸課長】先ほど数字が漏れており

ました。びわのクラウドファンディングで、び

わとびわゼリーのそれぞれの数ですけれども、

県外の方々で1万円以上寄附があった方が126
名いらっしゃいまして、ビワの青果を選んだ方

が90名、びわゼリーが36名となっております。
【中村(一)委員長】 ほかに質問はありませんか。
【瀬川委員】 まず、昨年10月27日の降雹被害
については、部長はじめ、現地を訪ねていただ

いて視察をしていただきました。そしてまた、

11月定例会においては、その対策予算等をつけ
ていただいて、西海市あるいは西彼杵郡、南島

原市等の生産者に代わって、まずはお礼を申し

上げたいと思います。

そこで、今回、私は初めて知ったんですが、

共済制度というのが、みかんの場合は選果場単

位で入っていて、ほとんどの生産者が選果場単

位の保険に入っていただいている。一方で一農

家経営体を補償する、収入減の時に対応できる

保険もあるということです。今回、選果場単位

の共済がどういう状況にあるのか、まだ私は確

認してないんですが、私が今、今回の件で感じ

たのは、選果場単位ということじゃなくて、1
戸、1戸の経営体の収入をきちんと補償する保
険の方にかじを切っていただきたい。それをリ

ードしていただくのが農協ではないかなという

ふうに思っておりますし、農協に対しても、そ
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ういった話をしていただく。そして、みかんに

限らず、いろんな部会等を含めて今回のことを

教訓として議論を進めていただきたいというふ

うに思っておりますけれども、方針としてどう

いったお考えなのか、お聞かせください。

【原田農産園芸課長】委員ご指摘のとおり、果

樹共済につきましては、全員が加入しておりま

す。これは選果場単位で入った理由としまして

は、選果場を再編する際に国庫事業を使う要件

の一つでもあったということと、集団で入るこ

とで共済の掛金を下げて、なおかつ共済の厚い

補償をいただけるというところ、それぞれのメ

リットがございましたので、県下全域、そうい

うふうな形で実施しておるところでございます。

一方で、先ほど委員からもご指摘がありまし

たとおり、それぞれの個別で収入をしっかりと

補塡してもらう収入保険というのは、こういっ

た場面のみならず、例えば、けがだとか、価格

が暴落した時だとか、いろんな場面で収入が下

落した時にしっかりと補塡がもらえるという制

度でございますので、我々としても、農済とと

もに振興局を通じまして各産地の総会や会合、

そういった場面、場面で、収入保険の加入を我々

はしっかりと推進しているところでございます。

制度ができて以来、順調に伸びておりますが、

全体からすれば3割を切るぐらいの数字でござ
いますので、しっかりと安定して持続可能な経

営ができるような経営体をしっかりとつくって

いくためには、委員ご指摘のとおり、収入保険

というのは欠かせない制度だと思っていますの

で、県としてもしっかりと推進をしてまいりた

いと考えておるところでございます。

【中村(一)委員長】 ほかに質問はありませんか。
【堤委員】午前中の予算審査で農山村インバウ

ンド等誘客拡大事業費を取り上げたんですけれ

ども、その時に受入れ実施に必要な知識を習得

できる研修の対象者は、農泊を実施している人

ということだったわけですけれども、単に農泊

をやっている人だけでなく、その周りのいろい

ろなところに取組を広げていかなければ、なか

なか農泊自体もインバウンドの受入れ拡大とい

うことにはつながっていかないのではないかと

思っているんですが、その辺はどういうふうに

考えていらっしゃるのか、お伺いします。

【酒井農山村振興課長】インバウンドの研修会

でございますが、おっしゃるとおり、農泊を実

践されている方だけでは、なかなか横の広がり

がないというのは承知しておるところでござい

ます。当然ながら、研修会でございますので、

市町の関係者であったり、あと、そういったも

のに興味があられる、今はやっていないけれど

も、興味がある方等についても、広く声かけを

しながら、できるだけ農泊におけるインバウン

ドを受け入れるような仕組みをつくっていきた

いと考えておるところでございます。

【堤委員】市町の関係者とか、興味があってこ

れからやってみようかなという人も対象にして

いきたいというご答弁でした。

今、個人で農業をする人は減少してきている

けれども、農業法人はちょっとずつ増えている

というお話もお聞きします。農泊だけではなく

て、例えば農産物の直売所であったり、それに

関連してのレストランであったり、体験教室で

あったり、いろんなことを関連して取り組むこ

とで、その地域の魅力にもつながってインバウ

ンド拡大にもつながっていくのではないかなと

思っています。

私が思い浮かぶのは、「おおむら夢ファーム

シュシュ」ですね。たしか去年も何か受賞され

たんじゃなかったかと思うんですけれども、中
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山間地域にあるけれども、年間49万人が訪問す
るというふうに聞いています。直売所もあるし、

レストランもあるし、それからジェラート工房

があったり、もちろん農家民泊もあって、売上

げも年間7億円とか、あるいは若者の雇用も生
まれていると、そういうふうにお聞きしていま

す。

この夢ファームシュシュがやっていることと

いうのは、先進事例として大いに参考になると

思っているんですけれども、今はいろんな自治

体で農村観光の推進とか、あるいは移住・定住、

それから新規就農者の受入れとか、そういった

ことをどこでも取り組んでいらっしゃると思う

んですけれども、そういうふうにいろんな農業

地域の、中山間地域の特色を生かした取組を通

して、そして観光客を呼び込む、もちろん農泊

も増やしていく。そういうふうになれば地域の

人口減少対策とか、あるいは新しく雇用が生ま

れたりとか、そういうことになると思います。

例えば体験談なども、農業体験ももちろんで

すし、料理教室であったり、動物との触れ合い

があったり、トレッキングがあったり、様々な

ことが考えられると思うんですけれども、そう

いったものと連携させながら農泊というのも進

めていただきたいなと思っているんですけれど

も、その辺はいかがでしょうか。

【酒井農山村振興課長】今お話にございました

ように、様々な連携をすることによって農山村

地域が盛り上がるような取組につなげていくべ

きだというご指摘だと思います。

委員からお話がありましたとおり、シュシュ

は様々な取組を、直売事業だけでなく、農泊関

係にも参加していただいております。あと、レ

ストラン等々いろんな取組、地産地消の取組も

総合的に取り組んでいただいております。

そういったことで様々な賞を受賞されている

ということで、地域振興の核になっていただい

ているような団体でございます。

そのようなシュシュの取組を県内のいろんな

関係者に周知しまして、様々な取組を一元的に

取り組めるような体制を今後考えていきたいと

いうようなことでございます。

先ほどは申し上げませんでしたが、農泊の方

には当然ながら、観光関係の方にも呼びかけま

して、興味があられる場合は参加をいただいて

いるということもありますので、農泊、直売所

に限らず、農山村振興のためには様々な取組を

一体的に進めていきたいというふうに考えてい

るところでございます。

【堤委員】このシュシュに関して言えば、私も

何度も訪れたことがありますけれども、1回で
終わるんじゃなくて、リピーターがたくさんい

らっしゃると思います。聞けば、例えば長崎空

港からの送迎などもしているとか、それからジ

ェラート、乳製品を使っての、プリンとかなん

かも作ってあるし、そういったことでも本当に

女性とか家族連れで楽しめるようになっていま

す。フルーツ狩りもシーズンごとにありますし、

そういった幅広い、いろいろなものを提供する

ことによって来てくれる人たちに飽きさせない

というか、その時、その時の楽しみを本当に楽

しんでもらえるところになっているかなと思い

ます。

なかなかほかの地域にそういう取組がまだま

だ広がっていないのではないかと思うんですが、

今、どういう状況なのか、おわかりでしたらお

聞きしたいと思います。

【酒井農山村振興課長】シュシュのような取組

がほかの地域でないのかというようなご質問だ

と思います。
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実際、直売所なり農泊、それぞれ取組を団体

の中でやっているんですけれども、それが一体

となってやっているところは、県内でシュシュ

以外には、今のところ、ないというようなとこ

ろでございます。

ただ、今後、インバウンド客が増えてきた時

に、どうやって地域の中でお金を落としていた

だくかというのは当然重要になってくると思い

ますので、可能な限り、そういった連携した取

組を県としても推進していきたいと考えている

ところでございます。

【堤委員】総合的にやっているところは、今の

ところ、県内にはないということです。確かに、

直売所というのは、あちこちに増えてきている

と思います。行ってみると、もったいないなと

思うこともあるんですよね。例えば、地域でと

れた魚だったり、果物だったりを販売している

ところがありましたけれども、品物の種類が少

なかったり、あるいは松浦じゃないところでア

ジフライを揚げるだけというような、パン粉を

つけた状態で販売してあって、食べてみたら、

ちょっと骨っぽくて、あんまりおいしくないな

と思ってしまったり、結局、そこの直売所は人

があんまり集まらなくて閉まってしまいました。

大変もったいなかったなと思っています。

そういうちょっとしたところのノウハウなど

ももっと磨き上げれば、もっと人を呼び込むこ

とになるし、その地域でとれた作物を十分に流

通させる、販売して収入につなげていくことが

できるのではないかと思っています。

本当に身近にそういうお手本になるような、

モデルになるようなところがありますので、そ

ういったノウハウをしっかり学ぶような、それ

を参考にさせてもらって広げていくような取組

も必要だと思っているんですけれども、こうい

った総合的な農山村地域の活性化につながるよ

うな取組について、これからどう取り組んでい

くのか、部長にお尋ねします。

【綾香農林部長】ただいま堤委員がおっしゃら

れたように、シュシュのような取組は、これは

もう全国でもトップクラスの取組です。農産物

はどうしても旬がありますので、旬以外の時期

に、どうやってお客さんに来ていただいてお金

を稼ぐかという視点から加工品を開発されて、

そこからまずスタートされたと聞いております。

そして、お客さんが来るようになりますと、今

度はウインナーを作ったりとか、そういう体験

学習もできるようになっていますし、レストラ

ンも併設されて、そして、そこで結婚式とかも

やったりとか、経営がどんどん多角化していっ

ています。農泊ももちろん、シュシュの構成員

の方にも農泊に取り組んでいただいてシュシュ

と交流もされています。

そういうことで、まず多角化して有機的にい

ろんな分野がつながることで農山村に訪れる人

が増えてくる。そして、そこに住んでいる方も、

そこでそのよさをわかっている人と触れ合うこ

とで、また元気になっていただく、お金もそこ

で使っていただいて豊かになっていくという面

からすると、シュシュのような取組は、やはり

ほかの地域でもできるだけやっていきたいと思

っております。

県でも直売所を対象にステップアップのため

の講座を5年ほど前からやっておりますので、
そこはしっかり成果を出しつつ、まずは加工品

の取組とか、そういうできるところから各直売

所で取り組んでいただけるように我々もしっか

り力を尽くしてまいりたいと考えております。

【堤委員】ありがとうございます。シュシュは

六次産業へとどんどん広げていかれていますし、
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規格外の農産物を有効活用するような、無駄を

なくすような、そういうところにもずっと取り

組まれてきたと思います。大村市の新規就農が

4年間で90人を超えていると、そういうことも
お聞きしています。

だから、様々な面で、波及効果で就農者も増

やすし、そういう施設が多方面に拡大していく

ことで、そこに関連して、農業とは直接関わら

ないかもしれませんけれども、例えば教室のイ

ンストラクターであったり、デザインであった

り、商品開発とか、営業とか、販売とか、パン

づくりとか、様々なところで雇用を生み出して

あると思います。農泊でいえば古民家再生の施

設であったり、あるいは空き家を活用したリノ

ベーションしての取組であったり、ほかの部局

にもまたがるいろんなことですけれども、そう

やって幅広く連携しながら取り組んでいただき

たいと思いますので、頑張っていただきたいと

思います。

以上で終わります。

【中村(一)委員長】 ほかにありませんか。
【溝口委員】農林技術開発センターと農業大学

校についてお聞かせいただきたいんですけれど

も、令和5年度から10年度にかけてということ
になっているわけですけれども、今年度、実施

設計、解体、調査、設計等を実施するというこ

とでございます。これは農業関係者の人にとっ

て大変すばらしいことだと思うんですけれども、

先進地かなんか、どこかありますか、このよう

な一体化したところが。

【川端農政課長】先進的な事例としては、私ど

もも視察に行かせていただきました。一番近い

ところで山口県が令和4年に供用開始されてい
るんですけれども、研究と、それから大学を一

体化したような整備と組織運営をされていたの

で、その事例を私どもも見てまいりました。

【溝口委員】わかりました。それでデジタル化、

グローバル化ということで、山口県がそのよう

な形をやっていると思うんですけれども、それ

にまた優れたものをつくっていかないといけな

いと思うんですけれども、その辺について具体

的に何か計画的なものがあったらお聞かせいた

だきたいと思います。

【川端農政課長】今からはデジタル化、グロー

バル化というのは、山口県だけではなく、長崎

県だけでもなく、もうこれはいろんな農業の場

面で取り組んでいかなければならないことだと

いうふうに認識しておりまして、今回、一体的

に整備をするに当たって、デジタル化、グロー

バル化に対応できる人と産業を育成する農林業

の総合拠点というテーマにしているところでご

ざいます。

特に、教育の分野において、今からはグリー

ン化ということで有機農業などもしっかりと取

り入れた農業をやっていかなければならないと。

その中で、そういう有機農業が農業では当たり

前といいますか、そういったものになっていく

ような次代を担う若い担い手の方々にしっかり

と学んでいただけるような教育をしてまいりた

いというふうにも思っています。

一方で、そういった面での研究、あと技術も

必要になってまいりますので、そういった技術

開発は農林技術開発センターが担いまして、農

業大学校と一緒になりますので、学生さんにも

技術の開発のところも学んでいただいて、実際

に就農される方が農業大学校には多いんですけ

れども、そういった方々に、すぐ現場で使って

いただいて普及していただく、そういうふうな

効果をねらって、今回、一体整備というふうに

考えております。
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【溝口委員】 わかりました。ただ、かなりな総

工費がかかるんじゃないかと思っているんです

けれども、総工費については、大体どのくらい

を予定しているんですか。

【川端農政課長】建物については、今のところ、

43億円ほどを見込んでいるところでございま
す。その他附帯施設としてハウス等の整備など

も必要となってまいりますので、今のところ、

全体としては70億円ほどを見込んでいるとこ
ろでございます。

【溝口委員】わかりました。今から実施設計に

入っていくということですので、そこのところ

でいろいろな話し合いができていくんじゃない

かと思います。やはり農業大学校は、長崎県と

しては昔から有名なところでありますので、若

い人たちが、ぜひ学びたいと思うような学校を

つくっていただきたいと思います。

全体的な建物の総床面積については、大体ど

れくらいを予定しているんですか。

【川端農政課長】 総面積は5,200平米を予定し
ております。

【溝口委員】 わかりました。今から10年とい
うことで、あと3年後か4年後ですね。本当にす
ばらしい建物ができて、皆さん方に愛される、

生徒に愛される学校ができればいいなと思って

おります。頑張ってください。

【中村(一)委員長】 ほかに質問はありませんか。
【白川委員】 1点だけ、シンガポールおけるト
ップセールス等についてというところに興味深

い文章がありまして、知事と地元インフルエン

サーのトークセッションを行うというところが

ありますが、こういった取組は、非常に若い大

石知事らしいといいますか、非常に画期的だな

というふうに思ったんですけれども、これまで

にされたことがあるのか、また、このトークセ

ッション、特にインフルエンサーを起用した経

緯などがあれば教えてください。

【村上農産加工流通課長】シンガポールにおけ

るトップセールスのところでの現地インフルエ

ンサーとのトークセッションの話です。

このトークセッション、インフルエンサーと

のこういった取組は、私ども、初めての取組と

なっております。実際、シンガポールでトップ

セールスを行うに際しまして、昨年から取組を

進めていたわけですけれども、実際、シンガポ

ールの現地において、SNSでの情報発信という
のがすごく効果が高いという話を伺っていまし

たので、地元現地でのSNSのフォロワーが約30
万人ぐらいいるインフルエンサーなんですけれ

ども、そういった方に、昨年、長崎に来ていた

だきまして、現地のみかんですとかいちご、ま

た、観光名所も見ていただきました。それで実

際、1月21日だったと思いますけれども、シン
ガポールの現地の百貨店において、知事と長崎

のみかんやいちご、長崎の魅力、こういったも

のを現地の方に直接、知事が英語で伝えるとい

ったことに取り組みました。

そうしたこともありまして、現地でのイベン

ト当日の売上げが通常の約3倍ぐらいに上がっ
たという効果も出ております。

こういったことで、今後、さらにシンガポー

ルを重点国と位置づけてSNSも使って取り組
んでいきたいと思っております。

【白川委員】初めての取組ということで、売上

げも3倍になったということで非常に効果があ
るのかなというふうに思いました。長崎にも来

ていただいてというところから始まって、非常

にストーリー性があるというか、そういった部

分でいうと、その方がたくさんSNSに、長崎に
来た時から載せていただいたりとか、そういっ
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た継続した形でこのプロジェクトをされている

のかどうかというのも知りたいですし、来てい

ただいているのであれば出演料というか、そう

いった費用もかかることであると思いますので、

その費用対効果というのもわかれば教えてくだ

さい。

【村上農産加工流通課長】現地のインフルエン

サーに長崎に来県いただいた際には、実際に

SNSでも発信しているところでございます。
実際の費用といたしましては、シンガポール

のレセプションですとか、この時の長崎のフェ

アといったものも含めまして、委託で実施して

おります。約850万円でやっておりまして、そ
の中の一部にこのインフルエンサーの経費を計

上しているところでございます。

費用対効果については、その分だけでという

のは、なかなかできないんですけれども、先ほ

ど申し上げましたように、実際、売上げが上が

ったということ、あと、地元のインフルエンサ

ーのフォロワーの方が実際に売場のトークセッ

ションのところにもお越しいただいて、かなり

盛況だったということを考えれば、効果は一定

あると考えております。

先ほど、1月21日の開催と言いましたが、1月
20日の開催でございました。訂正させていただ
きます。申し訳ございません。

【白川委員】ありがとうございます。費用対効

果は明確に言いにくいということはわかった上

でご質問したんですけれども、そういう認識で

あれば非常にもったいないなというふうに思う

んですね。というのが、この文章からもインフ

ルエンサーの方をトークセッションに招いたこ

とによって、「本県のいちごとみかんの魅力を

現地消費者へ直接PRしました」というふうに報
じているんですけれども、ここにちょっと違和

感を感じております。

SNSを使ったということは、対象は現地では
ないわけですよね。ですので、こういう方を起

用する目的というのは、現地の目の前にいらっ

しゃる方に対するPRというだけではなくて、広
く世界中に発信ができるというところに最大の

利点があるというふうに思っています。

ですので、こういったことをされるのであれ

ば、その方のSNSのアクセス数とか、どれだけ
拡散されているのかとか、そういったところを

追うべきだと思います。それによって費用対効

果というのは実際に金額で出るものではないと

思うんですけれども、そういったことが拡散さ

れていて、それが現地のトークセッションのこ

とだけではなくて、長崎に来られたのであれば、

長崎に来られた時の投稿の数字も含めて全体的

にどれだけ発信されているのかということを追

えば、実際に数値化されるものです。また、知

事とのトークセッションであれば、知事のアカ

ウントもメンションしていただくとか、リンク

づけをしていただいて、世界中の方が、そのイ

ンフルエンサーを通じて知事のアカウントを見

ていただくということは、長崎県に興味を持っ

ていただくということになります。

そういうことであれば無限大の可能性を秘め

ていることだというふうに思います。これによ

ってインバウンドでお客様が実際に長崎に来て

みたいと思ったり、長崎の農産物を直接、シン

ガポールじゃなくても他国からも買ってみたい

と思われるような可能性にも広がっていくと思

いますので、せっかくこういった新しい取組を

されているのであれば、この効果がどれだけ広

がっているのかというのも検証いただいて、ま

た他国でされる場合ですとか、国内でもSNSに
影響力のある方とご一緒される際は、そういっ
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たところも狙った上で戦略的にされるといいか

なと思います。

以上です。

【村上農産加工流通課長】委員ご指摘がござい

ましたインフルエンサーの効果につきましては、

今年度の事業で、まさしく今、精算業務に取り

組んでいるところでございますので、そういっ

た実績も委託側としっかり内容を確認した上で

検証してまいりたいと考えております。

【中村(一)委員長】 ほかに質問はありませんか。
【山口委員】お疲れさまです。お尋ねといいま

すか、ご要望になるかと思いますけど、1点お
願いしておきたいと思います。地域の農業振興

と環境整備ということでお尋ねといいますか、

ご要望をさせていただきます。

農業振興におきましては、活力ある農業地域

をつくるということが極めて重要な案件ですが、

そのためには女性の活躍の場をつくっていく、

これが重要になります。いわゆる女性が働きや

すい環境の整備が、今、農家においても求めら

れているところです。

そこで、農水省の補助事業が設置されて、今、

応募の受付が今年度分としてスタートしている

状況にございます。これは農林部からも情報を

いただいて、アドバイスをいただいて取り組ん

でいるところであります。

そこで、各農家、特にミカン農家におきまし

ては、自宅とみかん園地が遠く離れているとこ

ろが多くございます。園地での農作業、特にみ

かんの収穫時期には女性の方がたくさんみかん

園において収穫作業ほか頑張っていただいてい

るところです。

そこで、働きやすい環境をつくるためには、

トイレの設置ということがみかん園内あるいは

その近郊で大きな課題と今なっているところで

す。状況は、その都度、遠く離れたトイレのあ

る場所、あるいは自宅まで動かなければならな

いというのが現実で不自由をしている状況が多

くあります。

そこで、今、女性の働きやすい環境の整備と

いうことで、先ほどの農林水産省の補助事業が

あるわけであります。この事業については、先

ほど申し上げましたように、農林部よりアドバ

イスを受けて女性が働きやすい環境整備事業、

いわゆる上限300万円で、トイレの設置ができ
るようになっています。

そこで、今、応募をしようということで準備

を進めておりますが、今、大詰めのところにき

ていますので、しっかりサポートをお願いして

いきたいと思っているところです。

何かご見解があればお伺いをいたしますし、

特にご見解がなければ応募締切りがもう迫って

います。3月29日までになっていますので、よ
ろしくお願いをしたいと思います。何かご見解

があればお願いします。

【川端農政課長】今、人口減少ですとか高齢化

で農業の担い手の減少という課題がある中で、

人材という意味では男女関係なく、また、外国

人材とか多様な人材で農業を振興していかなけ

ればならないというふうに思っているところで

ございます。

女性の農業への参画というのは非常に重要な

ことでございまして、私どもも、特に経営とか、

そういったことにも参画していただけるような

女性を増やそうという取組も従来から行ってき

ているところでございます。

一方で、今、委員からもご指摘がありました

ように、実際、園地等で作業をする時は、農業

の場合は屋外で作業をすることが多いですので、

特に女性の従事者の方が増えていくと、トイレ
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であったり、汗をかいた時に着替える更衣室が

欲しいとか、いろいろとまた課題も出てくると

思います。

そういったところは産地の皆さんと、どうい

った課題の解決が考えられるかとか、どういっ

たものが必要なのかというところを、今も話し

合っていただいていると思うんですが、しっか

り話し合っていただくとともに、また、活用で

きるような国庫事業ですとか、あと整備した状

況とかも農水省で事例を示されていますので、

そういった情報提供を振興局、そして市町も一

緒になってさせていただいて、今、計画づくり

のお話もありましたけれども、いろんな支援を

できるところでさせていただければというふう

に思っておりますので、よろしくお願いいたし

ます。

【山口委員】ありがとうございます。振興局の

方にもいろいろとアドバイスをいただいている

状況もございますので、ぜひよろしくお願いし

ます。特に3月29日が応募締切りになっている
関係もございますので、アドバイス方、よろし

くお願いしたいと思います。

以上です。

【中村(一)委員長】 ほかにありませんか。
【山村副委員長】 最後に2つほどお願い、ご要
望させていただきます。

先ほどのトイレの話ですが、建設現場におき

まして女性の進出というのがものすごく課題と

なっておりまして、一番最初に整備したのが、

やはりトイレと着替えの場所です。建設の現場

は、ほとんどトラック、トイレカーがどんどん

進化しておりまして、ものすごくいいのができ

ていますので、もしそういうのが整備できれば

農業の現場でもすごく使いやすいものになって

くるのかなというふうに思いましたので、ご提

案をさせていただきたいと思います。

そのうちの一つは、農作業の方々で事故が多

いのが草刈りです。イノベーションの話がいろ

いろ出てきていますけれども、草刈りのロボッ

トの導入というのをぜひ検討していただきたい

と思っております。それがいろんな支援ででき

ていけば、恐らく農業従事者の方の労働環境と

いうのはかなり変わってくるかなと思っており

ます。もしこの件でご答弁いただければお願い

したいと思います。

【原田農産園芸課長】草刈りロボットのご提案

がございました。実は、ながさき農業デジタル

化促進事業、午前中にもご議論がありましたが、

そちらの整備事業、ハード事業の方で、実際に

ラジコン草刈り機を入れることができるメニュ

ーもございます。実際に今年も1件ほど入れら
れた方がいらっしゃいますので、ぜひご活用い

ただきたいと思います。

【山村副委員長】ありがとうございます。あと、

ため池の補修とかいろいろ入ってきていたと思

うんですけれども、つくる際にロボットを導入

しやすいものにしていくというのはすごく大事

なことかなと思っています。既存の中でロボッ

トを導入することは、なかなか難しいところが

あるんですけれども、補修とか改良をする際に

ロボットの導入まで含めたところで設計とかを

していただければ、すごくやりやすいのかなと

思っています。それはお願いです。

もう1点が、地球温暖化で気候変動が激しく
なってきています。稲作でいうと「にこまる」

とかが高温に対応するものとなってきているん

だと思いますけれども、今後予想されるのは渇

水です。大渇水が来ると思います。その中で水

がなかなか供給されない中で、どう農業を継続

していくかというのはすごく大きな課題かなと
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思っております。

実は、農家さんに聞きますと、昨年も水がな

い時期があって、ぎりぎりのところで雨が降っ

てくれたという、気候頼みのところが、どうし

ても稲作についてはありますし、ほかの農産物

でも同じ状況かなと思ってますので、渇水とか

まで想定した中での品種改良だったり、生産方

法の確立だったりというのをぜひお願いしたい

と思っておりますが、ご意見があればいただき

たいと思います。なければご要望といたしたい

と思います。

【原田農産園芸課長】 渇水の話でございます。

先ほどもちょっとご説明しましたが、デジタル

化、水の供給を自動で行う。例えば、みかんで

いきますと点滴で水を最小限に抑えながら供給

するマルドリシステムといったものもございま

すので、今、そういったものを普及していると

ころでございますので、ぜひ農家の方にも活用

いただきたいと思っております。

【中村(一)委員長】 ほかに質問はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕

【中村(一)委員長】 ほかに質問がないようです
ので、農林部関係の審査結果について整理した

いと思います。

しばらく休憩いたします。

― 午後 ２時３７分 休憩 ―

― 午後 ２時３８分 再開 ―

【中村(一)委員長】 委員会を再開いたします。

これをもちまして、農林部関係の審査を終了

いたします。

農林部の理事者の皆様におかれましては、大

変お疲れでした。

引き続き、委員間討議を行います。

理事者退室のため、しばらく休憩いたします。

― 午後 ２時３８分 休憩 ―

― 午後 ２時３９分 再開 ―

【中村(一)委員長】 委員会を再開いたします。

閉会中の委員会活動について協議したいと思

いますので、しばらく休憩いたします。

― 午後 ２時４０分 休憩 ―

― 午後 ２時４３分 再開 ―

【中村(一)委員長】 委員会を再開いたします。

閉会中の委員会活動について、何かご意見は

ありませんか。

〔「正副委員長一任」と呼ぶ者あり〕

【中村(一)委員長】 それでは、正副委員長にご
一任願いたいと存じます。

以上をもちまして、農水経済委員会及び予算

決算委員会農水経済分科会を閉会いたします。

大変お疲れさまでした。ありがとうございま

した。

― 午後 ２時４４分 閉会 ―



農水経済委員会委員長 中村　一三

　　　　議長　　徳永　達也　　様議長 徳永　達也　　様

１　議　　案

審査結果

長崎県工業技術センター条例の一部を改正する条例 原 案 可 決

長崎県窯業技術センター条例の一部を改正する条例 原 案 可 決

長崎県漁港管理条例の一部を改正する条例 原 案 可 決

直轄特定漁港漁場整備事業に対する県の負担について 原 案 可 決

県が行なう建設事業に対する市町村負担金の徴収につい
ての一部変更について

原 案 可 決

ながさき産業振興プラン２０２５の変更について 原 案 可 決

長崎県水産業振興基本計画の変更について 原 案 可 決

第３期ながさき農林業・農山村活性化計画の変更につい
て

原 案 可 決

計  ８件  (原案可決  ８件）

農 水 経 済 委 員 会 審 査 結 果 報 告 書

　本委員会に付託された事件について審査の結果、下記のとおり決定したので報告する。
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